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令和4年度新任判事補研修
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令和4年度新任判事補研修

名簿①班別

「令状実務の留意点（班別） 』
5月1BB(水) 15:40～17 : 10
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令和4年度新任判事補研修

名簿②班別
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班別名簿③

｢目指すべき裁判官になるために」意見交換（班別） 「目指すべき裁判官にな』
5月20B(金) 15: 10～1フ:OO
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(令和45． 18）

新任判事補に期待すること

東京高等裁判所 豊平 田

1 ようこそ、裁判所へ

2新任判事補の皆さんに「期待すること」 というより 「願うこと」

｢裁判官は、かくあるべし｡」

｢裁判官として、生き生きと充実した仕事をしてほしい｡」

、

(1) 「裁判官を選択した理由は何ですか？」

(2) 「生き生きと」 とは？

(3) 「充実した仕事」 とは？～やりがい

3 「良い裁判」 とは？→プロフェッショナル（仕事の流儀）

》

4 「臆せず、霜らず」
P4やP〆

(1) 「臆せず」 とは？

ア合議

イ協議会等

ウ対当事者等

‐ 1‐



(2) 「濡らずj とは？

ア裁判所職員
1

イ対当事者等

ウ対一般社会

5 困ったときはどうするか。

（1）裁判所の仕事は，チームプレー

『言、
(2) アンガーマネージメント

(3)情報整理（情報収集だけではない｡)､スケジュール管理

6 デジタル化時代のプロフェッショナル～将来の裁判官像

）
泡一苧団Jf

(参考）

｢プロフェッショナルの未来～AI、 IoT時代に専門家が生き残る方法」
l

リチャード？サスカインド、ダニエル・サスカインド著（朝日新聞出版）

｢名もない顔もない司法」

ダニエル．H｡フシ卜著(NTT出版）

‐2‐



令和4年5月18日実施

｢令状事務の留意点」

（進行予定)

1 15:40-15:45進行の説明

2 15:45-16:15設問1について

（1） 小班別グループ討議（15分程度）

各小班(1A班など）ごとに討議 、

※講師や教官は各小班内の議論を傍聴することがあります。

こ
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や
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(2) 班別全体討議（15分程度）

小班のうち， 2小班程度から発表， その後班全体で討議

3 16:15-17:05設問2について

（1） 小班別グループ討議（25分程度）

設問1と同様のやり方

（2） 班別全体討議（25分程度）

設問1と同様のやり方

4 17:05-17:10 まとめ

、



執務参考資料

『

l J ｡NETポータル掲載の参考文献リスト （ケンサン

）

2 平成28年度刑事実務研究会（被害者配盧）共同研究「被害者配慮に関する訴

訟運営上の諸問題①②」結果概要（ケンサン

■）

、
3 令和2年度刑事実務研究会2の共同研究「令状処理をめく､る諸問題」 （ケンサ

ｕ

４

ｕ

Ｉ

１

ｌ
き計 ）

4 「新たな令状事務の取り扱いに関する執務資料（電磁的記録の証拠収集方法の

整備に伴うもの)」 （最高裁判所事務総局刑事局、平成24年4月） （ケイフオ■

）

』



裁判所における人事の仕組み

第1 はじめに

第2 ，任用関係

1 任命、補職

2 異動

・ 異動の基本的な方針

､ 第2カード

外部経験

3 人事評価

・ 対話型の人事評価制度

第3カード→面談 評価書の開示。不服申出制度→

4 簡裁判事任命、職権特例指名等

第3 給与等

1 給与

2 服務

(1) 執務時間、休暇等

(2) 政治的行為・兼業兼職の禁止等

(3) その他

第4 裁判所の一般職員



主なスケジュール

O判事補任命、補職（令和4年5月1 フ曰）

○第2カード、第3カードの入力 （毎年8月1日現在）

○所長等との面談（毎年5～7月頃）

○評価書の開示・不服申出（毎年S～9月頃）

留学選考申込み（毎年1 1月頃）
画､今、

○ 1回目の異動期（令和7年4月）

異動内示（4月異動の場合、 1月前半）

○簡裁判事への任命（令和フ年5月）

○ 2回目の異動期（令和9年4月が原則）

○職権特例指名 （令和9年5月）

○ 3回目の異動期（令和1 1年4月が原則）
恥
圦
仙
“
１
ｍ
旬
ｒ
イ

○ 4回目の異動期（令和14年4月が原則）

○判事任命（令和14年5月）



裁判所の組織と機構

総務局第 課長■■■■■■

1 はじめに

2 組織， 機構の特徴

・全国に裁判所が設置

・裁判部門（裁判部） と司法行政部門（事務局）

S 裁判部の組織，機構

。 「部」の設置

・首席（次席）書記官， 訟廷の役割

事務局の組織，機構

裁判官会議と司法行政事務

事務局の役割

4
1

5 組織運営を担う裁判官として

／
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第1部組織関係

1 裁判所の組織

憲法76条1項では， 「すべて司法権は，最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所

に属する。 」 と定められています。 この規定を受け，裁判所法が， 下級裁判所として高等裁判所，地方裁判

所，家庭裁判所及び簡易裁判所の4種類の裁判所を設け（裁判所法2条1項） ，それぞれの裁判所が扱う事

件を定めています。そして， 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律により， 具体的な下級裁判所の名

称，所在地及び管轄区域が定められています。

また，検察審査会法1条では， 「政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置

く。 」 と定められています。 この規定を受け，検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令により，検察

審査会を置くべき地方裁判所及び地方裁判所支部並びに検察審査会の名称及び管轄区域が定められています。

§1 裁判所の種類及び数並びに検察審査会の数

(令和3.7. 1現在）
i

’

）

’
(注）

1 6支部のほか，東京高等裁判所には，特別の支部として，知的財産高等裁判所が置かれている。

2合議事件を取り扱う支部63庁

3所長専任庁である家裁 26庁

4(D少年法で定める少年の保護事件の審判に関する事務を取り扱う支部 102庁

（2）合議事件を取り扱う支部 63庁

5 束京には6庁，大阪には4庁，横浜には3庁， さいたま，千葉，京都，神戸，名古屋，広島

及び福岡には各2庁

-1-

最高裁判所 1

高等裁判所
本 庁

支 部

8

6 （注1）

地方裁判所
本 庁

支 部

50

1 ，

203 (注2)

家庭裁判所

本 庁

支 部

出 張 所

50 (注3)

203 (注4)

77

簡易裁判所

地方裁判所本庁又は支部

に併置された簡易裁判所

その他の簡易裁半ﾘ所

(独立簡易裁判所）

253

185

438

検察審査会

地方裁判所本庁所在地

地方裁判所支部所在地

6フ

(注5）

98

165



今
4年度予算の

（単位：百万円）

｜ (前年比）予算額

予算額 322,814 ▲2， 554

<主要経費〉

（1） 裁判手続等のデジタル化関係経費

（2） 民事事件関係経費

（3） 刑事事件関係経費

（4） 家庭事件関係経費

（5） 裁判所施設の整備

717 488

2,699 48

4， 127 ▲270

6， 112 ▲61

14557 ▲68

一般経費の内訳

物件費

384億円（12％）

I
人件費

2698億円（84％）施設費

146億円

注）四捨五入等の理由によ．り， 端数において計数が合致しない場合がある。



一一

裁判所職員の定員に関する根拠法令

’

．

(注） 令和4年改正後

裁 判 所 法

(昭和22年4月16日法律第59号）

ロ
●
●
■
、
ｂ
■
●
●
●
■
●
旬
■
●
■
●
■
●
■

裁判所職員定員法

(昭和26年3月30日法律第53号）

,△、
一
一
一
一

ロ ロ＋

裁
判
官

(第5条）

最高裁判所の裁判官

最高裁判所長官 1人

最高裁判所判事 14人

ロ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
●
■
●
●
●
●
■
●
●
■
●
●
●

(第5条）

■
●

■
●
●

■
●
■
■

Q

■

(第1条）

■

下級裁判所の裁判官 ：
■

高等裁判所長官………･……･……･……･…!……………………………．．………･……………………
判事･…･…………･………‘…･……･…………!………･…･………･………･…………･…….． 2， 15

e

判事補“……･…………………………………§……………………………….……………………85
●

人
人
人

８
５
７

簡易裁判所判事………………………･……§…･………………………･…･………………………806人

(員数は別に法律で定める）

●
■

●
●
●
●
●
●
■
●
●
一

(計3 826人）

3 841人

一
般
職

(第65条の2）

ロ
●

●
●
●
■
●
■
■
■
●
■

(第2条）

裁判官以外の裁判所の職員………･…･……．……
●

■

●

●

●
Q

●

：

(員数等は別に法律で定める） ：：
●

．………･……………………･………・ 21 775人 21 775人

合
計

人60125

■
■
■
●
●
■
■
■
●
●
■
■
■
●
●
《

人15 25 616人



◎司法行政事務(裁29） ◎司法行政の監督権(裁80)
※以下は一般的に所長等に委任していない事務

・規則･規程の制定改廃(下規28）

・裁半l1事務の分配，裁判官の配置裁判官の代理順序(下規6)

・開廷日割(下規9）

’地方裁判所の組織と権限(本庁） 裁判官会議

司法行政事務の委任(下規20）

､
画

〆
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」 所長
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○司法行政の監督(裁80）

「裁判官の裁判権に影響

轆勇及ぼさない範開

､

◎事務局長に対する監督

（裁59②）
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◎事務局事務の、
掌理(裁59②）
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’首席書記官
／ ■■

｜◎部の事務の総括、
一（下規4④） 1

， …"一 ， ’

’
1事務局長I Ｉ

｜

ﾄ
◎一般執務の指導監督

～(大法廷3)
次席書記官次席書記官

’次長
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裁判所の庶務(裁30） 【資料7】訟廷事務(大法廷3等）
（事務局の事務(裁59②)） 【機密性2】
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令和4年5月20日実施

班別意見交換「目指すべき裁判官になるために」

◆意見交換のテーマと進行予定

※（ ）内の時間はめやす

1 進行の説明（5分）

2テーマ(1) 任官に当たって不安に感じること(50分）

① これから着任するに当たって何か不安を感じていることがあるか、 また、

これに対してどのように対処すればよいか、について、グループ討議で自由

に意見交換してみましょう。 (20分）

②各グループで出た話題や意見を発表して、共有しましょう。 （各班3分）

③意見交換

鴇，

sテーマ(2) 新任判事補の約3年間で目指す裁判官像と判事補10年間のキヤリ

原形筬了三万夛痂
①初任の3年間でどのように成長したいか、 3年後にどのような裁判官になり

たいか、判事補としての10年間でどのような研さんを重ね、 10年後にど

のような裁判官になりたいか、について、グループ討議で自由に意見交換し

てみましょう。 (20分）

②各グループで出た話題や意見を発表して、共有しましょ

③意見交換

4 まとめ（5分）

ア

ブ。 (各班3分）

ノ



このシートは回収しません

令和4年度新任判事補研修「目指すべき裁判官になるた

シート①

任官に当たって不安に思うこととこれに対する対処法

｢目指すべき裁判官になるために」
皿

R4/5/20
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r~）

急」

ー
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シート②
争●

1新任判事補の3年間で目指す裁判官像

、

判事補の10年間でのキャリア形成2

U
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’
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令和4年度新任判事補研修
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－参考資米斗一
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最高裁判所事務総局人事局

任用課長 高田公 輝
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下級裁判所裁判官掬名離間蕊風会について
…｡■－－．園一二■.一一一一..－一一 二■－．－－口面．＝←一一 壱一一

一一一一一一

i l 概要

下級裁判所裁判官指名諮問委員会は，下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則（平成15

年5月1日施行）により設置されている委員会である。

委員会は，法曹三者及び学識経験者により構成され，最高裁判所の諮問に応じ，下級裁

判所の裁判官（簡易裁判所判事を除く。 ）の指名の適否について審議し，その結果を答申
、

する。

2担当事務

最高裁判所の諮問機関として，その諮問に応じ，下級裁判所裁判官として任命されるべ

き者を指名することの適否や指名に関する事項を審議する。そして，審議の結果に基づ

き，最高裁判所に意見を述べる。

また，委員会の下部組織として，全国8か所の高等裁判所所在地ごとに，指名候補者に

関する情報収集を行い，委員会に報告する地域委員会が設置されている。

3 委員等

委員会は委員11人で構成され，地域委員会は原則として地域委員5人で構成される。

各委員は，裁判官，検察官，弁護士，学識経験のある者の中から最高裁判所が任命する。
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判事補の外部経験について

判事補の経験多様化に関する基本方針

（平成16年6月23日裁判官会議議決）

最高裁判所は,判事補が）裁判所外部において，裁判官以外の法律専門職としての経験

その他の多様な経験を積むことは,多様で豊かな知識,経験を備えた視野の広い判事を確

保するために極めて有意義であるとの認識に立って,これまで行政機関等への出向民間

企業等への派遣,海外留学,､在外公館等での勤務等のプログラムの拡充を図ってきたとこ

ろであるが,今般， 「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」 （平成16年法律

第121号)が成立し,判事補がその身分を離れて弁護士の職務を経験することができる

制度が創設され,･判事補に多様な外部経験の機会を与えるための制度的な条件が整備さ

れたことを受け，下記のとおり，判事補の経験多様化に関する基本方針を定める。

記

事件処理態勢の確保,適切な受入先の確保･拡充等の環境･条件を整備した上,原則と

してすべての判事補に，弁護士職務経験,行政機関,在外公館等での勤務，民間企業等へ

の派遣又は海外留学等の多様な経験を積む機会を与えるものとする。
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判事補の外部経験の概要（令和3年3月現在）

(第二カード「外部経験等の希望について」欄の各外部経験先コースに対応）』

1 訟務検事※組織図2参照

（1） 職務内容

（2） 勤務場所

（3） 期 間

（4） 身 分

（5） 各年度の予定数

訟務事務

法務省訟務局又は高裁所在地の各法務局訟務部

原則として2年（訟務局は2年又は3年）

検事

10名程度

孔

●~

2法務省※組織図2参照

ゞ(1) 職務内容 法務行政事務（裁判官としての法律知識，経験を

活用して行政事務を行う。 ）

（2） 勤務場所 法務省（司法法制部，民事局，刑事局，人権擁護

局，法務総合研究所（研修部国際連合研修協力部，

国際協力部） ）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す(他に，上記1

の訟務部門がある。 〉。

（3） 期 間 原則として2年（司法法制部，民事局，刑事局及

び国際連合研修協力部は3年）

’

身 分

各年度の予定数

検事

10名程度

１
１
仏
偽
ゞ
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3 弁護士

(1) 職務内容

(2) 勤務場所

一一
’弁護士職務

東京（横浜， さいたま，千葉を含む。 ） ，大阪

（京都，神戸を含む。 ） ，名古屋，福岡，札幌等

の法律事務所

＊現在弁霞士職務経験を行っている地域を示す。今後，変更

される可能性がある。

原則として2年

裁判所事務官（弁護士職務従事職員） ・弁護士

10名程度

第二カードで応募の意向を示した者のうち，対象

時期にある者に，改めて受け入れ予定事務所の情報

を提供し，希望の有無，希望の地区，希望の事務所

(3) 期 間

(4) 身 分

(5) 各年度の予定数

(6) その他

(5)

(6)

などを聴取する。

ｔ
ｈ
６
心

蹴
働
豊

慰
鎌
鰻

※「弁護士職務経験に関する手続の流れについて」参照
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4行政官庁※組織図1参照

（1） 行政官庁研修

①職務内容 行政事務（主として，裁判事務と｜

行政事務を行う。 ）

②勤務場所 内閣官房（内閣官房副長官補付） ，

務総局，金融庁(総合政策局，企画市

治行政局，総合通信基盤局） ，外務省

ま直接関連しない

公正取引委員会事

場局） ,総務省（自

(総合外交政策局，

北米局，国際法局，領事局） ，財務省（国際局） ，厚生

労働省（大臣官房） ，農林水産省（食料産業局） ，経済

産業省（経済産業政策局，貿易経済協力局，資源エネル

ギー庁） ， 国土交通省（鉄道局）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す。今後，変更

される可能性がある。

原則として2年

検事（当該行政官庁の事務官）

数名程度

経験前に短期間，事前研修の趣旨で，最高裁判所事

務総局に配置されることがある。

③
④
⑤
⑥

期 間

身 分

各年度の予定数

その他

窪
唾
疹
睡
睦
露
暁
潅
麓
解
〆
働
鱗
隙
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(2) 金融庁，証券取引等監視委員会，行政不服審査会，公害等鯛整委員会国税
I

’

不服審判所，文部科学省， 中央労働委員会

①職務内容 行政事務（準司法的事務を含む。 ） （裁判官とし

ての法律知識，経験を活用して事務を行う。 ）

②勤務場所 金融庁，証券取引等監視委員会事務局行政不服

審査会事務局，公害等調整委員会事務局，国税不服

審判所（関東信越東京，名古屋,大阪） ，文部科

学省研究開発局（原子力損害賠償紛争和解仲介

室） ， 中央労働委員会事務局：

＊現在派遣を行っている官庁，部局を示す。今後，変更され

る可能性がある。

③樹 間 原則として2年

④身 分 検事（当該行政官庁等の審判官，特別専門官又は

事務官）

⑤各年度の予定数 数名程度

8



5在外公館※「在外公館・法整備支援・海外留学（1年間）の派遣先」参照

(1) 職務内容 在外公館における外交事務又は領事事務

（2） 勤務場所 在外公館（在中華人民共和国日本国大使館，在アメ

リカ合衆国日本国大使館，在カナダ日本国大使館在

ストラスブール日本国総領事館，国際連合日本政府代

表部，在ジュネーブ国際機関日本政府代表部）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている在外公館を示す。今後，変

更される可能性がある。

（3） 期 間 原則として約2年

（4） 身 分 外務事務官（一等若しくは二等書記官又は領事）

＊判事任命資格に算入されない。

(5) 各年度の予定数

(6) その他

若干名

派遣前年の秋に，外務省研修所において約4か月間，

赴任前研修に参加（判事補身分） 。その後，派遣までの

間は，東京又は周辺の裁判所において勤務する。

なお，派遣前に短期間，事前研修的な趣旨で，最高裁

判所事務総局に配置されることがある。

9



.法整備支援・海外留学（1年間）の派遣先」参照

海外における法整備支援（裁判官としての法律知

識，経験を活用して法整備支援を行う。 ）

東南アジア諸国（インドネシア（ジャカルタ） ， カ

ンボジア（プノンペン） ， ミャンマー（ネーヒ°－ド

ー））

＊今後，変更される可能性がある。

1年又は2年

＊赴任前研修等の期間を除く。

、 検事(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員

の処遇等に関する法律による派遣職員たる検事） ．独立

行政法人国際協力機構(JICA)長期専門家

若干名

派遣前に検事に転官して，法務省法務総合研究所に

6法整備支援※『在外公館

（1） 職務内容

(2) 勤務場所

(3) 期 間

(4) 身 分

(5) 各年度の予定数
『

(6) その他

おいて，約6か月間，赴任前研修等に参加する。なお，

派遣先に1年間勤務し，帰国後，法務省に1年間勤務

する可能性もある。

■

Ⅲ
凸

10



7民間企業研修※「派遣先企業一覧（民間企業長期研修） 」参照

（1） 民間企業研修

①職務内容 民間企業における業務

②勤務場所 東京，大阪，名古屋，福岡地区所在の民間企

③期 間 1年 ､

業

判事補

10名程度

④身 分

⑤各年度の予定数

(2) 日本銀行研修

①職務内容

②勤務場所

③期 間

④身 分

⑤各年度の予定数

（3） シンクタンク等にお

①職務内容

②勤務場所

日本銀行における業務

日本銀行（東京）

1年

判事補

1名程度

ける研修

シンクタンク等における企画・研究業務

一般社団法人日本経済団体連合会21世紀政策研究所

（東京）

③ 原則として1年

判事補

1名程度

期 間

身 分

各年度の予定数

④
⑤

11



8海外留学※「在外公館？法整備支援・海外留学（1年間）の派遣先」参照

(1) 職務内容 海外の大学又は裁判所等における在外研究

（2） 派遣場所 アメリカ， イギリス，カナダ，オーストラリア，

フランス， ドイツ，ベルギーの各国

1年又は2年

判事補

35名程度

公募を行う。

ｊ
ｊ
ｊ
ｌ

３
４
５
６

く
く
Ｉ
く

期 間

身 分

各年度の予定数

その他

9その他

（1） 議院法制局

①職務内容

②勤務場所

③期 間

④身 分

⑤各年度の予定数

⑥その他

号

議院法制局における事務

衆議院法制局

原則として2年

衆議院法制局参事

1名程度

経験前に短期間，事前研経験前に短期間，事前研

鰹，
修の趣旨で，最高裁判所事

務総局に配置されることがある｡

(2) 国寸園会図書館
I

①職務内容 国立国会図書館における事務（主として，国立国会

図書館の運営に関する事務を行う。 ．）

国立国会図書館

原則として2年

国立国会図書館参事

＊判事任命資格に算入されない。

1名程度

経験前に短期間，事前研修の趣旨で，

務総局に配置されることがある。

②勤務場所

③期 間

④身 分

１
１
１
１

A

⑤各年度の予定数
I

I

⑥その他 最高裁判所事

12
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（3） 預金保険機構

①職務内容 預金保険機構における業務（裁判官として

識経験を活用して事務を行う。 ）

｜ ②勤務場所 預金保険機構（東京）

③期 、間 原則として2年

④身 分 預金保険機構職員

＊判事任命資格に算入されない。

l ⑤各年度の予定数 若干名
L_－一二一
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外部経験から復帰後の異動の方針について

1 前任地から引き続き地域的異動を伴わずに外部経験をする場合

当該地の異動条件により異動

2地域的異動を伴って外部経験をする場合

（1） 民間企業研修における研修

1年間の研修後，異動後の配属庁において残りの任期を勤務

（2）上記以外の外部経験

外部経験後，希望すれば，引き続き同一地域の裁判所で2年間勤務可能

同一地域を希望しない場合は,当該地の異動条件により異動

１
１
１
１
１

９
－
１
８
０
０
０
０
１
６
０
０
６
１
国
Ｊ
０
０
０
８
０
０
０
１
ｌ
ｌ
０
０
Ｉ
０
０
０
９
０
９
０
０
０
０
０
０
０
１
Ｉ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
ｐ
０
０
１

ｑ
典
子
弓
●
■

3外部経験先コース，地域が希望外となった場合

復帰後の異動について上記よりも有利に取り扱うことがある。ただし，外部経験

としての海外留学をした観語学力を必要とする行政官庁や在外公館等での外部経

験をする場合は， この限りでない。

※勤務地別の異動条件（当面，外部経験の実施が予定されている地のうち，異動

条件の付されているもの）

東京，横浜， さいたま,千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広島，福岡（いず

れも「最高裁指定庁」 ）

※留学は地域的異動を伴わないものとして扱う｡,ただし，留学からの帰国後は，

従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異動条件が付されたものとし

て扱う。

※在外公館，法整備支援の海外勤務は派遣地を「東京」とみなす。

※同一地域には各管内支部を含み（仙台は古川支部，札幌は小樽支部及び岩見沢

’
凸
日
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
１
０
０
０
０
８
０
９
８
０
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０
●
０
８
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０
ｌ
Ｉ
ｌ
１
０
１
０
０
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０
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０
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０
Ｉ
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０
■
０
０
画
０
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１
Ⅱ
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口
■
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日
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０
８
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口
■
１
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，
‐
‐
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‐
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‐
，
一

“
■
■
■
〆

支部に限る｡）， 「東京・横浜・さいたま・千葉」又は「大阪 京都･神戸」は

それぞれ同一地域とみなす。
1■

一一一一一匂一一一一一一一一一■一三一一－一一一一ーロ－ 一一

I
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【組織図1】判事補が外部経験している行政官庁等
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【組織図2】判事補が外部経験している法務省の部局等
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民事局
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矯正局
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人梅娃漣局

1

舩務局

法務総合研究所

｜判事鋪が外部経験している郁周等
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弁護士職務経験に関する手続の流れについて

1． 希望調査

弁護士職務経験の対象となる期の判事補のうち，裁判官第二カードの「5外部経

｜ 験等の希望について」の「(3)弁護士」欄に「希望する」又は「経験してもよい」と
| 記載した者に対して,判事補の弁護士職務経験に関する希望調査票を配布する(現

|在海外留学中の者等は除い
’ 希望調査票の配布を受けた判事補は,弁護士職務経験についての希望の有無のほ
｜ か,希望する場合には,希望する弁護士事務所の所在地及び希望する弁護士事務所

名（最高裁から提示された弁護士事務所のうち希望するもの）を，希望調査票に入

力して回答する。

P－－ －－－一ー‐ローーロ－－

’

ＩＩＩＩ

1のうち，裁判官第二カードの「5外部経

『＝…”._ __､ 、 『…富,､、一， 、、 、 ’

１
１
１
１

甲

、

事務所の提示2

本希望調査票が提出された後，最高裁において，希望者の中から弁護士職務経験

を行う予定となる判事補を定め，対象者に，各人の希望を踏まえて，複数の事務所

を提示する。提示にあたっては，可能な限りその希望を尊重するが，他の判事補の

希望と重なる場合などには，高い順位で希望した事務所が含まれない場合もある。

3事務所の訪問

弁護士職務経験を行う予定となった判事補は，提示された事務所を全て訪問し

て，雇用条件等について交渉し，雇用契約を締結したい事務所を選択する。

最高裁は，受入先弁護士法人等との間で取決めを締結する。

弁護士職務経験を行うことになった者は，上記取決めに基づいて，受入先弁護士

法人等と雇用契約を締結し，弁護士登録をした上で，弁護士職務経験を開始する。

§士

=’

|s事務所の訪
弁護士職務

て，雇用条件

｜ 最高裁は‘ ■
｜ 弁護士職務
｜ 法人等と雇用
I ゞ－

A

；
保

－一■■■■■■■■■■■■■■■■■
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派遣先企業一覧(民間企業長期研修）

’’派遥

人数 運輸 情報・通信 エネルギー金醗商案 不動産地区 製造

みずぽ銀行

三井住友銀行

三美UFJ銀行

日本生命保険

野村證券

出光興産

東京ガス

ENEOS

花王

東レ
伊藤忠商事 三菱地所 ヤフー東京 ８

京セラ

パナソニック
南海電気鉄道りそな銀行大阪 2

q

アイシン精機

デンソー
名古屋鉄道名古屋 I

西日本鉄道

九州旅客鉄道
福岡 TOTOI

※平成29年から令和3年度までの派還先

※「派遮人数』は令和3年度分
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在外公館・法整備支援・海外留学（1年間）の派遣先
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最高裁人任第6号

（入る－15）

令和4年1月7日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿

最高裁判所事務総局人事局長徳岡 治

判事補海外留学研究員の選考について（通知）

標記の選考を別紙の要領により行うこととなりましたから，所属の判事補に周知

させるとともに，応募者に別紙様式による応募者調書の電子データを提出させ， こ

れを令和4年2月14日 （月）までに電子メールにより送付してください。また，

外部機関実施の語学試験の試験結果成績表の写しを令和4年6月27日 （月）まで

に電子メ．－ルにより送付してください。

なお，応募者調書を提出した判事補が異動した場合には，速やかに異動後の所属

庁の長（異動後の所属庁が最高裁判所の場合は，人事局長）へ応募者調書の電子デ

＃

一夕を送付してください。

1
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（別紙）

判事補海外留学研究員選考要領

第1 募集人員，研究内容等

1 募集人員

35人程度

2’派遣先及び研究内容

（1）最高裁判所が直接実施する留学制度（以下「裁判所の留学制度」 という。 ）

ア大学等への派遣

（ｱ）近年の主な派遣先

バンダービルト大学（米国･テネシー州ナッンュピル）

カリフオルニア大学デーピス校(米国？カリフォルニア州デービス）

ジョージタウン大学（米国・ワシントンD｡ C・ ）

ジョージワシントン大学（米国。ワシントン，． C、 ）

スタンフォード大学（米国・カリフォルニア州スタンフォード）

デユーク大学（米国。ノースカロライナ州ダーラム）

ノートルデイム大学（米国。インディアナ州サウスベンド）

ワシントン大学（米国・ワシントン州シアトル）

ワシントン大学セントルイス校〈米国。ミズーリ州セントルイス）

ウオリック大学（英国（イングランド） ・ウォリックシャー州コベン

トリー）

レスター大学（英国（イングランド） ・レスターシャー州レスター）

トロント大学（カナダ・オンタリオ州トロント）

ブリティッシュコロンビア大学（カナダ。ブリテ:イッシュコロンビア

州バンクーバー）

シドニー〒大学（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニ

ー）

篭
丸
山
鷺
登

､
刑

'

2
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ミュンヘン知的財産法センター（ドイツ・バイエルン州ミュンヘン（た

だし，英語による受験者を派遣） ）

ルーベン大学（ベルギー・フレミッシューブラバント州ルーベン（た

だし，英語による受験者を派遣） ）

仔） 派遣期間

令和5年7月頃から令和6年6月頃までの約1年間（ミュンヘン知的

財産法センターの場合は，令和5年9月頃から令和6年8月頃までの約

1年間）

㈲研究内容

研究員は,1年間の派遣期間中，特定の研究テーマにつき大学等にお

いて大学院修士課程に相当する研究を行うとともに（ミュンヘン知的財

産法センターにおいては修士号を取得する。 ） ，裁判所等において司法

、4
1

運営の実際の調査及び研究をする。

イ裁判所への派遣

（ｱ）近年の主な派遣先

米国の次の裁判所等

ニュージャージー州トレントン

ジョージア州アトランタ

アリゾナ州フェニックス

バージニア州ウィリアムズバーグ

英国の裁判所

ドイツの裁判所

フランスの裁判所

㈱派遣期間

令和5年7月頃から令和6年6月頃までの約1年間

（ｳ）研究内容

3
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研究員は， 1年間の派遣期間中，裁判所等において司法運営の実際の

調査及び研究をする（派遣先によっては，大学における研究も併せて行

うことが可能である｡ ） 。

（2） 人事院の行政官長期在外研究員制度による留学制度（以下「人事院の留学

制度」 という。 ）

ア派遣先

派遣予定者各人が希望する,米国，英国，カナダ，オーストラリア， ド

イツ及びフランスの大学院等のう．ち，受入れの通知があった大学院等

イ派遣期間

令和6年7月頃から令和8年6月頃までの約2年間（英国及び液イツの

場合は，令和6年8月頃から令和8年7月頃までの約2年間）

ウ研究内容

研究員は, ’ 2年間の派遣期間中,特定の研究テーマにつき大学院等にお

いて研究を行い，修士号を取得するとともに，裁判所等において司法運営

の実際の調査及び研究をする。

エ本選考に合格したのち，人事院の行う選抜審査に合格する必要がある。

3研究の費用等

渡航のための往復旅費,相当額の滞在費及び授業料等は，最高裁判所から支

給される（本留学制度には，国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成

18年法律第70号) 2条2項に規定する留学に該当するものが含まれ

る。 ） 。

4留学帰国後の異動方針等

留学からの帰国後は，従前の異動条件にかかわらず, 「最高裁指定庁」の異

動条件が付されたものとして扱われる。また,できる限り全ての判事補が2年

程度の外部経験をすることが望ましいことから,留学をした場合であっても，

別コースの外部経験に積極的に取り組むことが期待される｡特に，語学力を必

響
莎
や

4
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要とする行政官庁や在外公館等での外部経験が推奨される。

第2応募資格

1 裁判所の留学制度による派遣

平成26年12月から令和元年12月までの間に司法修習生の修習を終了し

た判事補（ただし，任官後に海外留学の経験を有する者及び派遣により事務に

支障の生ずる者を除く。 ）

2 ；人事院の留学制度による派遣

令和2年12月に司法修習生の修習を終了した判事補（ただし，派遣により

事務に支障の生ずる者を除く。 ）

第3応募方法

応募しようとする者は，別紙様式による応募者調書を令和4年1月28日 （

金）までに所属庁の長に提出する｡

なお，既に受験済みの第4の2の(1)の語学試験の試験結果成績表がある場合

は，併せて提出する｡

第4選考方法

1 選考基準

本留学制度の趣旨等に鑑み，語学力を始め，平素の執務状況並びに応募者か

ら提出された研究テーマ及び小論文の内容を選考の資料とした上，海外での生

活経験を有しない判事補にできるだけその機会を付与するなどの観点も総合的

に考慮して，選考する。

選考は，書面による第1次選考を行い， これに合格した者に対して面接を実

施し，留学後の勤務継続意思の確認等を経た上で最終的な合格判定を行うもの

“
！

■ﾚ ･ざ

とする。

2選考資料の提出

(1) 語学試験の試験結果成績表

応募者は，希望する派遣先（複数選択可）に応じた言語（英語，仏語及び

5
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独語に限る6 ）について，次の外部機関が実施した語学試験（平成28年3

月1日以降に実施されたものに限る。 ）の試験結果成績表写し（外部機関公

式ホームページから試験結果を出力したものを含む。 〉を，令和4年6月2

o日 (月)までに所属庁の長に提出する。

ア英語

TOEFL

TOEIC

IELTS

イ独語

ケーテ・ ドイツ語検定試験B･1以上

独検（ドイツ語技能検定試験） 4級以上

ウ仏語

TCF

仏検（実用フランス語技能検定） 3級以上

TEF (パリ商工会議所フランス語能力認定試験）

なお’応募者調書に試験結果成績表を添付した者は，改めて試験結果成績

表を提出する必要はないが，複数の試験結果成績表の提出を妨げるものでは

ない。

おって，本選考に合格した後，人事院の留学制度の場合，米国はTOEF

L又はIELTS,英国はIELTS, ドイツはゲーテ・隙イツ語検定試

験,フランスはTCF必須試験（聴解。語彙文法・読解）及び補足試験（口

頭表現・文書作成）について，一定点数以上の成績を提出する必要があり，

裁判所の留学制度の場合であっても，英語圏（ミュ坪ヘン知的財産法センタ

ーを含む｡. ）の派遣先によってはTOEFL. , IELTSについて，一定点

数以上の成績の提出を求められるこどがあるので，語学試験の選択に当たり

参考とされたい。

6
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（2） 応募者は，小論文（日本語）を提出する（提出期限， テーマ，様式等につ

いては応募者に対して別途通知する。 ） 。

3選考結果の通知

第1次選考に合格した者に対し，令和4年9月頃に通知する予定である。

なお，その後の事情により，若干名の追加合格が通知される場合がある。

4 その他

（1） 人事院の留学制度による派遣に応募し，選考の結果，令和4年に行われる

人事院の選抜審査の受験指名を受けた者は，今年度募集の裁判所の留学制度

による派遣にも応募したものとして取り扱う。応募者調書及び選考資料の提

出は不要である。

(2) 応募を取りやめる場合は，その旨を速やかに所属庁の長に申し出る。

L

7
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(別紙様式）

判事補海外留学研究員選考応募者調書
｡4犀1H1E

巳
ｖ
画
『
向
日
評

'
談

30

1 氏名 (ﾌﾘｶﾞﾅ）
40管一一一?＝△＝唾句帥時■鹿1画0WOーー~阜一血岬9画"宙D■0‐－粕一一一四…輝副零

■

■

（ ）

2生年月日

（ 歳）

3性別

4現住所

5所属の裁判所及び部 6主たる担当事務
②
⑤

①
④

③

月
月
月
月

年
年
年
年

平成
平成
平成
平成

一
一
一
一

月
月
月
月

勤務裁判所歴
平成 年

年

7

年
年
年

b

可

平成
平成
平成

8学歴（学校名，学部， コース，専攻乳卒業年月） L履修外国語」

●
し

大学 平成 年月卒業 ① ②
大学院 平成 年月修了 ③ ④

9希望派遣国(複数の場合は希望順位順に記入）
① ② ③

④ ⑤ ⑥

10語学試験”選祇煮語（複数記入可）
①

蕊既に受験済脚譲学試験結果があれば添付
② ③．

11 家族状況

(その他

(配偶者の職業 ）子の年齢 （ ）
F $

）

12留学の際の同伴者

13資格，免許，特技

14趣味 』 し好

P 4

15 外牢活の経験
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ｌ
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６
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＆

｝
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裁判官の人事解侭について
…一一戸､~＝一一一琶騨~即~…幸…＝:悪罵一湿一＝零…一＝涼､冠

裁判官の人事評価については，最高裁規則等により定められており，透明性のある，

対話型の制度となっている。人事評価は公正な人事の基礎とされるとともに，対話型の

人事評価を通じて裁判官の主体的な能力の向上が期待されている。

【制度の特徴】

○年1回，評価権者が各裁判官の評価書を作成。

○透明性のある評価制度

・評価権者を明示（高裁は高裁長官，地家裁は所長） 。

・評価項目を明示（ 「事件処理能力」 ， 「組織運営能力」

・裁判の独立に配慮しつつ，多面的。多角的に情報把握

○対話型の評価制度

・各裁判官は，担当した職務の状況に関し書面（ 「裁判

・評価篠者と各裁判官が面談

・各裁判官は評樋書の開示を申LIIIることができる。

・不服“ある裁判官ば不服申''1ができ上 不服申出に対す

｢一般的資質・能力」 ） 。

(外部からの情報も考慮） 0

官第三カード」 ）を提出。

断結果の趙知を受ける“ ’る判

一透明性 対話型
〆

仁
一

ぞ

評
価
権
者

’裁判官第三カード提出
一再団ー一牌畠一一℃■■－口＝一

し、

1“-、
“画一‘－－．．－－菌偽･再‘=，･･ ･""'．.…， ‘ ･'-,'一‘･雫‘－1‐､. '"拳召鼬
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評価権者の明示 4

裁
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富

開示申出

評価書開示
-－－－－－－－－－－－ －－ ‐---シ

不服申出

判断結果通知
一･･－－－"－－－－－－－－－ －‐ →

評価項目等を明示

寺皇

’

’
多面的な情報

主体的な

能力向上
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i駕霞け最高裁判所事務総長依命通達㈱
－

評価項目及び評価の視点

(平成16年3月26日付け最高裁判所事務総長依命通達「裁判

－一
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０
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官の人事評価に関する規則の運用について」別紙より）

1 事件を適切に処理するのに必要な資質，能力（事件処理能力）

○法律知識，法的判断に必要な資質，能力（法的判断能力）

・法律知識の正確性, .十分性

・法的問題についての理解力，分析力，整理力，応用力

P証拠を適切に評価する能力

・法的判断を適切に表現する能力

・合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力など

○裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質,能力（手続運営能力）

。法廷等における弁論等の指揮能力

・当事者との意思疎通能力．

。担当事件全般を円滑に進行させる能力など

2部等を適切に運営するのに必要な資質，能力（組織運営能力）

・部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力

・職員に対する指導能力

・職員，裁判官等に適切に対応する能力など

s裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質能力（一般的資質，裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質，能力（一般的資質，
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能力）

○識見

。幅広い教養に支えられた視野の広さ

・人間性に対する洞察力

・社会事象に対する理解力など

○人物，性格

廉直さ，公平さ，寛容さ，勤勉さ,忍耐力， 自制心，決断力,慎重さ，注意深さ，

思考の柔軟性,独立の気概，精神的勇気，責任感,協調性，積極性など
－．.､一一一一一一勺一幸.､－．－－－－－－ .一一
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裁判官第三カードについて
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○裁判官の人事評価に関する規則

（平成16年1月7日最高裁判所規則第1号）

（人事評価の実施）

第一条裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上

に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人事評価を毎年行
シ

フ。

（評価権者等）

第二条人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易

裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の

長が、それぞれ行う。

2 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については、その地方裁判所

又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、調整及び補充を行う。

3 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担

当する職務に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由

がある場合は、最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。

（評価の基準等）

第三条人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判官とし

て職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。

2 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角

的な情報の把握に努めなければならない。 この場合において、裁判所外部からの

情報についても配慮するものとする。

3 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面

の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。

（評価書の開示）

第四条評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書

面（次条において「評価書」 という。 ） を開示する。

（不服がある場合の手続）

第五条裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申

8

し出ることができる。
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2 前項の申出があった場合において、評価権者は、必要な調査をし、その結果に

基づき、その申出に理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、そ

の申出.に理由がないと認めるときは、その旨を評価書に記載する。

3 第二条第三項に規定する高等裁判所長官は、評価権者が行った前項の修正又は

記載について、調整及び補充を行う。

4 評価権者は、第二項の修正後の評価書（高等裁判所長官が前項の手続により調

整又は補‘充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書）の記載内容又は

第一項の申出に理由がないと認める旨を、第二項の手続の終了後（高等裁判所長

官が前項の手続を行った場合にはその終了後）に第一項の申出をした裁判官に通
9

知する。

（実施の細則）

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、 j

附則

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

最高裁判所が定める。

(原文は縦書き）

％

勘

ノ
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最高裁人任E第421号

（人い－1）

平成16年3月26日

殿高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿

殿

殿
殿

最高裁判所事務総長竹崎博允

裁判官の人事評価に関する規則の運用について（依命通達）

裁判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下

」 という。 ）の運用については，下記のとおり定めましたから， これによっという。 ）の運用については，下記のとおり定めましたから， これによっ

｢規則

てくだノ

さい。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施

1 人事評価の基準日，評価期間等

人事評価は，毎年1回， 8月1日を基準日とし，前年の基準日から基準日の

前日までの期間を対象として行う。

2評価対象裁判官
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人事評価は， 1の基準日に在職する判事，判事補及び簡易裁判所判事を対象

として行う。

3 評価権者

（1） 簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については， 半リ

事又は判事補の評価権者が行う。

（2） 複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については，本務庁の長

（本務庁が簡易裁判所である場合には，その所在地を管轄する地方裁判所の

所長。以下同じ。 ）を評価権者とする。ただし,評価対象裁判官が主として

兼務庁において職務を行っている場合であって，人事評価を適正に行う上で

必要があるときは，本務庁の長及び兼務庁の長（兼務庁が簡易裁判所である

場合には，その所在地を管轄する地方裁判所の所長。以下同じ。 ）の協議に

より，兼務庁の長を評価権者とすることができる｡

(3)規則第2条第3項の規定により定める評価権者は，次のとおりとする｡

ア地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については，その所属する裁

判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官を評価権者とする。

イ補職されている裁判所（以下「補職庁｣ という。 ）と異なる裁判所の裁

判官の職務を行う裁判官の人事評価については,補職庁の長（複数の裁判

所に補職されている裁判官については， (2)による評価権者）を評価権者と

する。ただし，評価対象裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官

の職務を行っている場合であって，人事評価を適正に行う上で必要がある

ときには，補職庁の長及び職務代行を命じられている裁判所（以下「職務

代行庁」という｡ ）の長（職務代行庁が簡易裁判所である場合にはウその

所在地を管轄する地方裁判所の所長。以下同じ。 ）の協議により，職務代

行庁の長を評価権者とすることができる。

ウ最高裁判所事務総局の事務次長，審議官又は局課長の入事評価について

は，最高裁判所事務総長を評価権者とする。

h

山

I

１
．
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〃
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エ最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）の人

事評価については，その勤務する局課の局課長を評価権者とする。

オ最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除く。 ）の人事評価について

は，最高裁判所首席調査官を評価権者とする。

力最高裁判所の研修所に勤務する裁判官（研修所長を除く。 ）の人事評価

については‘その勤務する研修所の所長を評価権者とする。

4裁判所外部からの情報の把握

裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については，その裁判官が

所属する裁判所（簡易裁判所である場合には，その所在地を管轄する地方裁判

所）の総務課において受け付ける。この場合においては，情報の的確性を検証

できるようにするという観点から，原則として， 当該情報を提供した者の氏名

及び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものに

Lや ■可

よって，情報の提供を受けるものとする。

5規則第3条第3項の提出

（1） 規則第3条第3項の提出は，最高裁判所事務総局人事局長（以下「人事局

長」 という。 ）が定める電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

技術を利用する方法により行う。

(2) 評価権者は，毎年， (1)の提出の期限を定める。

6 人事評価のための面談

評価権者は， 7の(1)の作成に先立って，評価対象裁判官と規貝1第3条第3項

に定める面談を行う。ただし，評価権者は，評価対象裁判官の人数等の事情に

照らし自ら面談を行うことが困難な場合には，人事局長が定めるところにより，

この面談を，下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規貝1第16号）

第22条第’項に定める高等裁判所長官，地方裁判所長若しくは家庭裁判所長

の司法行政事務を代理する者， 同規則第3条第1項の規定により支部長を命じ

られた裁判官，裁判所法第37条の規定により簡易裁判所の司法行政事務を掌
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理する者に指名された裁判官又は最高裁判所事務総局規貝リ （昭和22年最高裁

判所規則第10号）第3条の2第1項に定める審議官を命じられた裁判官に代

行させることができる。

7 評価書の作成

（1） 評価権者による規則第4条の人事評価を記載した書面（以下「評価書」 と

いう。 ）の作成並びに規則第乞条第2項の高等裁判所の長官による調整及び

補充は,人事局長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

（2） (1)の作成は，規則第3条第1項に定める評価項目について，別紙に掲げる

評価の視点を踏まえ，文章式により行う。

第2評価書の開示

1 開示の申出の方法

規則第4条の開示の申出は,人事局長が定める電子情報処理組織を使用する

方法により，又は評価権者の所属する裁判所の事務局人事課長（人事課の置か

れていない裁判所並びに司法研修所及び裁判所職員総合研修所にあっては事務

局総務課長， 司法研修所及び裁判所職員総合研修所を除く最高裁判所にあって

は最高裁判所事務総局人事局任用課長）に対する評価書の開示申出書の提出そ

の他適宜の方法により行う。

2 開示の申出の期間

評価権者は，毎年，その年に作成された評価書について1週間の開示の申出

の期間を定める。

3 開示の方法

（'） 2の期間内に，評価対象裁判官から’の定めによる開示の申出があったと

きは，評価権者は，人事局長が定める電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信技術を利用する方法又は評価書を印字した書面を交付する方法

により,規則第4条の開示を行う。 この場合において，規則第2条第2項の

高等裁判所の長官による調整及び補充が行われるときは，その調整及び補充

●
■
吟
９
句
戸
．
，
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後のものを開示する。

（2） (1)の開示は，原則として， 開示の申出があった日の翌日 （その日が裁判所

の休日に当たるときは，その翌日）までに行うものとする。

（3） 2の期間が開始するまでに行われた開示の申出は， 同期間の初日に行われ

たものとみなす。

は） 電子情報処理組織を使用する方法により開示の申出を行っ・た裁判官に対す

る開示は，特段の事情のない限り,電子情報処理組織を使用する方法により

行うものとする。

第3 不服のある場合の手続

1不服の申出

（1） 規則第5条第1項に定める不服の申出は，開示の申出があった日から10

日以内に，その理由を具体的に明らかにして，人事局長が定める電子情報処

理組織を使用する方法又は不服申出書を第2の1に定める事務局人事課長に

提出する方法により行う。

（2） 評価権者は，評価対象裁判官が(1)に定める.不服の申出の期限までに不服の

申出を行うことができない特別の事情があるときは，不服の申出の期限を延

長することができる。

2調査

1の(1)の定めによる不服の申出があった場合には，評価権者は，不服を申し

出た裁判官に必要な説明を求め，その他の者に対して説明その他の必要な協力

を依頼し,又は必要な調査を行うものとする。

3評価書の記載内容の修正等及び通知

（1） 規貝|j第5条第2項の規定による記載内容の修正又は申出に理由がないと認

める旨の記載は， 2の調査の結果に基づき，評価書に付記する方法により行

◎

シ
フ

(2) 規則第5条第3項の調整及び補充は， (1)の定めにより付記がされた評価書
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に付記する方法により行う。

(3) (1)及び(2)の付記は，人事局長が定める電子情報処理組織を使用する方法に

より行う。

性） 規則第5条第4項の通知は,不服を申し出た裁判官に対し，第2の3の(1)

の定めに準じて， (1)及び(2)の定めにより付記がされた評価書を開示する方法

により行う。

第4評価書等の保管等

評価書その他の人事評価に関する書面の保管等については，人事局長が定める。

第5 その他

この通達に定めるもののほか，裁判官の人事評価の運用に関し必要な事項は，

人事局長が定める。

付記

1 この通達は，平成16年4月1日から実施する。

2平成16年8月1日を基準日とじて行う人事評価の評価期間は，平成15年8

：

月1日から平成16年7月31日までとする。

付記（令和2年3月25日人任第574号）
● ､

この通達は，令和2年4月1日から実施する。
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（別紙）

評価項目及び評価の視点

1 事件を適切に処理するのに必要な資質・能力（事件処理能力）

○法律知識，法的判断に必要な資質・能力（法的判断能力）

・ 法律知識の正確性．十分性

・ 法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力

・ 証拠を適切に評価する能力

・ 法的判断を適切に表現する能力

・ 合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力など

○裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力（手続運営能力）

・ 法廷等における弁論等の指揮能力

・ 当事者との意思疎通能力

・ 担当事件全般を円滑に進行させる能力など

2部等を適切に運営するのに必要な資質・能力（組織運営能力）

・ 部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力

・ 職員に対する指導能力

・ 職員・裁判官等に適切に対応する能力など

3裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力（一般的資質・能力）

○識見

． 幅広い教養に支えられた視野の広さ

・ 人間性に対する洞察力

・ 社会事象に対する理解力など

○人物・性格

廉直さ，公平さ，寛容さ,勤勉さ，忍耐力， 自制心，決断力，慎重さ, i

深さ，思考の柔軟性，独立の気概，精神的勇気，責任感，協調性，積極性

ど

ｿ

意
な

注
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最高裁人任E第422号

（人い－1）

平成16年3月26日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司、法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

I

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官の人事評価の実施等について（通達）

年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達平成16年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達「裁半I官の

人事評価に関する規則の運用について」 (以下「総長依命通達｣ という｡ ）記第1

の6及び記第5の定めに基づき,標記の実施等について下記のとおり定めましたか

らj これによってください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

1 評価対象裁判官への評価権者に関する通知

総長依命通達記第1の3の(2)のただし書又は同(3)のイのただし書の定めにより

評価権者を定めた場合には，当該評価権者は，その旨を評価対象裁判官に通知す

る。
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2評価情報の把握

（1） 評価期間の途中で評価権者又は評価対象裁判官に異動があった場合において

必要があるときは，評価権者はウ前任の評価権者又は評価対象裁判官の異動前

の評価権者から情報を得るものとする。ただし,その評価権者が裁判所に在職

していない場合は， この限りでない。

(2) 評価権者は，必要に応じて，評価対象裁判官が補職されている裁判所の長又

は総長依命通達記第1の3の(3)のイの職務代行庁の長から情報を得るものとす

る。
1

3裁判官第三カード

（1） 裁判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下「

規則」 という。 ）第3条第3項の書面を裁判官第三カードと称する。

（2） 評価権者は，裁判官第三カードの提出期限を評価対象裁判官に通知する。

4人事評価のための面談の代行

評価権者は，総長依命通達記第1の6のただし書きの定めにより面談を代行さ

せる必要があると認める場合には， あらかじめ最高裁判所事務総局人事局長（以

下「人事局長」 という。 ） と協議する。

5評価書の作成期限等

（1） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，規貝ﾘ第2条第2項の高等裁判所の長官の

定める日までに評価書を作成する。

（2）高等裁判所長官は，人事局長の定める日までに評価書を作成するとともに，

規則第2条第2項の調整及び補充を行う。

(3) 最高裁判所の事務総局局課長，首席調査官，司法研修所長及び裁判所職員総

合研修所長は，人事局長の定める日までに評価書を作成する。

6 評価書の開示の申出の期間の通知

評価権者は，毎年，評価書の開示の申出の期間を評価対象裁判官に通知する。

7 不服申出書を提出する方法により不服の申出が行われた場合の取扱い

ガ
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不服申出書を提出する方法により規則第5条第1項に定める不服の申出が行わ

れた場合には，評価権者は,評価権者が地方裁判所長又は家庭裁判所長である場

合にあっては規貝I第2条第2項の高等裁判所の長官を経由して人事局長に対し，

評価権者が地方裁判所長又は家庭裁判所長以外の者である場合にあっては直接人

事局長に対し， 当該不服申出書を送付する。

付記

この通達は，平成16年4月1日から実施する。

付記（平成31年3月29日人任第752号）

この通達は，平成S1年4月1日から実施する。

． 付記（令和2年3月25日人任第575号）

罰
ご
■
両
〆

この通達は，令和2年4月1日から実施する。

延
ｊ
ｆ
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薮判官の給与
一一－一酷一一 寺寧

一帯厚一一一

(1) 報酬 (令和4年1月1日現在〉

特 別職 の 職員

◎内閣総理大臣

○国務大臣、O人事院総裁､'○会計検
査院長

内閣法制局長官．○内閣官房副長官、
○副大臣、国家公務員倫理審査会の常
勤の会長、○公正取引委員会委員長
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9

／

』

(注1）◎印は親任官、O印は認証官である。

(注2)議員壼費については、衆･参議院の議長は217万円、同副議長は158万4,000円､国会議員は129
万4,000円である｡

c ◆

(注3>初任給調整手当は、副検事には支給されない。

/"~）

－

』 9

48



(2) 諸手当
ア支給対議

|給与種目 最高裁判所の裁判官及び
高等裁判所長官

(令4’ 4 13現在）

判事及び4号以上の報酬を
受ける簡易裁判所判事

判事補及び5号以下の報酬
を受ける簡易裁判所判事

○（判事補5号以下及び簡易載
判所判事10号以下に限る。 ）

|初任給調整手当 ××

少
Ｉ
Ｊ
Ｉ
５
１
ｆ
ｌ
３
●
６
１
１
１
卜
ｑ
令
２
４
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
９
１
Ⅱ
１
０
ヶ
Ｆ
１
、
Ⅱ
１
１
″
ぞ
ｌ
’
″
Ｉ
Ｅ
や
．
‐
ｉ
Ｋ
９
Ｉ
，
ｊ
‐
ｊ
ｐ
－
ｊ
、
１
．
１
Ｊ
９
４
６
．
．
１
１
１
９
１

一一

×

I

I扶養手当

|地域手当

○（※）l
L－

x

O

x

x

O

x （高裁長官は○）

４
一

一
劃
一

○
一
○
一
○
一
○
↑
・
○
一
○

○
一
○,広域異動手当

|住居手当

通勤手当

単身赴任手当

×
○
○
×
○
’
○
○
○

I

特殊勤務手当 ×

特地勤務手当 ！ ×

期末手当 ○

r－－
勤勉手当 ×

！

寒冷地手当 I〆 (薦戴長
司 ’~~.~‐ - ー

裁判官特別勤務 ×
手当

1
1

1
○

I

○
○
一

一
口

■
０
１
ｑ
十
●
！
Ｉ
１
ｆ
Ｂ
Ｄ
ｒ
■
４
０
４
■
９
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
１
Ｌ
ｆ
Ｉ
１
ｌ
１
ｆ

■
凸
７
ｆ
９
０
ｌ
８
■
２
１
０
Ｆ
巳
０

官は○）

｛

○

|鳥蝋樗,職聯V易○（平日深夜は×）

;は、子に限られる。

(注）○印は支給されるものを、 ×印は支給されないものを示す。

※判事補ユ号及び2号並びに簡易裁判所判事5号から7号までは、
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イ手当の内容

-~~gi種
一宇一qq-･奇

ー‘ 甲や葬酉ダ中一・ 一面一一 一錨

支 給 離
一... d .－ ワー.－デョ.－． ､- . = 守今写4 7 =P P上搾苧P画-Lf 甲一一＝■一一■ 与

判事補12号(87, 800円）から同5号(19, 00･0PJ)
滴易裁判所判事17号（87， 800円）から同10号(19, 000円）

等

初任給調整
'手当

一

司
I

扶養手当額扶養親族の種類

配偶者

満22歳に達する日以後の最初の

3月31日までの間にある孫、弟

及び妹

雛謂妻0;雛蔑讃驚〃 ①判事補3号及び4号並びに簡易裁判所判事8号及び9号は、
及び妹 ： 各3， 500円

：②判事補5号以下及び簡易裁判所判事10号以下は、
各6, 500円

満60歳以上の父母及び祖父母 ‘

重度心身障害者
､

. "

,辮騨淵禦シ'……。
|※満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳の年度末までの子1人につき月額5, 000円を加算
－1:－一一 一 一一 ・ 一一一

|“銭叢雲…鞭の合計額) ×麦総割。支給割合 支給地域

｜
I ‘

｜
’ 1級地（20％） ｜東京都特別区
l i -_ - f－鐸一一一 －----..- --.. －－． －－ ．，

| !=:LI大蛇横醤”…上 ’
| ｜羅鯉(15%> |名古屋市､ さいた震市､千葉市傭か
| I ！ ‐------一一…

i l| | ."('2%) |立J1l市､神戸市櫃か

II:麓鰯i震漂:鰯薦雨繕‘
，

｜
， 7級地（3％） ｜札幌市、北九州市ほか

扶養手当

1地域手当

６
．
４
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ｐ
ト
リ
↑
０
１
■
ｑ
Ｉ
Ｊ
Ｐ
Ⅱ
■
■
０
■
虹
７
ｑ
■
Ｅ
Ｆ
２
ｊ
ｌ
ｊ
Ｌ
Ｉ
０
０
■
。
■
０

－↓

’ (報酬、扶養手当の月額の合酔額） ×支給割合
※支給割合は、異動等前後の官署間の距離が①300キロメートル以上の場合100分の10,②60キロメートル以上
、 300キロメートル未満の場合100分の5

※地域手当との併給禰整あり
蕊異動

1ﾄｰ－．－－

(ア）借家､、借聞 家賃16,000超27’000以下･ ･ ･ ･家賃-16,000
家賃27,000超61,OOO未満･…（家賃-27,000)÷2+11,"0
家賃61,000以上. .28,000 (単位円、 100円未満切捨）

(イ）配偶者等の居住する借家（単身赴任手当受給職員に限る。 ） （ア）の額の2分の1の額

1

1住居手当

'通勤手当
6か月定期券等の価額（1か月当たり55,000円を限度） 、異動等に伴い新幹線等を利用する職員について
は、 6か月定期券等の価額｛特別料金分）の2分の1の額（1か月当たり20, 000円を限度）を加算

鞄赴任

|蕊勤務

基礎額30, 000円
加算額職員の住居から配偶者の住居までの距離に応じて最高70, .000円

帰還困難区域において行う作業に従事した日1日につき、①6, 600円(3, 960円） 、②1, 330円、

居住制限区斌において行う作業に従事した日1日につき①3f 300円(1,980円） 、②660円
※①は屋外において行うも･の､②は屋内において行うもの、 （ ）内は作業従事時間が4時間に満たないもの
※同一の日において、 2以上の作業に従事した場合は、手当の額が最も高いもの以外の手当は支給しない。
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等給 邸種 自 支

(異動時の（靭酬十扶養手当〉の月額×1/2＋支給時の（報酬十扶養手当）の月額×1/2） ×支給割合

支給割合 ｜ 官 署

5級地(20%) |徳之島(鹿児島）
1－一一一‐

'4級地（’6％） ，八丈島（東京）
'3級地〈12%） ｜新島(東京) ､上県(長崎) .名瀬｡稲子島.屋久島甑島(蕊児島) '石垣平良

l , (那覇〉
一 ， 一一や

. 2級地〈 8％） 伊豆大島（東京〉 、西郷（松江） 、厳原・玉島・新上五島・壱岐（長崎）

'一一一

' 1級地（ 4%） 寿都(函館)※冬期は2級地
L- . .一一－－合一 . . -

l
I

1

饗勤務
1

1

1

'期末手当

１
１
１
１

（準特地勤務手当）
上配官署又は佐渡、高森若しくは夕張への異動に伴って住居を移転した職員には、別に異動時の（報酬十扶養
手当）の月額の6％以下を支給（夕張は冬期に限る。 ）

子

報酬等の①2． 4、②2． 0、③1． 25，④3． 25月分～韓酬の号に応じた加算措置あり ，
［6月、 12月・ ･ ･ ･各①1． 2，②1, 0，③0, 625，④1. 625月分］
※①は判事補5～12号、簡裁判事1O～17号、②は判事補1～4号、簡裁判事5～9号、③は判事簡裁判
事特号及び簡裁判事］～4号の報酬を受ける裁判官、④は最高裁長官、最高裁判事及び高裁長官
※支給割合は令和4年4月13日から適用されるもの。

1

1
1

ｉ
ｌ

’
1

寸

秘酬等の①1． 9，②2． 3、③2． 0月分～報酬の号に応じた加算措置あり
［6月、 12月‘ , ･各①0, 95，②1． ． 15、③1_ 0月分］
※①～③の区分は「期末手当」欄に同じ

勤勉手当

０
０
０
－
０

１
主
４
．
０
０
６

円
帯
一
・
３
８
６
３
．

世
‐
，

立
０
８
８
７
一

一
幽
一
非

１

Ｊ
Ｏ
■
■
ｑ
凸
ｌ
Ｋ
ｐ
ｑ
ｕ
。
ｆ
Ｉ
Ｊ
Ｆ
。
、
↑
●
，
．
’
●
１
０
世
ｒ
Ｂ
０
Ｂ
■
ｐ
２
４
■
■
▽
ｆ
令

し
－
０
０
０
Ｏ

な
－
８
６
６
０
］

族
－
５
０
８
２
《

一
主
一
》
一
生
ａ
匙
ｑ
一

扶
一
１
１
１
１
－

一
帯
・
‐
！
ｉ
ｉ
１
ｉ
‐
！
‐
１
．
１
‐
！
‐
．

ｰー F■ ー

る職員に対し、狸月から翌年塑鳶二壷月室麓一
世

支給地域
｜ 扶養親族あり

支織
「

|塵

飴地域に在勤す

区分．
1

1

｜
’

|寒冷地手当

｝

1－－－ .- . .-一一.~一~~＝~~

|旭ﾉil､帯広､北見ほか | 26, 380
札幌、剣|路、小樽ほか 23, 360

◆ ･ --一一一

|函館、室蘭、浦河ほか 22， 540

1 Ⅱ? ｡｡。|青森県内､山形､盛岡長野ほか
一一 司 二 ,■ ･ ■－－ － ■ 一一ﾛ ー ー

地
地
一
地
地

級
・
、
級
一
級
級

１
２
－
３
４

‘
，
，
’
１
ト
ー
．
１
１
０
』

’
1

①裁判所の休日の臨時又は緊急の必要等による勤務及び②平日深夜の臨時又は緊急の必要による勤務各1回につ！
き、

判事 簡裁判事特～4号 ①18, 000円

！ ． 判事補 1， 2号 〃 5～7号 ①ユ2,000円②6, ' ;00円
〃 3， 4号 〃 8， 9号 ①10, 000円②5, 000円
〃 5， 6号 〃 10， 11号 ①8, 500円②4, 300円
〃 7～9号 〃 1 2～14号 ①7, 000､円②9, 500円

〃 10号 ノノ 15号 ①6‘ 000円②3， 000円

鴬蛎務
手当
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函藍審浄

(注）

l .裁判官及び検察官の項中， 「判｣， 「補｣， 「簡｣， 「検｣及び｢副jは,.それぞれ判窺判事補,簡易裁判所判事,検事及び副検事を示し,○印は,裁判官の報酬等に関する
法律第15条の報酬又は検察官の俸給等に関する法律第9条の俸給を,アラピア数字は,前記両法律別表の号を示す。

2地域手当は,東京都(特別区)(支給割合:20％)の場合の月額による(東京都〈特別区)は1級地に該当)｡
3扶養手当は,配偶者(3,500円又は6,500円)及び子1人(10,000円)を扶養親族とする場合の月額による。
4初任給調整手当は,副検事には支給されない｡、

5 「補5,簡10,検13,副8jから｢補12,簡17,検20,副15｣までの『月額の合計｣及び｢年収合計額｣の各欄は,初任給調整手当を受ける者についての額を掲げた。
6期末手当及び勤勉手当は,各支給月ごとの月額を掲げた。
ただし, 「高裁長官｣及び｢吹長検事5検事長j以上の者は,期末手当(3.25月分)のみで,勤勉手当の支給はない｡また, 「判1～8｣， 「簡○～4｣， 『検1～8｣及び｢副○～
2｣の者は,期末手当(1.25月分)及ひ鋤勉手当(2.0月分)を,『補1～4｣， 「簡5～9｣， 「検9～12j及び｢副3～7｣の者については,期末手当(2.0月分）及び勤勉手当
（2.3月分)を, 「補5｣， 「簡10｣， 「検13j及び｢副8｣以下の者については,期末手当(2.4月分)及び勤勉手当(1.9月分)をそれぞれ掲げた｡
なお,これらの手当の算定の墓礎となる給与には, 「補2j,[簡7｣， 「検10｣及び｢副5｣以上の者については耗剛又は俸給月額の25%を， 「補3,4｣, 『簡8,9j, 「検11,1
2｣及び｢副6,7｣の者については報酬又は俸給月額の15％を加算した上,これらの者については更に報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の20％を加
算し' 「補5～8｣,｢簡10～13｣, ｢検13～16｣及び｢副8～11｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の15％を, ｢補9,10ル｢簡14,1
5｣， 「検17,18j及び｢副12, 13｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の10%を, 「補11,12｣, 「簡16,17j, 「検19,20｣及び｢副14～
16jの者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の5%を加算した。

胴
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裁判官の休暇･休集について

裁判官についても，一般職の国家公務員に認められている休暇，休業等とほぼ同様

のものが認められる｡もづとも，勤務時間の概念がないことから,時間単位の休暇取

得は認められない（年次休暇以外は，すべて1日単位の取得となる。 ） 。

1 年次休暇
年間20日付与され， 1日又は半日単位で取得できる。

ザヶー ,牛、

2主な特別休暇

○結婚休暇
･結婚式，新婚旅行等のため，結婚5日前から結婚後1か月の間で

連続する5日間取得できる。

○産前休暇
女性裁判官が，出産予定日の6週間（多胎妊娠では14週間）前

から出産日まで取得できる。 ※制度一覧参照

O産後休暇
女性裁判官が，出産日の翌日から原則8週間取得する。

※制度一覧参照

O配偶者

出産休暇
男性裁判官が，配偶者の出産時に2日間取得できる。

※制度一覧参照

§

O育児参加休暇
男性裁判官が，配偶者の産前・産後休暇期間中に育児のため5日

間取得できる｡ ※制度＝覧参照

O子の看護休暇
未就学の子を看護するために年に5日間（子が2人以上の場合は

10日間）取得できる。 ※制度一覧参照

O短期介護休暇
親族を介護するため年に．5日間取得できる｡ ※制度一覧参照
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○忌引休暇

親族が死亡した場合に取得できる（日数は，裁判官本人と親族の

関係によって異なる。 ） 。

○夏季休暇
夏季に連続する3日間取得できる。

3病気休暇
負傷又は疾病のため療養する必要があるときに認められる （病気

休暇の請求事由の確認を求められたときは，診断書等の証明書類を

提出する必要がある。 ） 。

4介護休暇
親族を介護するため通算6か月までの3回以下の期間(指定期間）

内において取得できる。短期介護休暇と異なり，介護休暇期間中は，

無報酬となる。 ※制度一覧参照

5育児休業

子を養育するため，子が3歳に達する日までの間取得できる。育

児休業期間中は，無報酬となる。

※産後パパ育休

男性裁判官は，出産日から57日間（女性裁判官が，産後休暇

を取得する期間）にも育児休業を取得することができる。

※制度一覧参照

ａ
ａ

ー

6配偶者

同行休業
配偶者が，外国で勤務，留学等をする場合に3年間取得できる。

配偶者同行休業期間中は，無報酬となる。

7 その他
人間ドックや妊産婦の健康診査のため，勤務しないことの承認を

受けることができる。
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仕事と家庭生活の両立のための制度一覧

休暇等 期間等 留意事項等

産前休暇 ' 分娩予定日を含む6週間（多

i胎妊娠の場合は14週間）前か

| ら出産した日まで｡出産が分娩
'予定日より遅れた場合，分娩予

I定日の翌日から出産した日まで

申出の更新があったものとす

る。

＊休暇願により申し出る。

＊ 出産予定の女性裁判官から申出があれば休暇が成立

するものであり，休暇の承認は必要ない。

産後休暇 産後8週間を経過しない女性

裁判官を勤務させてはならない

(就業禁止期間） 。ただし，産後

6週間を経過した後， 当該裁判

官が請求した場合において，医

師が支障がないと認めた業務に

就かせることは差し支えない。

＊産後とは，妊娠満12週以後の分娩後をいい，妊娠

満12週以後の流産・早産でも適用される。

＊出産した女性裁判官は，休暇願によることなく，出

産した旨を電話等適当な方法で届け出ればよい‘

なお，出産という事由が存すれば休暇が成立するも

のであるから，承認自体は不要である。

（期間）

裁判官の妻が出産するため病

院に入院する等の日から出産の

日後2週間を経過するまでの期

間内に， 2日の範囲内の期間。

（休暇の単位）

1日

配偶者

出産休暇

＊裁判官の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付

添い， 出産時の付添い又は出産に係る入院中の枇話

子の出生の届出等のために勤務しない場合。

＊裁判官の妻には，婚姻の届出をしないが，事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。

＊ 出産とは，妊娠満12週以後の分娩をいう。

（期間） ｜ ＊ 当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するま

裁判官の妻が出産する場合で’ での子を養育する裁判官がこれらの子の養育のために

あって，その出産予定日の6週 勤務しないことが相当であると認められるとき。

間（多胎妊娠の場合にあっては, ＊裁判官の妻には，婚姻の届出をしないが，事実上婚

14週間）前の日から当該出産 姻関係と同様の事情にある者を含む。

の日後8週間の期間内に， 5日 ＊出産とは，妊娠満12週以後の分娩をいう。

の範囲内の期間｡ ＊小学校就学の始期に達するまでとは，満6歳に達す

（休暇の単位) る日以後の最初の3月31日までをいい，子には，実

1日 子，養子のほか妻の子も含む。

＊子を養育するとは， その子と同居してこれらを監護

h することをいい，同居には通常は家族として同居して

’ いるものの業務の事情等により一時的に住居を異にし

’ ている場合も含む｡単身赴任中であっても,取得可龍。
＊他に養育可能な者がいる場合であっても,裁判官自

’ 身が子を養育するという実態があれば認められる。

育児参加

休暇
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休暇等

子の看溌

休暇

期間等 留意事項等

（期間）

1年（1月1日から12月3

1日まで）に5日（対象となる子

が2人以上の場合は10日）の

範囲内の期間。

（休暇の単位）

1日

＊小学校就学の始期に達するまでの子を養育する裁判

官が，その子の看護のため，勤務しないことが相当と

認められる場合。

＊小学校就学の始期に達するまでとは，満6歳に達す

る日以後の最初の3月31日までをいい，子には，実

子，養子のほか配偶者の子も含む。

＊子を養育するとは，その子と同居してこれらを監護

することをいい，同居には通常は家族として同居して

いるものの業務の事情等により一時的に住居を異にし

ている場合も含む。単身赴任中であっても，取得可能。

＊看護とは，負傷，疾病による治療，療養中の看病及

び通院等の世話の他，予防接種や健康診断を受けさせ

ることをいう。

＊負傷疾病は，特定の症状や程度に限るも.のではな

く，風邪，発熱等を含めてあらゆる負傷，疾病が含ま

れる。なお，機能回復訓練（リハビリ）は含まれない。

＊他に看護を行い得る者がいる場合であっても，子が

負傷，疾病により看護の必要があり，裁判官が実際に

その看護に従事する場合は認められる。

9

短期介護

休暇

（期間）

1年（1月1日から12月3

1日まで）に5日（要介護者が2

人以上の場合は10日）の範囲

内の期間。

（休暇の阜位）

1日

＊要介護者の介護を必要としている状態が2週間以上

引き続いている場合において，要介護者の介護及び要

介護者の必要な世話をするために認められる休暇。要

介護者の必要な世話だけを行う場合にも認められる。

＊裁判官の他に要介護者の介護等を現に行っている裁

判官がいる場合には，短期介護休暇は認められない。

＊休暇の請求のたびに「要介護者の状態等申出書」を

提出する。

＊要介護者の介護を必要としている状態が2週間以上

引き続いている場合において，裁判官以外に当該要介

護者を介護する者がいない場合に介護休暇を取得する

ことができる（1～2日程度で治る風邪等のようなご

く短期間の看護のためには，介護休暇は利用できな

い。 ） 。

＊休暇の請求は「あらかじめ」行う必要があり，事後

の請求は認められない。

＊休暇の事由を確認するための証明書の提出が必要な

事案はそれほど多くないものと考えられるから，証明

書の提出を求めないのが原則的運用となろう。

＊勤務しない日につき，給与額を減額する。なお，介

護休暇開始の日から3か月を超えない期間，共済組合

に対して介護休業手当金請求書を提出することによ

り，介護休業手当金として標準報酬の日額の40％に

相当する金額（雇用保険給付相当額を超える場合には

その額。 ）が支給される。

介震休暇 （期間）

要介護者の各々が介護を必要

とする一の継続する状態ごと

（傷病の種類，数，年齢を問わ

ず，要介護状態にある者が日常

生活を営めないような状態が引

き続いている間ごとという趣旨

である。 ）に，通算6か月までの

3回以下の期間(指定期間)内に

おいて必要と認められる期間

（休暇の単位）

1日

1
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休暇等 期間等 留意事項等

育児休業 ’ （対象者）

3歳未満の子を養育する裁判

官は,配偶者の就業の有無,育児

‘休業等の取得の有無等の子の養

I育状況にかかわりな､く，育児体

業を取得することができる。

i (期間） ’
1 ． ．

子が3歳に達する日 （満3歳

の誕生日の前日）までの裁判官

Iが希望する期間。男性裁判官に

：ついては子の出生の日から育児

休業を取得することができる。

i子の出生の日から57日間に育

児休業(産後パパ育休）を取得し

た男性裁判官は，特別の事情が

なく･ても，もう一度,育児休業を

取得することができる。

女性裁判官については産後休

暇終了日の翌日から育児休業を

取得することができる。

育児休業期間は原則として1

回，子が3歳に達する日まで延

長することができる。

（回数）

同一の子について，特別の事

|情がある場合を除き，育児休業

は1回に限る。産後パパ育休を

取得した男性裁判官は，特別の

事情がなくても，もう一度,育児

休業を取得することができる。

＊ 育児休業を始めようとする日の1か月前までに，育

児休業承認請求書に必要事項を記入し，子の出生の証

明書類を添付の上（育児休業の期間延長は，子の出生

を証明する書類の添付は必要ない。 ） ，所属庁の人事

課（人事課のない庁においては総務課）に提出して請

求する。ただし，やむを得ない事情等により請求が遅

れた場合等に，請求が認められないという趣旨ではな

い。

＊再度の育児休業を予定している場合は，育児休業等

計画書に必要事項を記入して育児休業承認請求書とと

もに提出する。

＊給与（報酬及び諸手当）は支給されないが，期末．

勤勉手当については，基準日 （6月1日， 12月1日）

に育児休業を取得していても，基準日以前6か月以内

に裁判官の勤務した期間等に応じて， 当該基準日に係

る期末。勤勉手当が支給される｡

なお，共済組合に対して育児休業手当金請求書を提

出することにより，その子が’歳（※’）に達する日

までの育児休業期間について,育児休業手当金が支給．

される。その額は，育児休業日数1日につき標準報酬

の日額の50％に相当する金額（育児休業期間が18

0日に達するまでの期間については67％･雇用保険

給付相当額を超える場合にはその額）である。その子

が1歳に達するまでのいずれかの日において，配偶者

が育児休業をしている場合は,その子が1歳2か月（※

1）に達する日までの育児休業期間について育児休業

手当金が支給される。ただし， この場合であっても，

支給される額は1年分（※2）が限度となる。

※1 その子が1歳に達した日後の期間について育

児休業をすることが必要と認められる場合に該

当するときは1年6か月まで延長される。

※2 その子が1歳に達した日後の期間について育

児休業をすることが必要と認められる場合に該

当するときは1年6か月分となる。なお， これら

の期間には産後休暇が含まれる。

そのほかに，育児休業等期間掛金免除申請書を

提出することにより，育児休業を開始した日の属

する月から，育児休業が終了する日の翌日の属す

る月の前月までの共済組合掛金が免除される。 ’

／
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【参考】出産，育児に関して裁判官が利用できる主な制度
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○裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程

（昭和60年12月18日最高裁判所規程第5号） （抄）

裁判官及び裁判官の秘書官（以下「裁判官等」 という6 ）

別休暇につし、ては、裁判官等以外の裁判所職員の例による。

の年次休暇、病気休暇及び特

(原文は縦書き）

毎『b墨
" 、

′ ）

ノ

」
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下級裁判所の裁判官の休暇等の取扱要綱

(昭和5

(昭和5

(昭和6
(平成
(平成
(平成
(平成1
(平成1

3高等裁判所長官申合せ）
4－ 部 改 正）
9－ 部 改 正）
O一 部 改 正）
1－ 部 改 正）
3－ 部 改 正）
5－ 部 改 正）
9－ 部 改 正）

●
●
●
●
●
０
０
旬

２
８
１
３
５
８
１
５

●
●
■
。
●
●
●
●

１
１
１
１
１
６
１
６

１
１

１
１

１
１
１
２
１

1 年次休暇

年次休暇の日数のうち10日は，できる限り, 7月21日から8月31日まで

の間（以下「夏期」 という。）に取得させるものとすること。

2年次休暇の連続取得

(1)在職15年以上の裁判官については, 10年間に1回，本人の選択する時季

に，年次休暇を10日以上連続して取得することができるよう配慮するものと

すること。

（2） 前項の定めにより年次休暇を取得しようとする裁判官は，下記の表記載の申

ノ

請期限までに，所属する裁判所の長.(簡易裁判所に勤務する裁判官にあっては，
句

その所在地を管轄する地方裁判所の長。以下「所属庁の長」 という。）に申請

するものとし，所属庁の長は，事務に支障がある場合を除き， これを承認する

ものとすること。

3夏期在宅研究等

(1)裁判官は，夏期に, 10日を超えない期間，記録の調査，法律の研究等のた

め，在宅研究を行うことができるものとすること。

61

年次休暇の連続取得の始期 申請期限

4月1日から9月30日 2月末日

10月1日から3月31日 8月末日



（2） 夏期における年次休暇（2の定めにより取得するものを除く｡），夏季休暇

及び前項の在宅研究は，特別の事由のない限り，併せて2o日を超えないもの

とすること． 0

4内国旅行

裁判官は, 1泊以上の私事旅行をする場合には，所属庁の長に旅行届を提出す

るものとすること。ただし，部の事務を総括する裁判官，支部長， 司法行政事務

を掌理する裁判官又は所属庁の長にあらかじめ緊急連絡先（携帯電話の電話番号

を含む｡）を届け出ることによりj緊急時に連絡を取ることができる場合には，

これに代えることができるものとすること｡

5 外国旅行

（1） 裁判官はj外国へ私事旅行をする場合には，あらかじめ，所属庁の長（高等

裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長にあっては，最高裁判所長官）の

承認を受けなければならないものとすること。

（2）裁判官の外国への私事旅行は，特別の事由のない限り，次に掲げる各要件を

備えていなければならないものとすること。

ア 日曜日，士曜日，休日,年次休暇又は特別休暇を使用するものであること。

イ事務に支障のないものであること。 :

ウ本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域へのものであること。

、

典
碑
呼
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緊 急 連絡先届

所属

氏名

1現在の住居の電話番号

■■■■■■■ 一

~、

2 自宅（1以外にある場合）の電話番号

I■■■■■■■
ー

3 緊急連絡先（(1)又は(2)のいずれかの記載で足りる｡）

(1)世帯主等の氏名

続柄等

ノ

電話番号

」

■■■■■■■■■
■■■■■■■■

(2)携帯電話

■■■■■■■■
－
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裁判官の兼臓について

『､...~－．.ー……………‘….……蓉委一･･.~…"…一……陣..一…｡一･･.事.－－．．.………一一…一…一一%…………………｡.やや琴…順.｡.………，…･ｰ、………一一一一・・・-－．－－

‘ 裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について

（平成3年1全月27日人能A第14号事務総長依命通達）
I ．

I 裁判官が他の職務に従事する場合（一定事項の調査，研究，執筆等に継続的又は

i定期的に従事する場合を含む｡以下同じ‘)の裁判所法(昭和加年法律第59
；

｜号)第52条第2号の規定による最高裁判所の許可等について下記のとおり定めま

i したので， これによってください。

記

'第］報酬を得て他の職務に従事する場合

‘ 裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について

（平成3年1全月27日人能A第14号事務総長依命通達）

裁判官が他の職務に従事する場合（一定事項の調査，研究，執筆等に継続的又は

期的に従事する場合を含む。以下同じ6）の裁判所法（昭和22年法律第59

）第52条第2号の規定による最高裁判所の許可等について下記のとおり定めま

たので， これによってください｡

記

1報酬を得て他の職務に従事する場合

’裁判官が報酬(旅費,宿泊料等実費弁償に相当するものを除く。以下同

じ｡)‘を得て他の職務に従事する場合の裁判所法第52条第2号に規定する最

高裁判所の許可は，その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行

に支障がないと認められる場合その他同法の精神に反しないと認められる場

合に限り行う。

2下級裁判所に勤務する裁判官（高等裁判所長官を除く｡）が報酬を得て大学

等の講師の職を兼ねる場合（継続的又は定期的に兼ねる場合に限る｡）の裁判

所法第52条第2号に規定する最高裁判所の許可は，その所属する裁判所

（簡易裁判所に勤務する裁判官にあってはその所在地を管轄する地方裁判

所。以下「所属庁」という｡）が高等裁判所である場合にあっては当該高等裁

判所，所属庁が地方裁判所又は家庭裁判所である場合にあっては当該地方裁′

判所又は家庭裁判所を管轄する高等裁判所が行うことができる。ただし，当

該許可は最高裁判所名で行うものとする。

3 2に定める許可は，次に定める基準に該当する場合に限り行うことができ

る。ただし， この基準によることができない特別の事情がある場合には，最

高裁判所の承認を得て許可することができる。

（1）担当する授業時間が官庁の執務時間外であること。

（2）担当する授業時間数が次の範囲内であるこど。
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…~~.……~……~~….……~~….･･…~~~……~…...~~……~~~……~~~……~~'一.…~~……~…...~..~..~…~~i

γ間雪蝋墓鑿鰯以上である場合には授業時間数が1週｜
］講師の職を兼ねる期間が鼠か月末満である場合には●授業時間数が｜週 ｜間につき6時間を超えないこと。

2報酬を得ないで他の職務に従事する場合

1 裁判官は，報酬を得ないで，他の職務に従事する場合（2及び3に定める場I

合を除く｡）には,あらかじめ所属庁の許可を受けなければならない。ただ ’

し,次に掲げる団体の役員顧問又は評議員（これらと同種のものを含む｡以 I

下「役員等」という｡）の職を兼ねるときは， この限りでない。

（1） 国家公務員等共済組合連合会及びこれに設置された機関

（2）裁判所の職員又は法曹関係者を構成員とし，その親睦互助，研さん等をI

目的とする団体

（3）居住地域の町内会及び自治会並びに居住ずるマンションの管理組合

（4） 子弟の学校のPTA

（5） 出身学校の同窓会,同期会等の親睦団体 ｜
(6) (1)から(5)までに掲げる団体に準ずる団体であって,所属庁がその団体の役 ｜

員等の職を兼ねることが裁判官としての職務の遂行に支障がないことが明白 1

であると認めて指定するもの

2裁判官は,報酬を得ないで，国又は公共的団体に設置された委員会，協議会 I

及び審議会（これらと同種のものを含む｡以下｢委員会等」 という｡）の委 I

員,幹事又は評議員（これらと同種のものを含む｡以下｢委員等」 という｡） ｜

の職を兼ねる場合には， 3に定める場合を除くほか，あらかじめ最高裁判所 I

の許可を受けなければならない。

3裁判官は,報酬を得ないで，地方公共団体に設置された委員会等並びに各弁 ｜

護士会に設置された資格審査会,懲戒委員会及び綱紀委員会の委員等の職を兼I

ねる場合には，あらかじめ所属庁の許可を受けなければならない。

4 1から3までに定める許可については，第1の1の定めを準用する。

5 2に定める最高裁判所の許可を求める場合には, 当該委員会等の設置目的及 ’
---.------－---------.._.._______－．－．－．．－._….._____…__..….._-..--.-.….-..--…_.__…-----..…._！
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↑ び構成,当該委員等の職務内容,職務に従事する時間等を明らかにした設置要0 ．
6 ．
＄
＆

綱等の資料を添付する。
凸

B

Q

4 ． 〆Q
f

I第S許可手続
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び構成，当該委員等の職務内容，職務に従事する時間等を明らかにした設置要｜
I

綱等の資料を添付する。

S許可手続

’裁判官は,裁判所法第52条第2号に規定し,又は第2に定める許可(以下 ’
「兼職の許可」 という｡)を申請する場合には,他の職務に従事し,又は委員 ｜

､ ：

等の職を兼ねることとなる日（兼職の許可を更新する場合にあっては，兼職 ｜

の許可がされた期間の満了する日｡以下｢兼職開始予定日｣ という‘)の,か 1
月前までに,所属庁に対し,､別紙様式による｢裁判官兼職許可申請書」 （以下 ’

「兼職申請書｣ という｡） 2部を提出しなければならない｡ただし， 当該提出 ｜

期限までに提出できない特別の事情があるときは， 当該事情が解消した後, i

速やかに提出するものとする。

2所属庁は,申請に係る兼職の許可の権限を有しない兼職申請書の提出を受け ’
たときは， 当該申請に対する意見を付した上，兼職開始予定日の2週間前ま ｜

でに,当該兼職申請書を最高裁判所事務総局人事局長（第1の2に定める許 I

可については,権限を有する高等裁判所の高等裁判所長官)宛てに送付す I
る。

3次に掲げ“のの手続は, ]及び2に定めるもののほか,最高裁判所長官が I
別に定める｡

（1）裁判所法第52条第2号に規定する許可 ；
（2）第1の3ただし書に定める最高裁判所の承認

(3)最高裁判所に勤務する裁判官についての第2の1及び3に定める許可 ！
（4）第2の2に定める最高裁判所の許可

4許可の期間

兼職の許可の期間は， 2年以内とする。

ラ 委員会等の委員等への推薦
；

l 委員会等の委員等への委嘱について,関係機関から裁判官の推薦依頼があったi

場合の推薦は,委員会等で中央官庁及び日本弁護士連合会に設置されたもの i
の委員等については最高裁判所が,その他の委員会等の委員等については所 ｜
…－‐－.＝..－‐.､－．．－"，-..,--.---------..-..-.---､...….､－－"--.---.------..--..-.-.-...‘...‐－．．－－－－－－．．－．. ‘..._‐-,-..-＝-. ... ..“.. ".､-..--....-..’-------..-.._｝
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｜第4許可の期間
1 ． ・

兼職の許可の期間は， 2年以内とする。

|第5委員会等の委員等への推薦
！ 1 委員会等の委員等への委嘱について,関係機関から裁判

場合の推薦は,委員会等で中央官庁及び日本弁護士連合

の委員等については最高裁判所が，その他の委員会等の

4－－雷"寺．一一‘.,-., ,."－－－－－－．． ．－戸Y一一一一一-－－－－．－－－．.‘….－．．－－－－－一一一一一.－－－－－－－－，.一一一一一一一一一一垂一一＝-.---－一一－．. ‘､一一
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#一~..~．~~~…..~~…一~~~一.~~……~一~~~~…………~~~~.~~…~……~~．.~~…~…~~~~…~.~~~~~~~~~…~~~~~~i
属庁が行う。

i 2所属庁は, 1に定める推薦をする場合には，地方公共団体に設置された委員 I

会等並びに各弁護士会に設置された資格審査会,懲戒委員会及び綱紀委員会 ｜

の委員等にその所属の裁判官を推薦するときを除き,最高裁判所の承認を得 ｜

なければならない。

I 3 1に定める推薦については第1の1の定めを, 2に定める最高裁判所の承認 ｜

を求める場合には第2の5の定めを，それぞれ準用する。 ‘
．｛

I 4 1に定める最高裁判所の推薦及び2に定める最高裁判所の承認の手続は， 3 1

に定めるもののほか，最高裁判所長官が別に定める。
’

’ 5裁判官が最高裁判所又は所属庁の推薦により委員会等の委員等の職を兼ねる ｜

I 場合には,裁判所法第52条第2号に規定する許可又は第2の1から3までに ｜

｜ 定める許可を受けたものとみなす。

|第6研修会等講師の推薦 準
i l研修会，講演会等の講師への裁判官の推薦は;所属庁が行う。

’ 2 ’の推薦については,次に定める基準をいずれも満たす場合に限り，行うご i

とができる。

I (1)研修会,講演会等が国地方公共団体又は公共的団体の行うものであるこ ’
と。 ．

’ （2）研修会,講演会等の目的,趣旨,講義内容,対象者等の諸般の事情を総合 I

して裁判所の職務の公正に疑義が生ずるおそれがないことが明白であるこ I

と。

｜ （3）事務の円滑な運営に支障を生じさせないこと。

i 3 'の推薦を行う場合において,下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁 1

判所規貝1第16号）第27条本文に規定する手続は， これを省略することが ！
’
できる。

&.｡…膳……,_…….…､…_…._.｡….……_….－－－＝ー…_一…一一一…‘.……...｡….……_－．.唐…_.……ー-..----.._；
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(別紙様式）

『

68

裁判官兼職許可申請書

御中

(申請者）

年

次のとおり他の職務に従事することの許可を申請します。

月 日

1 申請者について

氏名 生年月日 年 月 日 （ 歳）

現住所

所属庁 官名

2他の職務の名称等について

名称

所在地

報酬 ロ有 □

月収 円

年収 円

1回 円

鉦
J1、、

事業内容

勤務態様及び勤務時間

□常勤 口非常勤

勤務曜日 （ 曜日）

時から 時まで

平均して， 1年 日

1月 日 シ 1日 時間

週延べ 時間

他の職務に従事する期間

□新規 口継続

年 月 日から

年 月 日まで

（ 年間）

役職名及び職務内容

｡



一一 一一－ｰ＝

3他の職務に従事するこ とが官職に与える影響

4他の職務に従事する理由

I

－ず－9－－－－

5許可申請についての意見

－

許可する。

許可の期間は， 年 月 日から 年 月 、日までと

る。

許可しない。

条件付きで許可する。 （条件 ）

□

許
可
権
者

仔
舞
ず
〆

す
□
□

年 月 日

(記入要領）

1 口の設けられている項目は，該当する口の中にしを付し，又は腫とする。

2 「他の職務に従事する期間」欄は，許可は2年を超えない範囲で与えられ

るので，他の職務に従事する予定の期間が2年を超える場合には， この箇所

の括弧内に2年間と記入する。

3 「許可申請についての意見」欄は，許可権者が最高裁判所の場合に記入す

る。
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平成24年2月24日

職 員各位

最高裁判所事務総局人事局能率課

インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

昨今，掲示板，ブログなどのインターネット上のサービスを利用した個人による

情報発信が広がってきている中,掲示板上に個人情報が掲載され不特定多数人が閲

覧できる状態になっていたという事例や，公務員が職務上知り得た秘密に当たる可

能性のある情報が発信されていたという事例など， インターネットの不適切な利用

に関する報道もされているところです。

裁判所職員カミインターネット上のサ÷ビスを利用して職場や職務に関わる情報を

発信する場合，その内容によっては国家公務員法上の守秘義務に抵触する可能性が

あるほか,守秘義務に抵触しない場合でも，事件関係者を侮辱したり誹誇中傷した

りするような内容が含まれていれば， 同法上禁止されている信用失墜行為に該当す

ることもあります。

ついては，裁判所職員として法規を遵守ずることについて重い職責を負っている

ことを改めて認識し,国民からの信頼が損なわれることのないように, ｲﾝﾀｰﾈ

ｯﾄの利用に際しては， ．よ・り一層の注意を心掛けてください。
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平成25年7月19日

職 員各位

最高裁判所事務総局人事局能率課

インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

この度，総務省から，他の行政府省におけるインターネットの不適切な利用を踏

まえて，別添の「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」

（以下「留意点」 という。 ）が示されました。

裁判所においては，平成24年2月24日付けで当課から「インターネットを利

用する際の服務規律の遵守について」 と題する書面を発出し， インターネット上の

サービスを利用して情報を発信するに際しては） より一層の注意を心掛けるよう，

お知らせしたところです。

裁判所職員が,来庁者や事件関係者等を侮辱又は誹誇中傷するなどした場合には，

国家公務員法上禁止されている信用失墜行為に該当する可能性があり， また，職場

や職務に関する情報を発信した場合には，その内容によって同法上の守秘義務に抵

触する可能性もあります。

ついては，裁判所職員としての重い職責を改めて自覚し，国民からの信頼を損ね

ることのないよう， インターネットの利用に際し，留意点に記載されている事項を

参考にして，服務規律の遵守に努めてください。

Ｌ
君

I

、
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総務省
HIC珊謎纈纐I目ぐ『価『。

国家公務員のソーシャルメディア

の私的利用に当たっての留意点

総務省人事。恩給局

平成25年6月

１

1．はじめに

■
■
■
■

ｒ

ｒ

』

■

『
‐
寺
’
‐
■

目的

ディアの私的利用は、個人の自覚と責任において、自由に行○本来、ソーシャルメ
１
１
１
うべきものであることは言うまでもありませんが､ソーシャルメディアに関する

重大な問題事例が発生した事態に鑑み、以下に記載するソーシャルメディアの特

性を踏まえて､ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点をよく理解し

曲
て利用するよう注意を促すものです。

I

ｌＩＩＩ』

。

i ､ﾉｰｼｬﾙ〆羨イアヒは I

' ○｢ｿｰｼｬﾙﾒテｨｱ｣とば､プﾛグ､ｿｰｼｬﾙ家ﾂﾄﾜｰｷﾝグｻｰピｽ
｜ 動画共有ｻｲﾄなど利用者が情報を発信し､形成していくﾒデｨｱをいいます｡
｜ 利用者同士のつながりを促進する様々なしかけが用意されており《互いの関係を

｜視覚的に把握できるのが特徴であるとされています。

回
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2.ソーシャルメディアの特性(その1）

○手軽かつ即時に発信できるという強みがある ’○発言の一部分が切り取られる等により、本人
、 i

l 反面､熟考することなく発信してしまう利用1 の意図しない形で伝麓するおそれがあること｡ i

l 壱が多いこと。

Ⅶ…億………"|･謡籠:騨震鷲惑｜
｜ 情報通信ネットワークを通じて急速に拡散し； の発信等から発信者又はその所属する組織の｜

てしまい､当該発信やｱヵｳﾝﾄを削除してi 特定がなされるおそれがあることや､国家公｜
も第三者によって保存され､半永只的に拡散’ 務員としての発'言とみられる場合には､組織｜

’ ；

され続けるおそれがあること。 I や職員の評判に関わるおそれがあること。

○様々な属性や価値観、意見を有する者が利用 I

する公共的な空間であること。特定の閲覧者；

の間での発信であったとしても、閲覧者が内；

容を転載し、更に第三者が引用する等により I

拡散されるおそれがあること。

h

l１
１
１

j
I

I
3

2．ソーシャルメディアの特性(その2）

１
１
１
１

○発信の－つ一つは断片的な情報を内容とするI

ものであっても、複数の断片的な情報を組みi

’ 合わせ､又は他の情報と照らし合わせること ｜

I により、特定の内容を有する情報として理解i

l されるおそれがあること。まだ、一つ一つのi

発信の内容|こは特段の問題がない場合であっ ！

’ ても、全体として不適切な内容と取られるおi

l それがあること。

'○人間関係をインターネット上に可視化するサ＃

一ビスであるだめ、匿名で利用するインター ｜

ネット上のサービスと比較して、人間関係に ！

まつわるトラブルが生じやすいこと。

、

I

○継続的なつながりのある者同士でメッセージ i

を交換する場合には、軽率に不適切な内容をi

発信したり、他の者の発信の内容について畠 l

らその真侭を確認せずに拡散させだりしてし i

まいがちであること。 73
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3．ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点

（1）国家公務員として特に留意すべき事項
１
１
１ ｜

O法令《国家公認爲溢著作権法等》誉遵寄す ○所属又は氏名の一部又は全部を明らかにして

墨豆とe i 発信する場合においては、その発信が自らが

| 、特に､国琴公務員法に規定する守秘義務､信｜ 所属する組織の見解を示すものでない旨を自
I 用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反 i

’ する発信を行わぽいこと｡なお､次に掲げる｜ 己紹介欄等であらかじめ断ることが必要であ
| 発信は､信用失墜行為に該当する場合がある ｜ ること。
！ こと。 ！ また、その旨を断ったとしてもなおその発

｜ ■ .職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそ’ 信が当該組織の見解であるかのように誤解さ
° I

l l れの内容のある発信 ｜ れ、一人歩きするおそれがあることから、発

川･他人や組繍甕誹講中傷する内容や他人に不快又は｜ 信の殉容が,圖人の見解に基づくものである場
｜ ｜ 嫌悪の念を起こさせるような発信 I 合には、その旨が明確に分かるような記述を

｜ ,公序良俗に反する内容の発信他人の権利利益を！
｜ 侵害するおそれがある内容の発信及び社会規範にi 心がけること｡さらに､職務に関連する内容
｜,反する発信〈差別的発言等） I については、発信の可否も含め、慎重に取り

・職務専念義務が課せられていることに鑑み､ ｜ 扱うこと。

出張中の移動時間や超過勤務時間を含め､勤｜

， 務時間中の発信は行わないこと。 ’○業務上支給されている端末を用いて発信を行

I わないこと。
5

0

1

1

！

1
J

3．ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点

(2)その他一殿的に留意すべき事項
『2事実に反する情報等」’ (IW 論 ｜

○利用するソーシャルメディアの規約、仕組み、

設定等を事前に十分に確認しておくこと。

○事実に反する情報や単なる噂の拡散への加担 ｜

は、慎むこと。

'○ｿｰｼｬﾙﾒデｨｱの特性を踏まえ､発信し
’ ようとする場合には､その内容を事前に改め

' て確認すること。

○事実であるかどうかの裏づけを得ていない情

報に基づく発信や不確かな内容の発信を慎む

とともに、発信する場合にはその旨を明らか

にすること。

○思想信条や宗教等、衝突を招きやすく、細心

の注意を払う必要のある事柄を話題とする場

合には、特に慎重な発信を心がけること。

イ

'○他人の個人情報、肖像、プライバシー等に関I

わる内容の発信に当たっては、関係者の同意｜

’ をあらかじめ得ておく等必要な措置をあらか ｜

じめ講じておくこと。それができない場合に ｜

は、発信を慎むこと6
74
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鰯｡ソ…シャルメディア釣私的刺罵り愚蕊た●で鋤駕愈点

（2）その他一艘的に留意すべき事項

畷塞潔砺 鰯雛蕊鯉溌
IC誹誇中傷､不当な批判その地不快又ば嫌悪の IC自己又は他人のブﾗｲパｼｰｰに関する憶報を ｜
』 念を起こさせるよう葱発信濠受けだ湯合で ｜ 意に反して公麗してしまわないよう、ソー ‘

あっても､感情的に対応し葱いよう心がける ｜ ｼｬﾙﾒデｨｱの議定を十分に確認すること｡ ‘
こと。また、内容によっては、ソーシャルメ ｜

ディア上で引き続き取り擬うことが望まし< iO面識のない者からソーシャルメディア上の交

ない場合や、返答そのもの臺控えるべき場合I 流（『茂達」関係の形成等）の申し出を受けI
.i

も藤ることを踏まえ､ソーシャルメディア上 ’ だ湯合には、安易に受諾しないこと。自己の

％ での応篝にこだわらないこと。 ； 情報の闘示対象者を一定の範囲の害（「友 ：

………黒 馬
を起こさせるよう葱発信その他の不適切な発！

澱一
宅

？

|o事実に反す愚発信､他人に不快又は嫌悪の念

I 萱起こさせるような蕊鱈その他の不…蕊
I 信壷行ったことを自覚し疋湯合には‘当該鶏
｜ 信を削除するに留まるこど騒ぐ､訂正やお詫
｜ びを行うなど誠実な対応を心がけること。ま

’ た、事案に応じて上司等に相談すること。

、I

を
7

墨扉三種

3・ソ…シャルメディア鋤私的利畷に当たっての留意点

（2）その他…磯鯨に留意すべき事項

|崎霧寵飾?宝リケー塗ヨン②謝嘩|戦義金篝理捲置く続篭） ’
1

1

'○ｱｶｳﾝﾄが乗っ取られるこ ○ソーシャルメディア上のアプリケーションの｜
中には自動的に発信を行う機能を有するもの｜

が蕊ることに震み"その利用の際に陣その動｜
作等に注意すること。

Oソーシャルボタン（ 『いいね」ボタン等）に’

ついては、これを押下することにより意図瞳1

ぬ発信を行ってしまう場合があることに鑑み､ ｜

その挙動等に震意すること。

と等がないよう、

ログイン名及びパスワードの管理を適切に行

うこと。1

O発信蓬行う際に発言、画像等に位麓情報を園

i 動的に付与する機能を有するサービスが多数

あるだめ、当該サービス奮利用する場合に獄、

当該位置情報を他人に知られることの影籍に

｜ ついて留意するとと種に、必要に応じて当該

機能の停止等の対応を行うこ

|※本資料の作成に窒たって1説中崎 ｜

'尚弁護士(アンダーソン・毛利。友常 I
|法律蕊務所）及献板倉陽一郎鍵護士 I

‘ 【

I （ひかり総合法律事務所）に御協力い ｜
｛ただきました。
5－－…一一－一一一一一一一一一,－－－． ，－，－－－．=，－．－．－．－．－.－．．．．－

I

O通信擶末、パソコン等のウィルス対策を怠ら

ないこと。特にスマー･トフォンではアプリ

｜ ケーションを装つだウィルスに注憩す愚こと。 8
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裁判官の旧姓使用について

裁判官は，本人からの申出があれば， 旧姓使用により事務処理上の支障が生じ

る一定の文書を除き，裁判関係文書及び司法行政文書について旧姓使用が認めら

れる（平成29年7月3日付け事務総長通達職判所職員の旧姓使用について」

〔令和3年8月12日〒部改正〕)。

なお，身分証明書についても，今後， 旧姓使用が認められる方向で検討が進め

られている。

1

(旧姓使用が認められない文書等）

○人事記録及び裁判官の履歴書 ○税務及び個人番号に関する文書

○社会保険及び雇用保険の事務に関する文書 一○宿舎貸与申請に関する文書

○共済組合に関する文書 ○児童手当に関する文書

○財形貯蓄に関する文書 ○確定拠出年金に関する文書

○災害補償に関する文書 ○栄典に関する文書

○裁判官の任免,指名，補職報酬及び外部機関への派遣に関する文書(報酬の支給に関する文書を除

く。 ） ．

○裁判所に設置する委員会の委員の発令に関する文書（裁判官に対するものに限る。 ）

○簡易裁判所判事の選考に関する文書

○旧姓使用により外部機関等との関係で生じる円滑な事務の遂行に対する支障その他の事務処理上の

支障が生じる文書
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裁判官の倫理について

下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ

（平成12年6月15日高等裁判所長官申合せ）

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより高い職業

倫理が保持されてきたところであるが， この度，国家公務員倫理法が施行されたこと

にかんがみ，裁判官は，事件当事者等との関係において，同法ウ これに基づく政令及

び最高裁判所規則の定める倫理規範を尊重するものとすること。

下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せの説明

近時国家公務員による不祥事が相次いだことに対し，国民から厳しい批判がなさ

れ，国家公務員全体に対して厳正な服務規律の保持が求められるようになったため，

平成12年4月から国家公務員倫理法（以下「倫理法」 という。 ） ， これに基づく国

家公務員倫理規程(以下｢倫理規程」という。 ）及び裁判所職員の倫理の保持を図る

ため必要な事項を定めた裁判所職員倫理規則（以下「倫理規則jという。 ）が施行さ

れた。

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより，裁判所

内部に良き伝統が確立され，極めて高い職業倫理が保持されてきており， この点に関

しては，広く国民から信頼を受けてきたところである。倫理法の制定に当たっては，

裁判官弾劾法を始めとする裁判官固有の倫理保持のための法制度が確立されているこ
／

とや，上記の良き伝統に加えて，職務の性質上他の公務員のような不祥事が生じるこ

とが考えにくいこと等の理由から，裁判官は，同法等の適用の対象外とされた。しか

し，倫理法等の規定内容には，倫理法3条や倫理規程1条のように裁判官が行動する

際にも当然に念頭においておくべき倫理原則及び倫理行動基準や，倫理規則2条1

号，同条3号，同条4号及び倫理規程2条3項の利害関係者に関する諸規定並びに同

規程3条， 4条1項及び5条ないし9条の規定のように裁判官の倫理保持のための具

体的行動基準としてもふさわしく，尊重すべき性質のものが含まれている。国家公務

員全体に対して厳正な服務規律の保持を求める国民の意識や倫理法等の適用を受ける

検察官等一般職の国家公務員とのバランスを考えると，裁判官においても，倫理法，

橇

I

‐
屋

刀



－

》

倫理規程及び倫理規則

－－－－－

の上記各規定の趣旨・内容を尊重して行

のではないかと思われる。そして， このような姿勢を申し合せ

動することが望ましい

ることによって，裁判
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官の職務の公正に対する国民の信頼をより一層確たるものにすることができると考え

られる。

高裁長官の申合せというものの性質上，倫理法・倫理規程が定めるもののうち，倫I

|理法6条ないし8条に規定される贈与等の報告については，本申合せの対象外とし
た。また，倫理規程8条に規定される倫理監督官への届出及び同規程9条1項に規定

される倫理監督官の承認に係る事項については，裁判官の独立性にかんがみ，裁判官

について倫理監督官制度を設けず，個々の裁判官の自律的判断に委ねることが相当で

あると考えられる。

なお，確立された裁判官の職業倫理に照らして従来から相当でないと考えられてい

I

Ｈ
０
０
ｐ
９
０
３
０
０
０
０
０
０
二
日
９
０
９
８
Ⅱ
９
８
０
１
１
９
０
１
１
１
０
９
０
８
言
０
８
０
６
０
Ｇ
日
目
目
因
Ｉ
Ｉ
Ｂ
０
０
８
Ｂ
Ｏ
Ｂ
Ｄ
０
ｐ
Ｕ
Ｂ
Ｏ
Ｄ
二
Ｕ
ｒ
０
０
－

る行為が’本申合せの対象とした倫理規程の禁止行為に該当しないという理由で許容

されることになるものでないことは言うまでもない。また，本申合せの趣旨に照らせ

ば，本申合せで尊重すべきものとした倫理規範に触れる行為をした場合に注意等の対

象とされるか否かは， これまでと同様に， 当該行為の性質等を考慮し，裁判官倫理に

照らして判断されるべきものである。 ‘
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参 考

ここに示す解釈及び具体的事例は，倫理法等に関ずる人事院の解釈や， これまで各庁

から照会のあった事例に対する検討結果等に基づき,最高裁人事局において参考のため

に取りまとめたものである。

1 利害関係者

個々の裁判官の担当する職務に照らして，倫理規則2条1号，同条3号，同条4号

及び倫理規程2条3項所定の者に相当す:る者をいう。

（1）倫理規則窒条1号（事件当事者)関係

自己の担当する事件の当事者，その代理人，被告人，その弁護人や起訴検事，公

判立会検事は利害関係者に当たる｡利害関係者についての倫理規則の規定は限定列

挙であるから，例えば,決裁官たる検事正等のように当事者等に対して監督的立場

にある者であっても，利害関係者には当たらない6

検事，公 ｜
｜

は限定列｜

督的立場｜
‐」
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｜ その他本号所定の事件に関する事務との関係での利害関係尋
’
その他本号所定の事件に関する事務との関係での利害関係者 刺

１
１

該当性については

別紙1のとおり。

該当者が本号の利害関係者である期間は，事件係属の時から事件の確定又は上訴

による移審等により，事件を担当する可能性がなくなる時ま,でである。

なお，事件の当事者となろうとしていることが明らかである者も利害関係者に当

たる。これは,現在事件の当事者となっていないが,通常の注意力をもってすれば，

将来事件の当事者となろうとしていることが明らかな者をいう。 I当事者」になろ

うとする者のみが問題となり，弁護人等になろうとする者は該当しない。

(2)倫理規則2条3号(裁判以外の不利益処分の名あて人)及び倫理規則2条4号(契

黛獣宴‘崖急，,基菫

１
１
１

｜
昌する者は該当しない。

て人)及び倫理規則2条4号(契’
１
０
０
．
０
２
１
０
０
口
Ｊ
９
１
８
９
０
口
Ｂ
９
９
ｐ
８
９
Ｂ
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－
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９
口
８
８
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＃
０
１
１
１
１
１
０
１

約締結者）関係１

司法行政事務に従事する裁判官（地家裁所長等）について問題とこれら各号は，

なる。

国有財産法,8条｜
物品納入契約役I

i

3号関係の具体例としては，国家公務員法等による懲戒処分や国有財産法18条

6項による使用許可の取消処分が， 4号関係の具体例としては，物品納入契約，役

務調達契約及び工事請負契約があるや

これら処分又は契約に関する事務に携わる裁判官にとって，処分の名あて人や契

約の相手方は利害関係者となる。

(3)倫理規程2条S項（影響力の行使）関係

他の職員又は裁判官の利害関係者が， これらの者に対する当該裁判官の官職に基

づく影響力を行使させることにより自らの利益を図るために,当該裁判官と接触し

ていることが明らかな場合，右の者は同裁判官にとっても利害関係者に当たる。

例えば，事件の当事者が，部総括の裁判官としての影響力を当該部所属の事件担

当書記官に行使させることで,同書記官から有利な取扱いを受けるために同裁判官

と接触‘していることが明らかな場合は,右の当事者は同裁判官にとって利害関係者

となる。

本項の場合，利害関係者の上記目的が明らかであればよく，当該裁判官の官職が

職員等に対する影響力を行使し得る権限を有しているか否かは関係ない。

(4)その他

以下の各団体については，当該団体自体が(1)ないし(3)のいずれかの要件を充足す

る場合には利害関係者となるが，それ以外の場合は利害関係者に当たらない（当該

団体構成員の一部が利害関係者であるときは,構成員個々に対する関係でのみ考え

ればよい。 ） 。

に同裁判官

L

１
岩
口
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I
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利害関係者｜
’
0

1
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官の官職が！
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、 0
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書士会連合会及び各単位司法書日本弁護士連合会及び各単位弁護士会， 日本司法

士会（財）法曹会， (財）司法協会, 日本裁判所書記官協議会，全国家庭裁判所

調査官研究協議会， （財） 日本調停協会連合会及び各調停協会等

利害関係者との間で禁止される行為等

利害関係者との間で禁止される行為，禁止行為の例外留意点については，別紙2

のとおり

利害関係者との間で問題となり得る行為

(1)飲食を伴う会合について

●利害関係者から供応接待を受けることは原則としてしてはならない(倫理規程

3条1項6号参照） 。

「供応j とは酒食によるもてなしのこと。 「接待｣は酒食以外の方法によるも

てなしのこと。

●職務として出席した会議において）利害関係者から茶菓又ほ簡素な飲食物の提

供を受けること，若しくは,多数の者（20名程度以上）が出席する立食パーテ

ィーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受けることは，倫理規程に触れる

ことは曇い（同規程3条2項5号ないし7号参照） 。

●利害関係者であっても,私的な関係(裁判官としての身分にかかわらない関係）

がある場合には,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並｜
｜

びにその行おうとする行為の態様等により,公正な職務の執行に対する国民の疑｜
・ ’

惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り，当該利害関係者から供応

接待を受けることができる（同規程4条1項参照) ･

●自己の飲食に要する費用について自分で費用を負担するか，又は利害関係者以

外の第三者が費用を負担するのであれば,利害関係者と共に飲食することは,原

則として問題ない(同規程8条参照） 。しかし,倫理規程上問題がない場合であ

っても，事件関係者との飲食については,裁判官倫理上おのずから別論とされる’

別紙2 i
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であろう。

●地家裁所長や高裁事務局長が,調停運営協議会等の懇親会に招待されて会合に

参加する場合には,同会等の構成員に利害関係者が含まれていても,会合の趣旨・

目的に照らし，許容されることが多いであろう。
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’ （2）機演。執筆等について
の利害関係者からの講演・執筆等の依頼については，公正な職務の執行に対する

国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することとなる(倫理規程

9条1項参照） 。

この判断に際しては，利害関係者の性格（公的団体か否か等） ・利害関係の原

因となる事件の性格･依頼がなされた経緯(事件についての便宜供与等を期待し

たものと見られる事情があるか否か等） ・依頼内容（一般的な知識の提供や研修

的性格なものか否か等）等を考慮することになるが，利害関係者からの依頼は原

則的には断ることが望ましいであろう。

なお， この場合の報酬については,講演の場合1時間あたり2万円程度，執筆

I

たものと見られる事情があるか否か等） ・依頼内容（一般的な知識の提供や研修

的性格なものか否か等）等を考慮することになるが，利害関係者からの依頼は原

則的には断ることが望ましいであろう。

なお， この場合の報酬については，講演の場合1時間あたり2万円程度，執筆

１
１

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ

の場合400字あたり4000円程度を超えないことが基準とされている(同条

2項・ 12． 4． 6人能A6号倫理監督官通達参照） 。

4その他

（1） 監修料

補助金や国が支出する費用で作成される書籍等及び当該職員の属する国の機関

が過半数を買い入れる書籍等については,その監修や編さんを行ったことに対する

報酬を受けることはできない（同規程6条参照） 。

（2）倫理の保持を阻害する行為の禁止

●他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知り

ながら，その利益を受け取ったり，享受することはできない（同規程7条1項参1項参

１
１

| (2)倫理の保持を阻害する行為の禁止
｜
’ ●他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知り
ながら，その利益を受け取ったり，享受することはできない（同規程7条1項参

照） 。

i ●倫理法等に違反する疑いのある事実について，虚偽の申述をしたり，隠ぺいす

ることはできない（同規程7条2項参照） 。

｜ ・部下職員の倫理法等に違反する疑いのある事実を黙認してはいけない(同規程
7条3項参照） 。

| 以上に掲げられた倫理法,倫理規程倫理規則及び通達の参照条文のほか｡平成Ⅲ，
'年4月6日付人能A6号倫理監督官通達（最終改正：令和3年3月15日) ,同日付人

|能A7号人事局長通達(最終改正:平成Ⅳ年朔‘員)の各参照条文該当箇所を参ゞ
|にされたい｡
|略語:倫理法=国家公務員倫理法,倫理規程=国家公務員倫理規程
i 倫理規則＝裁判所職員倫理規則
L－－． －= －－－ －－－－ －－－ ＝ ～ ‐ゞ」

｜
｜

｜
ぺいす’

D

I
I
0

1
0

同規程’

’
8

』
９
４
「
巡
目
卿
叩

｜務員倫理法，倫理規程＝国家公務員倫理規程
e

所職員倫理規則 ‘且』塑喝旱畑さ＝愛野J一一 _－
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別紙 1

利害関係者該当性（倫理規則2条1号関係）一覧表

I
I

l
事件葱型 事件関係人 骸当性 該当性判断にあたって特に考慮された要素

全事件共通 事件当事者(原告･被告･申立人

相手方･被告人･被疑者･検察官

等） ．．

○

代理人‘弁護人 ○

鑑定人･通訳人 裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）×

証人 ×

閲覧謄写申請人 ×

破産事件 破産管財人 明文上裁判所の監督権がある

手続上の権利を行使する者である

事件の当事者である ，

評価人を辞めさせるのは民執法20条で準用される民訴法120条所定の命
令の取消によるもので,職権解任ではない

○

破産債権者･財団債権者 ○

執行事件 所有者 、

評価人評価人

○

×

催告に応じて届出をした債権者。

買受申出人．買受人

○

第三債務者 ○ l事件の当事者である ↓

会社更生事件 更生債権者･担保権者 手続上の権利を行使する者である

評決権等行使の場合は手続上の権禾'｣を行使する者である

明文上裁判所の監督権がある

○

株主 △

保全管理人'監督委員･嗣査委

員･管財人

○

執行官事務 執行官補助者(技術者,事務員） ×

刑事事件 公判手続に参加するときは事件の当事者被害者 △

押送担当職員 ×

保護観察官 X ザ

家事事件 不在者財産管理人･相続財産管

理人･後見人･保佐人･後見監督

人･保佐監督人･補助監督人

明文で裁判所が職権で解任できるとしている○

特別代理人｡臨時保佐人,臨時補

助人
裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定ｶﾐない(解釈上は可能）×

市役所職員‘児童相談所職員 △ i事件の申立人となるときは事件の当事者

少年事件 附添人 ○

送致した検察官等 ×

少年鑑別所職員』保護観察官･保

護司･補導委託先関係者

×

|少年院職員
L 三一|収容継続申立事件のときは事件の当事者

|審判手続に参加するときは事件の当事者

△
一
△被害者
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別紙2

利害関係者との間で禁止される行為等

禁止行為の例外

(倫理規程3条2項）

禁止行為

(倫理規程3条1項）
留意点

（第1号）

利害関係者から金銭．
物品又は不動産の購与
（せん別、祝鱸．香典又
は供花その他これらに
頬するものとしてされ

るものを含む． ）を受け
ること。

香典又

･職員の親族の葬式に際し，香典を持参した者が

職員の利害関係者である場合には,他の親族と
の関係で香典を持参したものと考えられる場

合を除き，職員が喪主であるか否かに関わら

ず,職員あての贈与が利害関係者からなされた

ものとして取り扱われる。

｡葬式の際に受付の者が職員の利害関係者に該当
するかどうかを判断することは不可能である

ため利害関係者からの香典を受け取った場合

については，葬式後他の親族との関係で香典

を持参したものと判明した場合を除き，速やか

に利害関係者に返却すれば,金銭の贈与には該
当しないものとして取り扱われる。

｡ 「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配

布するためのもの」 としてはアカレンダー，手

帳，手拭い等が該当する。

（第1号）

利害関係者から宣伝用物品又は記念品であ
って広く一般に配布するためのものの贈与を

受けること。

（第2号）

多数の者が出席する立食パーティーにおい

て，利害関係者から記念品の贈与を受けるこ
と。

，

hらにi

てされト
を受けI

･金融機関が利害関係者に骸当する場合，一顧客

として貸付けを受けることは許される。

･利害関係者である金融機関から貸付けを受ける

場合でも，無利子又は利率が著しく低く設定さ

れる場合には,財産上の利益を受けることとな

り，禁止される。

． 「利害関係者の負担により」 とは，費用負担は

利害関係者であるが，実際には第三者が貸付け
をすることをいう。

･禁止行為の例外

職員が訪問の目的を達成する上でやむを得ず

必要となるものに限定されており，例えば,裁

判所との連絡のための電話やFAXを使用す

ることが該当する。

（第4号〉
利害関係者から又は
利害関係者の負担によ
り，無償で役務の提供を
受けること．

「役務の提供」 とは，広くサービスを提供する
ことであり，例えば，ハイヤーを回してもらっ

て，移動の便宜を受けることなどが該当する。

「自動車の利用」は，山間地域の交通不便地に

赴く場合等，当該利害関係者の事務所等の周囲

の交通事情その他の事情から当該自動車の利
用が相当と認められる場合に限られる。

一一一一一
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(第2号）

利害関係者から金銭
の貸付けを受けること。

~~ざ~完,←一一・一一 ~ ~~~ ~ ‐~~ ~_ ~~~ー=一雫

（第3号）

利害関係者から又は，
利害関係者の負担によi
り，無溌で物品又は不動
産の貸付けを受けるこ
と、

（第3号）

職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される物品を使用するこ

と。

(第4号）

職務として利害関係者を訪問した際に，当該

利害関係者から提供される自動車(当該利害関
係者がその業務等において日常的に利用して
いるものに限る。 ）を利用すること。



禁止行為の例外

(倫理規程3条2項）

禁止行為

(倫理規程3条1項）
留意点

（第5号）

利害関係者から未公
開株式を臆り受けるこ
と。

（第6号）
利害関係者から供応
接待を受けること。

（第5号） ・

職務として出席した会議その他の会合におい

て，利害関係者から茶菓の提供を受けること。

（第6号）

多数の者が出席する立食パーティーにおいて，

利害関係者から飲食物の提供を受けること。

（第7‘号）

職務として出席した会議において,利害関係者
から簡素な飲食物の提供を受けること。

。 「供応」 とは，酒食をもってもてなすこと‘

「接待」 とは，酒食以外の方法により他人を

もてなすことをいう。

･湯茶，茶菓の提供は接待に該当する。

｡弁護士会等との協議会において，職員が担当

している事件の代理人が含まれていたとし

ても，一緒に飲食することができる。ただし, 」
自己の飲食に要する費用が1万円を超える

ときは, あらかじめ，倫理監督官等に届け出

なければならない。

〈第7号）
利害関係者と共に遊
技又はゴルフをするこ
と

I遊技」 とは，麻雀，パチンコ等，風俗営業法

2条1項7号及び8号に規定する「遊技」をい
う。

（第8号）

利害関係者と共に旅
行（公務のための旅行を
除く。 〉をすること。

（第9号〉

利害関係者をして,第
三者に対し前各号に掲
げる行為をさせること。
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（裁判官以外の裁判所職員の官職等）

裁判官以外の裁判所職員の主な官職には， 次のものがある。

1 裁判所書記官

最高裁から簡裁まで， どの裁判所にも配置されており，裁判所書記官が立ち会

わなければ法廷を開くことはできない。その職務は，弁論等に立ち会い，調書を

作成したり，裁判記録を保管することのほか，争点の整理を踏まえて書面や証拠

の提出を促す等の訴訟進行管理を行うことがその主たるものである

裁判所書記官になるためには，裁判所職員総合研修所入所試験に合格した上，

その研修課程を修了するか，裁判所書記官任用試験に合格することが必要であ

る。

2 裁判所事務官

各裁判所に配置され， 司法行政上の各種事務や裁判所書記官の事務補助を担当

する。裁判所事務官は，原則として，裁判所職員採用総合職試験（裁判所事務官）

・同一般職試験（裁判所事務官）のような正規の採用試験に合格して名簿に登載

された者の中から採用される6

3 裁判所速記官

各地方裁判所に配置され，裁判官の命令に従って法廷に立ち会い，証人等の供

述を速記する事務を担当する。

なお，速記官の新規の養成は， 平成10年4月以降停止された。

I

4 家庭裁判所調査官（補）

各家庭裁判所及び各高等裁判所に配置され，家事事件や少年事件の審判等に必

要な調査事務を担当する。

・ 家庭裁判所調査官になるためには，裁判所職員採用総合職試験（家庭裁判所調

査官補）に合格して採用され．，裁判所職員総合研修所に入所し･ ， その研修課程を

修了することが必要である。

5 裁判所調査官
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(1) 最高裁の裁判所調査官

下級裁判所の裁判官等が任命され， 最高裁判所の裁判官の命を受けて， 上告

事件等を解決するのに参考となる判例，学説等の調査事務を担当する。

(2) 高， 地裁の裁判所調査官

一部の高，地裁にも配置されており ， 知的財産等に関する専門知識を有する

者が任命され， 知的財産に関する争訟等について調査事務を担当する。

6 裁判所技官

各裁判所に配置されており， 営繕技官， 医師，看護師等がいる。

7 秘書官

最高裁判所長官秘書官，最高裁判所判事秘書官，高等裁判所長官秘書官があり ，

それぞれの秘書事務に従事する。

8 その他 ‘

研修所教官， 法廷警備員のほか，電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等

がいる。

9 執行官

各地方裁判所に配置され，民事執行関係の事務を担当するが，事件の当事者か

ら手数料を受ける等， 他の裁判所職員とは異なる面がある。

弘
一
届
回

(国家公務員法との関係）

国家公務員法は，国家公務員の職を‐･般職と特別職に分け，裁判所については，

裁判官も裁判官以外の裁判所職員も特別職とし， 同法の適用の対象とはしていな

い。 これは， 司法権の独立確保の観点から， 裁判官以外の裁判所職員についても

その人事行政権を一般の行政権から独立させておくものである。 しかし，裁判官

以外の裁判所職員について， その組織，職員制度が「裁判」 という目的に奉仕し

なければならないという点を除いては他の行政省庁の一般職の職員と異なる取り

扱いをする必要はなく ，他に特別の定めがなければ， 国家公務員法や一般職の職
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員の給与に関する法律（以下「給与法」 という。 ）等が準用される。

上述した職員制度について，給与法の規定する俸給表の適用という観点から分

類すると，行政職俸給表（－）準用職員としては裁判所書記官，裁判所事務官，

裁判所速記官，家庭裁判所調査官等があり，行政職俸給表（二）準用職員として

は電話交換手， 自動車運転手,守衛，庁務員等があるb こ･の外， 医療職俸給表準

用職員としては，裁判所技官（医師） ，裁判所技官（看護師）がある。，

（昇進経路）

裁判官以外の裁判所職員の昇進経路は，次に示すとおりであり， その職務内容

に応じた系統別昇進ルートが設定されている6裁判所においては，裁判部，事務

局双方の職務を経験した幅の広い知識， 見識を有する人材を育てていくことが組

織の能率的な運営上望ましいことから，昇進は裁判部と事務局相互間でも行われ

る。

〔地・家裁における職種別昇進経路〕

1 書記職（裁判所書記官）

首席書記官 ← 次席書記官 ← 主任書記官 ← 書記官

［総括主任書記官］ ［訟廷（副）管理官］ ［訟廷係長等］

［裁判員調整官］

2 速記職（裁判所速記官）

速記（副）管理官 ← 主任速記官 ← 速記官

3調査職（家庭裁判所調査官）

首席家裁調査官←次席家裁調査官←主任家裁調査官←家裁調査官←家裁調査官補

［総括主任家裁調査官］

4事務職（裁判所事務官）

事務局長←事務局次長←課長←課長補佐←係長， 主任（調査員）←事務官

［専門官］ ， ［専門職］

I

(服務）

服務の根本基準・法令及び上司の命令に従う義務・争議行為等の禁止・信用失

墜行為の禁止・秘密を守る．義務・職務に専念する義務・政治的行為の制限・・私企

SS



業からの隔離・他の事業又は事務の関与制限等

(懲戒）

免職・停職・減給・戒告

(注意）

裁判所法第80条・下級裁判所事務処理規則第21条

句

I

＄

』

ノ
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裁判官以外の裁判所職員(執行官を除く｡)の定員(令和3年度）

、

：

90

官職名等 定員（人）

書 記 官 ･9,878

速 記 官 207

家庭裁判所調査官 1,596

事 務 官
● ｡

9,392

そ の 他 728

計 21,801



男女別人員構成(令和3年度）裁判所職員の官職別

行一職員 書記官

女性

37％女性

43％

男性

57％ 男性

63％

家裁鯛査官事務官

男性
女性

46％
44％

男性

54％
女性

56％

速記官

男性

女性

100%
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最高裁人能第1472号

（人い－O7)

平成28年12月26日

(改正令和2年人能第618号）

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総長今崎幸彦

各種ハラスメントの防止等について（通達）

裁判所におけるセクシュアル・ハラスメント，妊娠，出産，育児又は介護に関す

るハラスメント及びパワー・ハラスメント （以下「各種ハラスメント」という。 ）

の防止等については，次に掲げる人事院規則等の定めるところによるほか，下記に

より取り扱ってください。

1 人事院規則10-10 (セクシュアル・ハラスメントの防止等) (以下｢規則

10-10」 という。 ）

2 平成10年11月13日付け職福－442人事院事務総長通知「人事院規則1

O-10 (セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について」 （以下｢規．

則10-10運用通知」という6 )

3人事院規則10-15 (妊娠， 出産，育児又は介護に関するハラスメンﾄの防

止等） (以下「規則10－15」 という。 ） ．

4平成28年12月1日付け職職－273人事院事務総長通知「人事院規則10

－15 （妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防止等）の運用につ

いて」 〈以下「規則10-15運用通知」 とい.5d )

団
迅
■
戸
々
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5 人事院規則10-16 (パワー・ハラスメントの防止等) (以下「規則10-

16」 という。 ）

6 令和2年4月1日付け職職－141人事院事務総長通知「人事院規貝110-1

6 （パワー・ハラスメントの防止等）の運用について」 （以下「規則10-16

運用通知」 という。 ）

記

1 各種ハラスメントの行為者等

規則10-10運用通知における「行政サービスの相手方」及び規則10-1

6運用通知における「行政サービスの利用者」には，事件関係者を含むものとす

る。

2研修

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員」 という。 ）に対す

る研修を実施する際には，各種ハラスメントの防止に関する事項を含めるものと

する。特に，新たに採用された職員及び初任の監督者（職員を監督する地位にあ

る者をいう。以下同じ。 ）に対する研修の際には， ．必ず各種ハラスメンkの防止

に関する事項を含めるものとする。また，昇任した職員（監督者となった者を除

く。 ）に対する研修の際には，必ずパワー・ハラスメントの防止に関する事項を

含めるものとする。

3 苦情相談体制等

(1)相談員の配置基準等

ア相談員の配置基準

高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所（(1)のイ及び(2)において「各裁判

所」 という。 ）は，職員からの各種ハラスメントに関する苦情の申出及び相

談（以下「苦情相談」 という。 ）に対応するため，苦情相談を受ける職員（

以下「相談員」 という。 ）を配置するなどして苦情相談を受ける体制（以下

「苦情相談体制」 という。 ）を整備する。ただし，高等裁判所所在地におい
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ては，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所が合同して，同一所在地にあ

る地方裁判所及び家庭裁判所においては，地方裁判所及び家庭裁判所が合同

して相談員を配置することができる。

イ相談員の指名

各裁判所は， 当該裁判所に勤務する職員（地方裁判所にあっては，その管

轄区域内の簡易裁判所又は検察審査会に勤務する職員を含む。以下同じ。 ）

の中から相談員を指名する。ただし，複数の裁判所が合同して相談員を配置

する場合には， 当該合同する裁判所に勤務する職員の中から指名することが

できる。相談員の指名に当たっては次の点に配慮する。

（ｱ） 相談員のうち少なくとも1人は事務局総務課長（高等裁判所，地方裁判

所及び家庭裁判所が合同して相談員を配置する場合には，高等裁判所事務

局総務課長） とする。

（ｲ） 相談員は，原則として管理職員（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判

所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年最高裁判所規則第6号)

別表の1の項第3欄第9号に規定する職制上の段階に属する課長補佐，同

表の1の項第3欄第13号に規定する職制上の段階に属する課長，同表の

2の項第3欄第4号に規定する職制上の段階に属する主任書記官及び同表

の3の項第3欄第2号に規定する職制上の段階に属する主任家庭裁判所調

査官及びこれらと同等以上の職制上の段階に属する官職を占める職員をい

う。以下同じ。 ） とする。ただし，規貝ﾘ10-10運用通知記第8条関係

第2項第3号，規貝I10-15運用通知記第8条関係第2項第3号及び規

則10-16運用通知記第8条関係第2項第4号の定めに適合する相談員

の確保が困難な場合には,管理職員以外の職員としても差し支えない。

ウ相談員の人数

高等裁判所（地方裁判所及び家庭裁判所と合同して相談員を配置する場合

を含む。 ）においては5人以上とし， イの(ｱ)に定める相談員を除いて男性及

』
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び女性それぞれ2人以上とする。

地方裁判所及び家庭裁判所（同一所在地において合同して相談員を配置す

る場合を含む。 ）においては3人以上とし， イの㈱に定める相談員を除いて

男性及び女性それぞれ1人以上とする。

（2） 苦情相談体制の通知

各裁判所は， 当該裁判所に勤務する職員に対し，苦情相談体制を書面等適宜

の方法により通知するものとする。

（3） 苦情相談の申出

ア職員は， 当該職員が勤務する裁判所（簡易裁判所又は検察審査会に勤務す

る職員については， 当該簡易裁判所又は当該検察審査会の所在地を管轄する

地方裁判所をいう。 ）の相談員， 当該裁判所を管轄する高等裁判所の相談員

及び最高裁判所の相談員（別に定める相談員に限る。 ）のいずれに対しても，

苦情相談を行うことができる。

イ職員は，面談， メール，電話手紙等の方法により苦情相談を行うこどが

できる。

／ （4） 苦情相談への対応

ア相談員は，各種ハラスメントを受けたとする職員，各種ハラスメントを行

ったとされる職員又は第三者からの事実関係等の聴取， 関係する職員に対す

る指導及び助言， 当事者間のあっせん等を自ら行うとともに，関係する職員

に対し各種ハラスメントに起因する問題の解決のための指導等を要請するこ

とにより, 当該問題を迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。

この場合には，規則10-10運用通知別紙第2 「セクシュアル・ハラス

メントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針

」 ）規則10-15運用通知別紙第2 「妊娠，出産，育児又は介護に関する

ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について

＃

．

の指針」及び規則10-16運用通知別紙第2 「パワー・ハラスメントに関
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I

する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針」に留意し

なければならない。 ，

イ苦情相談への対応に当たっては，関係者のプライバシー，名誉その他の人

権の尊重に配慮するとともに，知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

付記

この通達は，平成29年1月1日から実施する。

付記

1 この通達は，令和2年6月1日から実施する。

2 この通達の実施前に行われた相談員の指名は， この通達による改正後の平成2

8年12月26日付け最高裁人能第1472号事務総長通達「各種ハラスメント

、
拶
々
千

の防止等について」によって行われたものとみなす。

＃
'‘
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平成十年人事院規則一○一一○

人事院規則一○一一○(セクシュアル･ハラスメントの防止等）

人事院は､国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき､ｾｸｼｭｱﾙ。
ハラスメントの防止等に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨）

第一条この規則は､人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率

の発揮を目的として､セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並び

にセクシュアル｡ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための

措置に関し､必要な事項を定めるものとする。

(定義） ．

第二条この規則において､次の各号に掲げる用語の意義は､当該各号に定めると

ころによる。 ．

－セクシュアル･ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び

職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

二セクシュアル｡ハラスメントに起因する問題セクシュアル･ハラスメントのため職

員の勤務環境が害されること及びセクシュアル･ハラスメントヘの対応に起因して職

員がその勤務条件につき不利益を受けること

(人事院の責務）

第三条人事院は､セクシュアル･ハラスメントの防止等に関する施策についての企

画立案を行うとともに､各省各庁の長がセクシュアル･ハラスメントの防止等のために

実施する措置に関する調整､指導及び助言に当たらなければならない。

(各省各庁の長の責務）
第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確
保するため､セクシュアル･ハラスメントの防止及び排除に関し､必要な措置を講ずる

とともに､セクシュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては､必要

な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2各省各庁の長は､当該各省各庁に属する職員が他の各省各庁に属する職員(以

下｢他省庁の職員｣という｡)からセクシュアル･ハラスメントを受けたとされる場合に

は､当該他省庁の職員に係る各省各庁の長に対し､当該他省庁の職員に対する調

査を行うよう要請するとともに､必要に応じて当該他省庁の職員に対する指導等の対

応を行うよう求めなければならない｡この場合において､当該調査又は対応を行うよ

う求められた各省各庁の長は､これに応じて必要と認める協力を行わなければならな
い。

3各省各庁の長は､セクシュアル，ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に

係る調査への協力その他セクシュアル･ハラスメントに対する職員の対応に起因して

当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務）

第五条職員は､セクシュアル･ハラスメントをしてはならない。

2職員は､次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3職員を監督する地位にある者(以下｢監督者｣という｡)は、良好な勤務環境を確保

するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル･ハラスメントの防止及び排

Ｉ

；
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除に努めるとともに､セクシュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、

迅速かつ適切に対処しなければならない。

（職員に対する指針）

第六条人事院は4セクシュアル･ﾊﾗｽﾒﾝﾄをなくするために職員が認識すべき事
項について､指針を定めるものとする｡

2各省各庁の長は､職員に対しき前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

（研修等） ． 、

第七条各省各庁の長は､ｾｸｼｭｱﾙ?ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等のため､職員の意識
の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2各省各庁の長は､セクシュアル･ハラスメントの防止等のため､職員に対し､研修

を実施しなければならない｡この場合において､特に､新たに職員となった者にセクシ
ュアル．ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに監

督者となった職員その他職責等を考慮して人事院が定める職員にセクシュアル･ハラ

スメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意
するものとする。
3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導
に当たるとともに､自ら実施することが適当と認められるセクシュアル･ハラスメントの

防止等のための研修について計画を立て､その実施に努めるものとする。

(苦情相談への対応）

第八条各省各庁の長は､人事院の定めるところにより､セクシュアル･ハラスメント

に関する苦情の申出及び相談(以下『苦情相談｣という｡)が職員からなされた場合に

対応するため苦情相談を受ける職員(以下｢相談員｣というd)を配置し､相談員が苦
情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。

この場合において､各省各庁の長は､苦情相談を受ける体制を職員に対して明示す
るものとする。

2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当
事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものと

する｡この場合において､相談員は､次条第一項の指針に十分留意しなければなら

ない6

3職員は､相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行う

ことができる｡この場合において､人事院は､苦情相談を行った職員等から事情の聴
取を行う等の必要な調査を行い､当該職員等に対して指導､助言及び必要なあっせ

ん等を行うものとする。 、

4人事院は､職員以外の者であって職員からセクシュアル･ハラスメントを受けたと
思料するものからの苦情相談を受けるものとし､当該苦情相談の迅速かつ適切な処

理を行わせるため､人事院事務総局の職員のうちから､当該苦情相談を受けて処理
する者をセクシュアル｡ハラスメント相談員として指名するものとする｡この場合におい

て､当該苦情相談の処理については､規則一三一五(職員からの苦情相談〉第四条

(第三項を除く｡)から第九条までの規定の例による｡
(苦情相談に関する指針）

第九条人事院は､相談員がセクシュアル･ハラスメントに関する苦情相談に対応す

るに当たり留意すべき事項について､指針を定めるものとする。

忍
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各省各庁の長は､相談員に対し､前項の指針の周知徹底を図らなければならな2各省省庁の長は､相談員に対し､削項の脂針の周知慨Ig

い6

附則

この規則は､平成十一年四月一日から施行する。

附則（平成一九年二月九日人事院規則一○一一○一一）

この規則は､平成十九年四月一日から施行する。

附則（平成三一年四月一日人事院規則一○一一○一二）

この規則は､公布の日から施行する。

附貝リ(令和二年四月一日人事院規則一○一一○一三）

この規則は､令和二年六月一日から施行する。 I

、
州
い
■
■
毎
夕
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人事院規貝ﾘ10－10(セクシュアル･ハラスメントの防止等)の運用について

(平成10年11月13日職福～442)

(人事院事務総長発）

最終改正:令和2年4月1日職職－142

標記について下記のとおり定めたので､平成11年斗月1日以降は､これによってく

ださい。

記

第1条関係

「セクシュアル･ハラスメントの防止及び排除｣とは､セクシュアル･ハラスメントが行

われることを未然に防ぐとともに池ｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄが現に行われている場
合にその行為を制止し､及びその状態を解消することをいう。
第2条関係

1 この条の第1号の｢他の者を不快にさせる｣とは､職員が他の職員を不快にさせ
ること､職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせること

及び職員以外の者が職員を不快にさせることをいう。

2この条の第1号の｢職場｣とは､職員が職務に従事する場所をいい､当該職員が

通常勤務している場所以外の場所も含まれる。

Sこの条の第1号の『性的な言動｣とは､性的な関心や欲求に基づく言動をいい、

性別Iこより役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏
見に基づく言動も含まれる。 ‘

4この条の第2号の『ｾｸｼｭｱﾙ｡ﾊﾗｽﾒﾝﾄのため職員の勤務環境が害される
こと｣とは､職員が､直接又は間接的にｾｸｼｭｱﾙらﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けることによ
り､職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当

該職員の勤務環境が不快なものとなることをいう。
らこの条の第2号の｢セクシュアル・ハラスメントへの対応｣とは､職務上の地位を

利用した交際又は性的な関係の強要等に対する拒否､抗議､苦情の申出等の行

為をいう。

eこの条の第2号の｢勤務条件につき不利益を受けること｣とは､昇任､配置換等

の任用上の取扱いや昇格､昇給､勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不利益

を受けることをいう。

第4条関係

1各省各庁の長の責務には､次に掲げるものが含まれる。

一セクシュアル･ハラスメントの防止等に関する方針《具体的な対策等を各省庁

において部内規程等の文害の形で取りまとめ､職員に対して明示すること｡
二セクシュアル･ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか､又はそ

のおそれがないか､勤務環境に十分な注意を払うこと｡
三ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する苦情相談があった場合に､その内容に応
じて､迅速かつ適切な解決を図ること。
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四セクシュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合には､再発防止に向

けた措置を講ずること。

五職員に対して､セクシュアル･ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に

係る調査への協力その他ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに対する職員の対応に起因
して当該職員が職場において不利益を受けないことを周知すること。

2この条の第3項の｢不利益｣には､勤務条件に関する不利益(昇任､配置換等の

任用上の取扱い､昇格､昇給､勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益

をいう｡)のほか､同僚等から受ける誹誇や中傷など職員が受けるその他の不利

益が含まれる。

第5条関係

この条の第3項の｢職員を監督する地位にある者｣には､他の職員を事実上監督

していると認められる地位にある者を含むものとする。

第6条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は､別紙第1のとおりとする。

第7条関係

1この条の第1項の｢職員の意識の啓発及び知識の向上｣を図る方法としては､パ

ンフレット､ポスタ一等の啓発資料の配布､掲示又はイントラネットへの掲載､職員

の意識調査の実施等が挙げられる。

2この条の第2項の｢研修｣の内容には､性的指向及び性自認に関するものを含

めるものとする。

sこの条の第2項の｢人事院が定める職員｣は､次に掲げる職員とする。
一新たに一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1

1指定職俸給表の適用を受けることとなった職員

二新たに本省庁に属する官職のうち課長又はこれと同等の官職を占めることと

なった職員

4この条の第2項の｢求められる役割及び技能｣には､監督者がセクシュアル･ハ

ラスメントに関する苦情相談に適切に対応するために必要な知識等が含まれる。

第8条関係

1苦情相談は､セクシュアル･ハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限

らず､次のようなものも含まれる。

－他の職員がセクシュアル･ハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員

からの苦情の申出

二他の職員からセクシュアル･ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員から

の相談

三部下等からセクシュアル･ハラスメントに関する相談を受けた監督者からの相

談

2この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については､次に定めるところ

による。

一本省庁(府､省又は外局として置かれる庁の内部部局その他これに相当する

行政機関の部局をいう｡)及び管区機関(数府県の地域を管轄区域とする相当

の規模を有する地方支分部局その他これに相当する行政機関の部局をいう｡）

においては､それぞれ複数の相談員を置くことを基準とし､その他の機関におい
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ても､セクシュアル･ハラスメントに関する職員からの苦情相談に対応するために

必要な体制をその組織構成､各宮署の規模等を勘案して整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は､苦情相談を行う職員の属する課の長に対する
指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充てるもの
とする｡

三苦情相談には､苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよう

な体制を整備するよう努めるものとする。
四ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄは､妊娠､出産､育児若しくは介護に関するハラスメ
ント(人事院規貝ﾘ10-15(妊娠､出産育児又は介護に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄの防
止等)第2条に規定する妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントをいう。

‘以下同じ｡)又はパワー･ハラスメント(人事院規則10-16(パワーハラスメント

の防止等)第2条に規定するパワ寺･ハラスメントをいう｡)と複合的に生じることも

想定されることからも妊娠､出産､育児又は介護に閏するﾊﾗｽﾒﾝﾄ等に関する
苦情相談を受ける体制と一体的に､ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する苦情相談
を受ける体制を整備するなど､一元的に苦情相談を受けることのできる体制を整

備するよう努めるものとする。

s各省各庁の長は‘相談員に対し､責任を持って苦情相談'二対応するよう指導を
徹底するとともに､苦情相談に関する知識､技能等を向上させるため､相談員に

対する研修等を実施し､又は相談員を人事院の研修等に参加させるよう努めるも

のとする。

4この条の第3項の｢苦情相談を行った職員等｣には､他の職員からセクシュアル・
ハラスメントを受けたとする職員､他の職員に対しセクシュアル･ハラスメントをした
とされる職員その他の関係者が含まれる｡

第9条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙第2のとおりとする。

以 上

鈷
鉛
日
竜
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別紙第1

セクシュアル･ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項についての指

針

第1セクシュアルqハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項

1意識の重要性

セクシュアル･ﾊﾗｽﾒﾝﾄをしないようにするためには､職員の一人一人が､次
の事項の重要性について十分認識しなければならない。

一お互いの人格を尊重しあうこと。

二お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。

三相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。

四女性を劣った性として見る意識をなくすこと。

2基本的な心構え

職員は､セクシュアル･ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなけ

ればならない6

－性に関する言動に対する受け止め方には個人間で差があり､セクシュアル・

ハラスメントに当たるか否かについては､相手の判断が重要であること。

具体的には､次の点について注意する必要がある。

(1)親しさを表すつもりの言動であったとしても､本人の意図とは関係なく相手を

不快にさせてしまう場合があること。

(2)不快に感じるか否かには個人差があること。

(3)この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。

(4)相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。

二相手が拒否し､又は嫌がっていることが分かった場合には､同じ言動を決して

繰り返さないこと。

三セクシュアル･ハラスメントであるか否かについて､相手からいつも意思表示が

あるとは限らないこと。

セクシュアル･ハラスメントを受けた者が､職場の人間関係等を考え､拒否する

ことができないなど､相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないことを

十分認識する必要がある。

四職場におけるセクシュアル･ハラスメントにだけ注意するのでは不十分である

こと。

例えば､職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場におい

て､職員が他の職員にセクシュアル･ハラスメントを行うことは､職場の人間関係
を損ない勤務環境を害するおそれがあることから､勤務時間外におけるセクシュ

アル･ハラスメントについても十分注意する必要がある。

五職員間のセクシュアル･ハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。

行政サービスの相手方など職員がその職務に従事する際に接することとなる

職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との関

係にも注意しなければならない。

Sセクシュアル･ハラスメントになり得る言動
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セクシュアル･ハラスメントになり得る言動として､例えば､次のようなものがあ

る。

一職場内外で起きやすいもの

(1)性的な内容の発言関係

ア性的な関心､欲求に基づくもの

①ス'ノーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。

②聞くに耐えない卑濃な冗談を交わすこと。

③体調が悪そうな女性に『今日は生理日か｣､『もう更年期か｣などと言うこ

と。

④性的な経験や性生活について質問すること。

⑤性的な噂を立てたり､性的なからかいの対象とすること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

①「男のくせに根性がない｣､｢女には仕事を任せられない｣､｢女性は職場

の花でありさえすればいい｣などと発蕾すること。
②「男の子､女の子｣､｢僕､坊や､お嬢さん｣､｢おじさん､おばさん｣などと人
格を認めないような呼び方をすること。
③性的指向や性自認をからかいやいじめの対象としたり､性的指向や性自
認を本人の承諾なしに第三者に漏らしたりすること。

(2)性的な行動関係
ア性的な関心､欲求に基づくもの ・

①ヌードポスター等を職場に貼ること。
②雑誌等の卑猩な写真･記事等をわざと見せたり､読んだりすること。

③身体を執勘に眺め回すこと。

④食事やデートにしつこく誘うこと。

⑤性的な内容の電話をかけたり､性的な内容の手紙･Eメールを送ること。

⑥身体に不必要に接触すること。

⑦浴室や更衣室等をのぞき見すること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

女性であるというだけで職場でお茶くみ､掃除､私用等を強要すること。

二主に職場外において起こるもの
ア性的な関心､欲求に基づくもの

性的な関係を強要すること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

①カラオケでのデュエットを強要すること6

②酒席で､上司の側に座席を指定したり､お酌やチークダンス等を強要する

①カラオケでのデュエットを強要すること6

②酒席で､上司の側に座席を指定したり､お酌やチークダンス等を強要する
こと。

懲戒処分

セクシュアル･ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為､国民全体の奉仕

者たるにふさわしくない非行などに該当して､懲戒処分に付されることがある。

2職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために認識すべき事項

4

第2
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勤務環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいこと

から､セクシュアル･ハラスメントにより勤務環境が害されることを防ぐため､職員

は､次の事項について､積極的に意を用いるように努めなければならない。

1職場内のセクシュアル･ハラスメントについて問題提起する職員をいわゆるトラブ

ルメーカーと見たり､セクシュアル･ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的

な問題として片づけないこと。 、
職場におけるミーティングを活用することなどにより解決することができる問題に

ついては､問題提起を契機として､良好な勤務環境の確保のために皆で取り組む

ことを日頃から心がけることが必要である。

2職場からセクシュアル･ハラスメントに関する問題の行為者や被害者を出さない

ようにするために､周囲に対する気配りをし､必要な行動をとること。

具体的には､次の事項について+分留意して必要な行動をとる必要がある。
一セクシュアル･ハラスメントが見受けられる場合は､職場の同僚として注意を促

すこと。

セクシュアル･ハラスメントを契機として､勤務環境に重大な悪影響が生じたりし

ないうちに､機会をとらえて職場の同僚として注意を促すなどの対応をとることが

必要である。

二被害を受けていることを見聞きした場合には､声をかけて相談に乗ること。

被害者は｢恥ずかしい｣､「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない｣など

との考えから､他の人に対する相談をためらうことがある｡被害を深刻にしない

ように､気が付いたことがあれば､声をかけて気軽に相談に乗ることも大切であ

る。

3職場においてセクシュアル･ハラスメントがある場合には､第三者として気持ちよ

く勤務できる環境づくりをする上で､上司等に相談するなどの方法をとることをため

らわないこと。

第3セクシュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれ
る事項

1基本的な心構え

職員は､セクシュアル･ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないため

に､次の事項について認識しておくことが望まれる。

一一人で我慢しているだけでは､問題は解決しないこと。

セクシュアル･ハラスメントを無視したり､受け流したりしているだけでは､必ずし

も状況は改善されないということをまず認識することが大切である。

二セクシュアル･ハラスメントに対する行動をためらわないこと。

「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない｣､｢恥ずかしい｣などと考えが

ちだが､被害を深刻なものにしない､他に被害者をつくらない､さらにはセクシュ

アル･ハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではなく良い勤務環境の形成に

重要であるとの考えに立って､勇気を出して行動することが求められる。

2セクシュアル･ハラスメントによる被害を受けたと思うときに望まれる対応

職員はセクシュアル･ハラスメントを受けた場合､次のような行動をとるよう努め

ることが望まれる。

一嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。
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セクシュアル･ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること､すなわち、はっ

きりと自分の意思を相手に伝えることが重要である｡直接相手に言いにくい場合

には､手紙等の手段をとるという方法もある。

二信頼できる人に相談すること。

まず､職場の同僚や矢ﾛ人等身近な信頼できる人に相談することが大切である。
各職場内において解決することが困難な場合には､内部又は外部の相談機関

に相談する方法を考える｡なお､相談するに当たっては､セクシュアル･ハラスメ

ンﾄが発生した日時､内容等について記録しておくことが望ましい。
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別紙第2

セクシュアル･ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事

項についての指針

第1基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては､相談員は次の事項に留意する

必要がある。

1被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持

つこと。

2事態を悪化させないために､迅速な対応を心がけること。

s関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに､知り得た秘密

を厳守すること。

第2苦情相談の事務の進め方

1苦情相談を受ける際の相談員の体制等

一苦情相談を受ける際には､原則として2人の相談員で対応すること。

二苦情相談を受けるに当たっては､苦情相談を行う職員(以下｢相談者』とい

う｡)の希望する性の相談員が同席するよう努めること。
三相談員は､苦情相談に適切に対応するために､相互に連携し､協力すること。
四実際に苦情相談を受けるに当たっては､その内容を相談員以外の者に見聞さ

れないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては､次の事項に留意する必要があ

る。

一相談者の求めるものを把握すること。

将来の言動の抑止等､今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもので
あるのか､又は喪失した利益の回復､謝罪要求等過去にあった言動に対する対

応を求めるものであるのかについて把握する。

二どの程度の緊急性があるのかについて把握すること。

相談者の心身の状態等に鑑み､苦情相談への対応に当たりどの程度の緊急

性があるのかを把握する。

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

特に相談者が被害者の場合､セクシュアル.ハラスメントを受けた心理的な影

響から必ずしも理路整然と話すとは限らない｡むしろ脱線することも十分想定さ

れるが､事実関係を把握することは極めて重要であるので､忍耐強く聴くよう努
める｡また､相談員自身の評価を差し挟むことはせず､相談者の心情に配慮し、

その主張等を丁寧に聴き､相談者が認識する事実関係を把握することが必要で

ある。

四事実関係については､次の事項を把握すること。

（1）当事者(セクシュアル･ハラスメントの被害者及び行為者とされる者)間の関

係

(2)問題とされる言動が､いつ､どこで､どのように行われたか。 ．

(3)相談者は､行為者とされる者に対してどのような対応をとったか。
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(4)監督者等に対する相談を行っているか。

なお､これらの事実を確認する場合､相談者が主張する内容については､当事
者のみが知り得るものか､又は他に目撃者はいるのかを把握する。
五聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充ができ
るので､聴取事項を書面で示したり､復唱したりするなどして相談者に確認する｡
六聴取した事実関係等については､必ず記録して保存しておくとともに､当該記

録を厳重に管理すること。

3行為者とされる者からの事実関係等の聴取

－原則として､行為者とされる者から事実関係等を聴取する必要がある｡ただ

し､セクシュアル,ハラスメントが職場内で行われ比較的軽微なものであり、対応

に緊急性がない場合などは､監督者の観察又は指導による対応が適当な場合

も考えられるので､その都度適切な方法を選択して対応する｡

二行為者とされる者から事実関係等を聴取する場合には､行為者とされる者に

対して十分な弁明の機会を与える。

三行為者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては､その主張に真撃
に耳を傾け丁寧に話を聴く､聴取した事実関係等を行為者とされる者に確認す

るなど､相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし､適切に対

応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

職場内で行われたとされるｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄについて当事者間で事実
関係に関する主張に不古致があり､事実の確罷が十分にできないと認められる場

合などは､第三者から事実関係等を聴取することも必要である。
この場合､相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にしも適切に

対応する。

5相談者に対する説明 、

苦情相談に関し､具体的にとられた対応については､相談者に説明する6

第3問題処理のための具体的な対応例

相談員が､苦情相談に対応するに当たっては､ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関して
相当程度の知識を持君個々の事例に即して柔軟に対応することが基本となること

は言うまでもないが､具体的には､事例に応じて次のような対処が方策として考えら
れる。

1ｾｸｼｭｱﾙ｡ﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けたとする職員からの苦情相談
一職員の監督者等に対し､行為者とされる者に指導するよう要請するも

（例）

職場内で行われるセクシュアル･ハラスメントのうち､その対応に緊急性がない

と判断されるものについては､職場の監督者等に状況を観察するよう要請し､行
為者とされる者の言動のうち問題があると認められるものを適宜注意させる。

二行為者に対して直接注意する。
.(例）

性的なからかいの対象にするなどの行為を頻繁に行うことが問題にされている

場合において、行為者は親しみの表現として発言等を行っており､それがセクシ
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ユアル･ハラスメントであるとの意識がない場合には､相談員が行為者に対し､そ

′の行動がセクシュアル｡ハラスメントに該当することを直接注意する。

三被害者に対して指導､助言をする。

（例）

職場の同僚から好意を抱かれ食事やデートにしつこく誘われるが､相談者がそ

れを苦痛に感じている場合については､相談者自身が相手の職員に対して明確

に意思表示をするよう助言する。

四当事者間のあっせんを行う。

（例）

被害者がセクシュアル・ハラスメントを行った行為者に謝罪を求めている場合

において､行為者も自らの言動について反省しているときには､被害者の要求を

行為者に伝え､行為者に対して謝罪を促すようあっせんする。

五人事上必要な措置を講じるため､人事当局との連携をとる。

（例）

セクシュアル･ハラスメントの内容がかなり深刻な場合で被害者と行為者とを同

じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合などには､人事当局との

十分な連携の下に当事者の人事異動等の措置をとることも必要となる。

之セクシュアル･ハラスメントであるとの指摘を受けたが納得がいかない旨の相談
（例）

昼休みに自席で週刊誌のグラビアのヌード写真を周囲の目に触れるように眺め

ていたところ､隣に座っている同僚の女性職員から､他の職員の目に触れるのは

セクシュアル｡ハラスメントであるとの指摘を受けたが､納得がいかない旨の相談

があった場合には､相談者に対し､周囲の職員が不快に感じる以上はセクシュア

ル｡ハラスメントに当たる旨注意喚起をするb

e第三者からの苦情相談

（例）

同僚の女性職員がその上司から性的なからかいを日常的に繰り返し受けている

のを見て不快に思う職員から相談があった場合には､同僚の女性職員及びその

上司から事情を聴き､その事実がセクシュアル・ハラスメントであると認められる場

合には､その上司に対して監督者を通じ､又は相談員が直接に注意を促す。

（例）

非常勤職員に執勘につきまとったり､その身体に不必要に触る職員がいる

が､非常勤職員である本人は､立場が弱いため苦情を申し出ることをしないよ
うな場合について第三者から相談があったときには､本人から事情を聴き､事

実が認められる場合には､本人の意向を踏まえた上で､監督者を通じ､又は相
談員が直接に行為者とされる者から事情を聴き､注意する。
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平成三十八年人事院規則一○一一五

人事院規則一○一一五(妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの防止等）

人事院は､国家公務員法に基づき､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの防

止等に関し次の人事院規則を制定する6

（趣旨）

第一条この規則は､人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率の発揮

を目的として､妊娠､出産､育児又は介護に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止のための措置及び
妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切i二対応するための措
置に関し､必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第二条この規則において､｢妊娠4出産､育児又は介護に関するハラスメント｣とは､職場

における次に掲げるものをいう｡

－職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害される

こと。

イ妊娠したこと。

ロ出産したこと｡

ハ妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなか

ったこと又は能率が低下したこと。

二不妊治療を受けること｡

二職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動

により当該職員の勤務環境が害されることd

イ規貝ll一○一七(女子職員及び年少職員の健康､安全及び福祉)第三条第一項の
規定により妊嘱出産､哺育等に有害な業務に就かせないこと。
口規則一○一七第四条の規定により深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間

における勤務をさせないこと。

ハ規則一○一七第五条の規定による保健指導又は健康診査を受けるため勤務しな
いこと。

二規則一○一七第六条第一項の規定により業務を軽減し､又は他の軽易な業務に

就かせること。

ホ規則一○一七第六条第二項の規定による休息し､又は補食するため勤務しない

こと。

へ規則一○一七第七条の規定による正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて
勤務しないこと。

卜規則一五一一四(職員の勤務時間､休日及び休暇)第二十二条第一項第五号の
二又は規則一五一一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第九号
の規定による不妊治療に係る通院等のための休暇

チ規則一五一一四第二十二条第一項第六号又は規則字五一一五第四条第一項第

十号の規定による六週間(多胎妊娠の場合にあっては､十四週間)以内に出産する

予定である場合の休暇

リ規則一五一一四第二十二条第畠項第七号又は規則一五一一五第四条第一項第
十一号の規定による出産した場合の休暇

ヌ規則一五一一四第二十二条第一項第八号又は規則一五一一五第四条第二項第

一号の規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇

ル規則一五一一四第二十二条第一項第九号又は規則一五一一五第四条第一項第
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十二号の規定による妻の出産に伴う休暇

ヲ規則一五一一五第四条第二項第七号の規定による保健指導又は健康診査に基

づく指導事項を守るための休暇

ワイからヲまでに掲げるもののほか､人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又

は措置

三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当
該職員の勤務環境が害されること。

イ育児休業法第三条第一項に規定する育児休業

ロ育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務
ハ育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間

二勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け､及び勤務時間を割り振る
こと。

ホ規則一○一一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び

超過勤務の制限)第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。

ヘ規則一○一一－第六条の規定により深夜勤務をさせないこと。

卜規則一○一一一第九条又は第十条の規定により超過勤務をさせないこと。

チ規則一五一一四第二十二条第一項第十号又は規貝1－五一一五第四条第一項第
十三号の規定による子の養育のための休暇

リ規則一五一一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五一一五第四条第二項
第二号の規定による子の看護のための休暇

ヌイからﾘまでに掲げるもののほか､人事院の定める育児に関する制度又は措置
四職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当

該職員の勤務環境が害されること。

イ勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け､及び勤務時間を割り振るこ

と。

口勤務時間法第二十条第一項に規定する介護休暇又は規則一五一一五第四条第

二項第四号の規定による要介護者の介護をするための休暇

ハ勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介護時間又は規則一五一一五第四

条第二項第五号の規定による要介護者の介護をするための休暇

二規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第三条の規定によ

り早出遅出勤務をさせること。
ホ規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第六条の規定によ

り深夜勤務をさせないこと。

ヘ規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第九条又は第十条

の規定により超過勤務をさせないこと。

卜規則一五一一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五一一五第四条第二項

第三号の規定による要介護者の世話を行うための休暇

チイからﾄまでに掲げるもののほか､人事院の定める介護に関する制度又は措置

（人事院の責務）

第三条人事院は､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠､出

産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応(以下｢妊娠､出産､育児又は

介護に関するハラスメントの防止等｣という｡)に関する施策についての企画立案を行うとと

もに､各省各庁の長が妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために

実施する措置に関する調整､指導及び助言に当たらなければならない。
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（各省各庁の長の責務）

第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保す

るため､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し､必要な措置を講ず

るとともに､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては､必
要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2各省各庁の長は､当該各省各庁に属する職員が他の各省各庁に属する職員(以下｢他

省庁の職員｣という6)から妊娠､出産､育児又は介護に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄを生じさせる言
動を受けたとされる場合には､当該他省庁の職員に係る各省各庁の長に対し､当該他省

庁の職員に対する調査を行うよう要請するとともに､必要に応じて当該他省庁の職員に対

する指導等の対応を行うよう求めなければならない6この場合において､当該調査又は対

応を行うよう求められた各省各庁の長は､これに応じて必要と認める協力を行わなければ

ならない。

3各省各庁の長は､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申

出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメン

トが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることが
ないようにしなければならない。 、

（職員の責務）

第五条職員は､妊娠､出産､育児又は介護に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄを生じさせる言動をして
はならない。

2職員は､次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない｡

3職員を監督する地位にある者(以下｢監督者｣という｡)は､良好な勤務環境を確保する

ため､日常の執務を通じた指導等により妊娠､出産､育児又は介護に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄの
防止に努めるとともに､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には

、迅速かつ適切に対処しなければならない｡

(職員に対する指針） ､

第六条人事院は､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員
が認識すべき事項について､指針を定めるものとする。

室各省各庁の長は､職員に対し､前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

（研修等）

第七条各省各庁の長は､妊蛎出産､育児又は介護に関するハラスメントの防止等のた

めも職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2各省各庁の長は、妊娠､出産へ育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため､職

員に対し､研修を実施しなければならないbこの場合において､特に､新たに職員となった

者I=妊娠､出産､育児又は介護に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する基本的な事項について理解
させること並びに新たに監督者となった職員に妊娠､出産､育児又は介護に関するハラス

メントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するも

のとする。

3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当

たるとともに､自ら実施することが適当と認められる妊娠､出産､育児又'土介護に関するハ
ラスメントの防止等のための研修について計画を立て､その実施に努めるものとする。 ．

（苦情相談への対応) ’
第八条各省各庁の長は､人事院の定めるところにより､妊娠､出産､育児又は介護に関

するハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下｢苦情相談｣という｡)が職員からなさ

れた場合に対応するため､苦情相談を受ける職員(以下｢相談員｣という｡)を配置し《相談
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員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない

｡この場合において､各省各庁の長は､苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するも

のとする。

2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に

対する助言等により､当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする｡この場
合において､相談員は､次条第一項の指針に十分留意しなければならない。

s職員は､相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行うことが
できる｡この場合において､人事院は､苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等

の必要な調査を行い､当該職員等に対して指導､助言及び必要なあっせん等を行うものと

する。

（苦情相談に関する指針）

第九条人事院は､相談員が妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに関する苦

情相談に対応するに当たり留意すべき事項について､指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は､相談員に対し､前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

附則．

(施行期日）

1 この規則は､平成二十九年一月一日から施行する。

(人事院規則二一三の一部改正）

2人事院規則二一三(人事院事務総局等の組織)の一部を次のように改正する。

第二十条第一項第八号中｢セクシュアル･ハラスメントJの下に｢及び妊娠出産､育児又

は介護に関するハラスメント｣を加える。

附貝リ （令和二年四月一日人事院規則一○一一五一一）

この規則は､令和二年六月一日から施行する。

附則(令和三年一二月一日人事院規則一○一一五一二）

この規則は､令和四年一月一日から施行する。
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人事院規則10-15(妊娠､出産､育児又は介瞳に関するハラスメントの防止等>の
運用について

(平成29年12月1日職職-2ﾌS)
(人事院事務総長発）

最終改正:令和3年12月1日職職-379

標記について下記のとおり定めたので､平成29年1月1日以降は､これによって〈
も

ださい。

記

第2条関係

1この条で定義する｢妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメント｣については、

職員の上司（当該職員を事実上監督していると認められる者及び当該職員の人事

に関する行為に関与する者も含まれる｡以下同じ｡)又は同僚(当該職員と共に日常

の執務を行う者(部下を含む｡)をいう6以下同じ｡)の言動によるものが該当する｡ま
た､この条に規定するものであっても､業務分担や安全配慮等の観点から､客観的
にみて､業務上の必要性に基づく言動によるものは該当しない｡

2この条の｢職場｣とは、職員が職務に従事する場所をいい､当該職員が通常勤務

している場所以外の場所及び懇親の場等であって当該職員の職務と密接に関連す
るものも含まれる。

sこの条の第'号ﾊの｢妊娠又は出産に起因する症状｣とは､つわ叺妊娠悪阻､切
迫流産､出産後の回復不全等､妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる

症状をいう。

4この条の第2号ワの｢人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置｣は､

｢職員の勤務時間休日及び休暇の運用について(平成6年ﾌ月2フ曰職職-328)」

(以下｢勤務時間等関係運用通知｣という｡)第eの第5項(5)の規定により休憩時間を
短縮すること(『人事院規則15－15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用につ
いて.(平成6年ﾌ月27日職職-32g)j(以下｢規則15－15運用通知｣という｡)第2

条関係第2項の規定により準じて取り扱う場合を含む｡)とする｡

sこの条の第3号ヌの｢人事院の定める育児に関する制度又は措置｣は､勤務時間

等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により子の養育のため休憩時間を延長するこ

と及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(1)又は(2)の規定により休憩時間を短

縮すること(規則15-15運用通知第2条関係第2項の規定によりそれぞれに準じて

取り扱う場合を含む｡）とする。

eこの条の第4号チの｢人事院の定める介護に関する制度又は措置｣は､勤務時間

等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により要介護者の介護のため休憩時間を延

長すること及び勤務時間等関係運用通知第Gの第5項(3)の規定により休憩時間を短

縮すること(規則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によりそれぞれに準じて

取り扱う場合を含む｡)とする。
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7妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに該当する典型的な例としては、

次に掲げるものがある｡この場合において､これらは､限定列挙ではないことには留

意するものとする。

一職員が､妊娠等をしたこと(この条の第1号に掲げる事由をいう｡以下同じ｡)又

は制度等の利用(この条の第2号から第4号までに掲げる制度又は措置の利用

をいう｡以下同じ｡)の請求等をしたい旨を上司に相談したこと､制度等の利用の
請求等をしたこと若しくは制度等の利用をしたことにより､上司が当該職員に対

し､昇任､配置換等の任用上の取扱い､昇格､昇給､勤勉手当等の給与上の取

扱い等に関し､不利益を受けることを示唆すること。

二次の(1)から(4)までに掲げる言動により､制度等の利用の請求等又は制度等の

利用を阻害すること(客観的にみて阻害されるものに限る｡）。

（1）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ､上司が

当該職員に対し､当該請求等をしないよう言うこと。

（2）職員が制度等の利用の請求等をしたところ､上司が当該職員に対し､当該

請求等を取り下げるよう言うこと。

（3）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ､同僚が当
該職員に対し､繰り返し又は継続的に当該請求等をしないよう言うこと(当該

職員がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず､更に

言うことを含む｡）。

（4）職員が制度等の利用の請求等をしたところ､同僚が当該職員に対し､繰り返

し又は継続的に当該請求等を取り下げるよう言うこと(当該職員がその意に反

することを当該同僚に明示しているにもかかわらず､更に言うことを含む｡)。

三職員が妊娠等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより､上司又は同僚が

当該職員に対し､繰り返し若しくは継続的に､嫌がらせ的な言動をすること､業

務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させること(当該職員がその意に反す

ることを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず､更に言うこと等を含

み､客観的にみて､言動を受けた職員の能力の発揮や継続的な勤務に重大な

悪影響が生じる等当該職員が勤務する上で看過できない程度の支障が生じる
ようなものに限る｡）。

第4条関係

1各省各庁の長の責務には､次に掲げるものが含まれる。

一妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する方針､具体

的な対策等を各省庁において部内規程等の文書の形で取りまとめ､職員に対し

て明示すること。

二妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解

消するため､業務体制の整備など､職場や職員の実情に応じ､必要な措置を講

ずること。

三妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが職場に生じていないか､又

はそのおそれがないか､勤務環境に十分な注意を払うこと。

四妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談があった場

合に､その内容に応じて､迅速かつ適切な解決を図ること。
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五妊娠､出産§育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には､再発防止

に向けた措置を講ずること。 ′

六職員に対して､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情

の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠､出産､育児又は介護に

関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場にお

いて不利益を受けないことを周知すること。 ‐

2この条の第3項の｢不利益｣には､勤務条件に関する不利益(昇任､配置換等の任

用上の取扱い､昇格､昇給､勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益をい
う｡)のほか､同僚等から受げる誹(ひ)諺(ぼう)や中傷など職員が受けるその他の不
利益が含まれる。

3妊娠等をしたこと､制度等の利用の請求等をしたこと又は制度等の利用をしたこと

を理由とする不利益な取扱い(勤務環境を害する行為を含む｡)についてはも既に国

家公務員法(昭和22年法律第120号)等で禁止されており､各省各庁の長は､こうし
た不利益な取扱いを生じさせることがないよう徹底するものとする｡
第5条関係

この条の第3項の｢職員を監督する地位にある者｣には､他の職員を事実上監督し

ていると認められる地位にある者を含むものとする。
第6条関係

この条の第1項の人事院が定める指針はく別紙第1のとおりとする。
第ﾌ条関係

1 この条の第1項の『職員の意識の啓発及び知識の向上jを図る方法としては､パ
ンフレット､ポスタ一等の啓発資料の配布､掲示又はイントラネツトへの掲載､職員の

意識調査の実施等が挙げられる。

2この条の第2項の『求められる役割及び技能｣には､監督者が妊娠､出産､育児又

は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に適切に対応するために必要な知識
等が含まれる｡

第8条関係

1苦情相談は､妊娠､出産育児又は介護に関するハラスメントによる被害を受け

た本人からのものに限ろず､次のようなものも含まれる。
一他の職員について妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じてい

るのを見た職員からの相談
二他の職員から妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言
動をしている旨の指摘を受けた職員からの相談

三部下等から妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに関する相談を受

けた監督者からの相談
2この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については､次に定めるところに

よる｡

一本省庁(府､省又は外局として置かれる庁の内部部局その他これに相当する
行政機関の部局をいう｡)及び管区機関(数府県の地域を管轄区域とする相当

の規模を有する地方支分部局その他これに相当する行政機関の部局をいう｡）
においては､それぞれ複数の相談員を置くことを基準とし､その他の機関におい
ても､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに関する職員からの苦情
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相談に対応するために必要な体制をその組織構成､各官署の規模等を勘案し

て整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は､苦情相談を行う職員の属する課の長に対する

指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充てるもの

とする。

三苦情相談には､苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよう

な体制を整備するよう努めるものとする。

四妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントは､セクシュアル･ハラスメント

（人事院規則10-10(セクシュアル･ハラスメントの防止等)第2条第1号に規定

するセクシュアル･ハラスメントをいう6以下同じ｡）又はパワー｡ハラスメント(人

事院規則10-16(パワー･ハラスメントの防止等)第2条に規定するパワー｡ハ

ラスメントをいう｡)と複合的に生じることも想定されることから､セクシュアル･ハ

ラスメント等に関する苦情相談を受ける体制と一体的に､妊娠､出産､育児又は

介護に関するハラスメントに関する苦情相談を受ける体制を整備するなど､一元

的に苦情相談を受けることのできる体制を整備するよう努めるものとする。
3各省各庁の長は､相談員に対し､責任を持って苦情相談に対応するよう指導を徹

底するとともに､苦情相談に関する知識､技能等を向上させるため､相談員に対する

研修等を実施し､又は相談員を人事院の研修等に参加させるよう努めるものとする。

4この条の第3項の｢苦情相談を行った職員等｣には､他の職員から妊娠､出産､育

児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたとする職員､他の職員に対し妊

娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を行ったとされる職員その

他の関係者が含まれる。

第9条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は､別紙第2のとおりとする。

上以
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別紙第1

妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき

事項についての指針

第1 妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために職員が

認識すべき事項

1 基本的な心構え

職員は､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないため

に､次の事項について十分認識しなければならない｡

一妊娠､出産､育児又は介護に関する否定的な言動(不妊治療に対する否定

的な言動を含め､他の職員の妊娠､出産､育児又は介護の否定につながる言
動(当該職員に直接行わない言動も含まれる｡)をいい､単なる自らの意思の

表明を除く｡）は､妊娠､出産､育児又

は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。

二仕事と妊娠､出産､育児又は介護とを両立するための制度又は措置がある

こと。

2 監督者として認識すべき事項

監督者は､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないた
めに､次の事項について十分認識しなければならない。
－妊娠した職員がつわりなどの体調不良のため勤務ができないことや能率が

低下すること､制度等の利用をした職員が正規の勤務時間の一部を勤務しな

いこと等により周囲の職員の業務負担が増大することも妊娠､出産､育児
又は介護に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄの原因や背景となること‘
二業務体制の整備など､職場や妊娠等をし､又は制度等の利用をした職員そ

の他の職員の実情に応じ､必要な措置を講ずること。

例えば､業務体制の整備については､妊娠等をし､又は制度等の利用をし

た職員の周囲の職員への業務の偏りを軽減するよう､適切に業務分担の見

直しを行うことや､業務の点検を行い､業務の効率化等を行うものとする。

s 妊娠等をし､又は制度等の利用をする職員として認識すべき事項

妊娠等をし､又は制度等の利用をする職員は､妊娠､出産､育児又は介護に

関するハラスメントに係る言動を受けないために､次の事項について十分認識し

なければならない6

－仕事と妊娠､出産､育児又は介護とを両立していくために必要な場合は､妊
娠､出産､育児又は介護に関する制度等の利用ができるという知識を持つこ

と．

二周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調や制度等の禾ll用状
況等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと｡
4懲戒処分 ．

妊娠､出産､育児又は介護に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄの態様等によっては信用失
墜行為､国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して､懲戒処分

に付されることがある。
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第2妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合において職員に

望まれる事項

1 基本的な心構え

職員は､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けた

場合にその被害を深刻にしないために､次の事項について認識しておくことが望

まれる。

一一人で我慢しているだけでは､問題は解決しないこと。

妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を無視したり、

受け流したりしているだけでは､必ずしも状況は改善されないということをまず

認識することが大切である。 、

二妊娠、出産､育児又は介護に関するハラスメントに係る言動に対する行動

をためらわないこと。

被害を深刻なものにしない､他に被害者をつくらない､さらには妊娠､出産、

育児又は介護に関するハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではなく良

い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って､勇気を出して行動する

ことが求められる。

2妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたと思うと

きに望まれる対応

職員は､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けた

場合､次のような行動をとるよう努めることが望まれる。

－ 自分の意に反することは相手に対して明確に意思表示をすること。

妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに係る言動に対しては毅(き）

然とした態度をとること｡すなわち､はっきりと自分の意思を相手に伝えることが

重要である｡直接相手に言いにくい場合には､手紙等の手段をとるという方法も

ある。

二信頼できる人に相談すること。

まず､職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切であ

る｡各職場内において解決することが困難な場合には､内部又は外部の相談

機関に相談する方法を考える｡なお､相談するに当たっては､妊娠､出産、

育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けた日時､内容等につい

て記録しておくことが望ましい。
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別紙第2

妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応するに当た

り留意すべき事項についての指針

;1 基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては､相談員は次の事項に留意す
る必要がある。

1 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に

持つこと。

2事態を悪化させないために､迅速な対応を心掛けること｡

e関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに､知り得た秘

密を厳守すること。
2 苦情相談の事務の進め方

1 苦情相談を受ける際の相談員の体制等；

－苦情相談を受ける際には､原則として2人の相談員で対応すること｡′

二苦情相談を受けるに当たっては､苦情相談を行う職員(以下『相談者｣とい

う°)の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

三相談員は､苦情相談に適切に対応するために､相互に連携し､協力するこ
と。

四実際に苦情相談を受けるに当たっては､その内容を相談員以外の者に見
聞されないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2 相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

相談者から事実関係等を聴取するに当たっては､次の事項に留意する必要

がある。

一相談者の求めるものを把握すること。

将来の言動の抑止等､今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるも
のであるのか､又は喪失した利益の回復､謝罪要求等過去にあった言動に対
する対応を求めるものであるのかについて把握する。

ニどの程度の緊急性があるのかについて把握すること。

相談者の心身の状態等に鑑み､苦情相談への対応に当たりどの程度の緊
急性があるのかを把握するb ・

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。
特に相談者が被害者の場合､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメ

ントに係る言動を受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限ら
ない｡むしろ脱線することも十分想定されるが事実関係を把握することは
極めて重要であるので､忍耐強く聴くよう努める｡また､相談員自身の評価を
差し挟むことはせずも相談者の心情に配慮し､その主張等を丁寧に聴き､相
談者が認識する事実関係を把握することが必要である。
四事実関係については、次の事項を把握すること｡

（1） 当事者(妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの被害者及び

行為者とされる者)間の関係
（2）問題とされる言動が､いつ､どこで､どのように行われたか。

第1

第2

1
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（3）相談者は､行為者とされる者に対してどのような対応をとったか。

（4）監督者等に対する相談を行っているか。

なお4これらの事実を確認する場合､相談者が主張する内容については、

当事者のみが知り得るものか､又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充がで

きるので､聴取事項を書面で示したり､復唱したりするなどして相談者に確認

する。

六聴取した事実関係等については､必ず記録して保存しておくとともに､当該

記録を厳重に管理すること。

s 行為者とされる者からの事実関係等の聴取

－原則として､行為者とされる者から事実関係等を聴取する必要がある｡ただ

し､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが比較的軽微なものであ

り､対応に緊急性がない場合などは､監督者の観察又は指導による対応が適

当な場合も考えられるので､その都度適切な方法を選択して対応する。

二行為者とされる者から事実関係等を聴取する場合には､行為者とされる者

に対して十分な弁明の機会を与える。

三行為者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては､その主張に真

筆に耳を傾け丁寧に話を聴く6聴取した事実関係等を行為者とされる者に確
認するなど､相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし､適

’切に対応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントについて当事者間で事実関係

に関する主張に不一致があり､事実の確認が十分にできないと認められる場合

などは､第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合､相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし､適切

に対応する。

5 相談者に対する説明

苦情相談に関し､具体的にとられた対応については､相談者に説明する。

、
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令和二年人事院規則〒○一一六

人事院規則一○一一と六(パワー･ハラスメントの防止等）

人事院は､国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき､パワー･ハラス
メントの防止等に関し次の人事院規則を制定する。

（趣旨）

第一条この規則は､人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率

の発揮を目的として､パワー｡ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止のための措置及びバﾜｰ･ハラスメ
ントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し､必要な事項を定めるもの

とする。
（定義）

第二条この規則において､｢パワー｡ﾊﾗｽﾒﾝﾄ｣とは､職務に関する優越的な関係
を背景として行われる､業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって､職員に
精神的若しくは身体的な苦痛を与え息職員の人格若しくは尊厳を害し､又は職員の勤
務環境を害することとなるようなものをいう。

(人事院の責務）
第三条人事院は､パワー･ハラスメントの防止及びパワー･ハラスメントが行われた

場合の対応(以下｢パワー･ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等｣という｡)に関する施策についての
企画立案を行うとともに､各省各庁の長がパワー･ハラスメントの防止等のために実

施する措置に関する調整､指導及び助言に当たらなければならない。

(各省各庁の長の責務）

第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確
保するため､パワー･ハラスメントの防止に関し､必要な措置を講ずるとともに､パワ
ー･ハラスメントが行われた場合においては､必要な措置を迅速かつ適切に講じなけ

ればならない。

2各省各庁の長は､当該各省各庁に属する職員が他の各省各庁に属する職員(以
下｢他省庁の職員｣という｡)からパワー｡ハラスメントを受けたとされる場合には､当’

該他省庁の職員に係る各省各庁の長に対し､当該他省庁の職員に対する調査を行

うよう要請するとともに、必要に応じて当該他省庁の職員に対する指導等の対応を行

うよう求めなければならない｡この場合においても当該調査又は対応を行うよう求め
られた各省各庁の長は､これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。
3各省各庁の長は､パワー｡ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る
調査への協力その他パワー･ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して

当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務） ･

第五条職員は､パワー｡ハラスメントをしてはならない。

2職員は､次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

s管理又は監督の地位にある職員は､パワー･ハラスメントの防止のため､良好な
勤務環境を確保するよう努めるとともに､パワー･ハラスメントに関する苦情の申出及
び相談(以下｢苦情相談｣という｡)が職員からなされた場合には､苦情相談に係る問

題を解決するため､迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針）
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第六条人事院は､パワー･ハラスメントを防止しパワー｡ハラスメントに関する問題を

解決するために職員が認識すべき事項について､指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は､職員に対し､前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等）

第七条各省各庁の長は､パワー｡ハラスメントの防止等のため､職員の意識の啓発

及び知識の向上を図らなければならない。

2各省各庁の長は､パワー･ハラスメントの防止等のため､職員に対し､研修を実施

しなければならない。この場合において､特に､新たに職員となった者にパワー･ハラ

スメントに関する基本的な事項について理解させること並びに昇任した職員にパワ

ー･ハラスメントの防止等に関し昇任後の役職段階ごとに求められる役割及び技能に

ついて理解させることに留意するものとする。

s人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導

に当たるとともに､自ら実施することが適当と認められるパワー･ハラスメントの防止

等のための研修について計画を立て､その実施に努めるものとする。

(苦情相談への対応）

第八条各省各庁の長は､人事院の定めるところにより､パワー｡ハラスメントに関す

る苦情相談が職員からなされた場合に対応するため､苦情相談を受ける職員(以下

｢相談員｣という｡)を配置し､相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等

必要な体制を整備しなければならない｡この場合において､各省各庁の長は､苦情

相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2相談員は、次条第一項の指針に十分留意して､苦情相談に係る問題を迅速かつ

適切に解決するよう努めるものとする。

S職員は､相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行う

ことができる｡この場合において､人事院は､苦情相談を行った職員等から事情の聴

取を行う等の必要な調査を行い､当該職員等に対して指導､助言及び必要なあっせ

ん等を行うものとする。

(苦情相談に関する指針）

第九条人事院は､相談員がパワー･ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当

たり留意すべき事項について､指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は､相談員に対し､前項の指針の周知徹底を図らなければならな

い。

附則抄

(施行期日）

1 この規則は､令和二年六月一日から施行する。
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人事院規則10=16(パワー･ハラスメントの防止等)の運用について

(令和2年4月1日職職－141）

(人事院事務総長発）

標記について下記のとおり定めたので､令和2年6月1日以降は､これによってくだ

さい。

記

第Z条関係

1この条の『職務に関する優越的な関係を背景として行われる｣言動とは､当該言

動を受ける職員が当該言動の行為者に対して抵抗又は拒絶することができない
蓋然性が高い関係を背景として行われるものをいう｡典型的なものとして､次に掲

げるものが挙げられる。

－′職務上の地位が上位の職員による言動

二同僚又は部下による言動で､当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊

富な経験を有しており､当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うこと
力《困難な状況下で行われるもの

三同僚又は部下からの集団による行為で､これに抵抗又は拒絶することが困

難であるもの

zこの条の｢業務上必要かつ相当な範囲を超える｣言動とは､社会通念に照らし、

当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをい

い､例えば､次に掲げるものが含まれる｡なお､このような言動に該当するか否か
は､具体的な状況(言動の目的､当該言動を受けた職員の問題行動の有無並び
にその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況､業務の内
容及び性質､当該言動の態様､頻度及び継続性､職員の属性及び心身の状況、

当該言動の行為者との関係性等)を踏まえて総合的に判断するものとする6

－明らかに業務上必要性がない言動

二業務の目的を大きく逸脱した言動

三業務の目的を達成するための手段として不適当な言動

四当該行為の回数･時間、当該言動の行為者の数等､その態様や手段が社

会通念に照らして許容される範囲を超える言動
第4条関係
1各省各庁の長の責務には、次に掲げるものが含まれる。

一パワー･ハラスメントの防止等に関する方針､具体的な対策等を各省庁におい

て部内規程等の文書の形で取りまとめ､職員に対して明示すること。
ニバワー･ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため､業務体制の

整備など､職場や職員の実情に応じ､必要な措置を講ずること。 ‘

三パワー｡ハラスメントが職場で行われていないか､又はそのおそれがない
か､勤務環境に十分な注意を払うこと。
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四パワー･ハラスメントに関する苦情相談があった場合(次号に規定する場合を

除く｡)に､その内容に応じて､迅速かつ適切な解決を図ること。

五職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で､当該行政サービス

をめぐるそれまでの経緯やその場の状況により､その対応を打ち切りづらい中で

行われるものであって､当該言動を受ける職員の属する省庁の業務の範囲や程

度を明らかに超える要求をするものに関する苦情相談があった場合に､組織とし

て対応し､その内容に応じて､迅速かつ適切に職員の救済を図ること。

六パワー･ハラスメントが行われた場合には､再発防止に向けた措置を講ずる
こと。

七職員に対して､パワー･ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係

る調査への協力その他パワー･ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起

因して当該職員が職場において不利益を受けないことを周知すること。

2この条の第3項の｢不利益｣には､勤務条件に関する不利益(昇任､配置換等の

任用上の取扱い､昇格､昇給､勤勉手当等の給与上の取扱い等に関する不利益

をいう｡)のほか､同僚等から受ける誹誇や中傷など職員が受けるその他の不利

益が含まれる。

第5条関係

1 この条の第3項の｢管理又は監督の地位にある職員｣とは､次に掲げる職員をい
う。

一一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第gS号｡以下｢給与法」

という｡)第10条の2第1項に規定する官職を占める職員ル

ー給与法別表第11指定職俸給表の適用を受ける職員

三前2号に掲げる職員に相当するもの

2この条の第3項の｢良好な勤務環境を確保する｣ことには、自らの権限を行使し

得る範囲において､職員間で業務負担が偏らないようにすること､職場における意思

疎通の円滑化を図ること等が含まれる。

Sこの条の第3項の｢苦情相談に係る問題を解決するため､迅速かつ適切に対

処｣することとは､自らの権限を行使し得る範囲において､苦情相談を受け､これに迅

速かつ適切に対処することをいう｡この場合において､必要に応じて相談員や人事当

局との連携をとるものとする。

第6条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は､別紙第1のとおりとする。

第ﾌ条関係

1 この条の第1項の｢職員の意識の啓発及び知識の向上｣を図る方法としては､パ

ンフレット､ポスタ一等の啓発資料の配布､掲示又はイントラネットへの掲載､職員

の意識調査の実施等が挙げられる。

2この条の第2項の｢求められる役割及び技能｣には､管理又は監督の地位にある

職員がパワー｡ハラスメントに関する苦情相談に適切に対応するために必要な知識

等が含まれる。

第8条関係

1苦情相談は､パワー｡ハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限らず、

次のようなものも含まれる。
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一他の職員がパワー｡ハラスメントを受けているのを見た職員からの相談

二他の職員からパワー･ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの

相談

三部下等からパワー･ハラスメントに関する相談を受けた管理又は監督の地

位にある職員からの相談

2この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については､次に定めるところ

による。

一本省庁(府､省又は外局として置かれる庁の内部部局その他これに相当す

る行政機関の部局をいう｡)及び管区機関(数府県の地域を管轄区域とする相当
の規模を有する地方支分部局その他これに相当する行政機関の部局をいう｡）に

おいては､それぞれ複数の相談員を置くことを基準とし､その他の機関において
も､パワー･ハラスメントに関する職員からの苦情相談に対応するために必要な体

制をその組織構成､各官署の規模等を勘案して整備するものとする。

二相談員の指名は､パワー｡ハラスメントに関する苦情相談に適切に対応する

ためには業務内容及びマネジメントについての理解が必要であることを踏まえて

行うものとする。

三相談員のうち少なくとも1名は､苦情相談を行う職員の属する課の長に対す

る指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充てるもの
とする。

四苦情相談'三は､苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよ
うな体制を整備するよう努めるものとする。
五パワー｡ハラスメントばセクシュアル･ハラスメント(人事院規則10-10(セ
クシュアル･ハラスメントの防止等)第2条第1号に規定するセクシュアル･ハラスメ

ントをいう｡以下同じ｡)又は妊娠4出産､育児若しくは介護に関するハラスメント

（人事院規則10-15(妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの防止

等)第2条に規定する妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントをいうb)と

複合的に生じることも想定されることから､セクシュアル･ハラスメント等に関する苦

情相談を受ける体制と一体的に､パワー･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する苦情相談を受ける
体制を整備するなど一元的に苦情相談を受けることのできる体制を整備するよ

う努めるものとする。

S各省各庁の長は､相談員に対し､責任を持って苦情相談に対応するよう指導を徹
底するとともに､苦情相談に関する知識､技能等を向上させるため､相談員に対

する研修等を実施し､又は相談員を人事院の研修等に参加させるよう努めるもの
とする。

4各省各庁の長は､相談員と連携して適切に苦情相談に対応できるよう､人事当
局における相談体制の強化にも努めるものとする｡

らこの条の第3項の『苦情相談を行った職員等｣には､他の職員からパワー･ハラ
スメントを受けたとする職員､他の職員に対しパワー｡ハラスメントをしたとされる職

員その他の関係者が含まれる。

第9条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は､別紙第2のとおりとする。

以 上
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別紙第1

パワー･ハラスメントを防止しパワー｡ハラスメントに関する問題を解決するため

に職員が認識すべき事項についての指針

第1パワー｡ハラスメントを防止し円滑な業務運営を行うために職員が認識すべき事

項

1基本的な心構え

職員は､パワー｡ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければな

らない。

一パワー｡ハラスメントは､職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え､職員

の人格若しくは尊厳を害し､又は職員の勤務環境を害するものであることを理解
し､互いの人格を尊重し､パワー･ハラスメントを行ってはならないこと。

二業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示､指導､調整等に

ついてはパワー･ハラスメントに該当しないこと｡一方､業務指示等の内容が適切

であっても､その手段や態様等が適切でないものは､パワー｡ハラスメントになり得

ること。

三部下の指導･育成は､上司の役割であること｡また､指導に当たっては､相

手の性格や能力を充分見極めた上で行うことが求められるとともに､言動の受け

止め方は世代や個人によって異なる可能性があることに留意する必要があるこ
と。

四自らの仕事への取組や日頃の振る舞いを顧みながら､他の職員と能動的

にコミュニケーションをとることが求められること。

五同一省庁の職員間におけるパワー｡ハラスメントにだけ留意するのでは不

十分であること。

例えば､職員がその職務に従事する際に接することとなる他省庁の職員との
関係にも十分留意しなければならない。

六職員以外の者に対してもパワー･ハラスメントに類する言動を行ってはなら

ないこと。

2パワー･ハラスメントになり得る言動
パワーハラスメントになり得る言動として､例えば､次のようなものがあるp

－．暴力･傷害

ア書類で頭を叩く。

イ部下を殴ったり､蹴ったりする。

ウ相手に物を投げつける。

二暴言･名誉穀損｡侮辱

ア人格を否定するような罵書雑言を浴びせる。

イ他の職員の前で無能なやつだと言ったり、土下座をさせたりする。

ウ相手を罵倒｡侮辱するような内容の電子メール等を複数の職員宛てに送信

する。

（注)｢性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動｣は､セクシュアル．ハラ

スメントに該当するが､職務に関する優越的な関係を背景として行われるこうした

言動は､パワー｡ハラスメントにも該当する。

三執勘な非難
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ア改善点を具体的に指示することなく､何日間にもわたって繰り返し文書の

書き直しを命じる。

イ長時間厳しく叱責し続ける。

四威圧的な行為

ア部下達の前で､書類を何度も激しく机に叩き付ける｡

イ自分の意に沿った発言をするまで怒鳴り続けたり、自分のミスを有無を言

わさず部下に責任転嫁したりする。
五実現不可能画無駄な業務の強要

アこれまで分担して行ってきた大量の業務を未経験の部下に全部押しつけ、

期限内に全て処理するよう厳命する。

イ緊急性がないにもかかわらず､毎週のように土曜日や日曜日に出勤するこ

とを命じる6

“ウ部下に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる。

六仕事を与えない｡隔離･仲間外し｡無視 ’ ・

ア気に入らない部下に仕事をさせない。

イ気に入らない部下を無視し､会議にも参加させない。
ウ課員全員に送付する業務連絡のメールを特定の職員にだけ送付しない。

工意に沿わない職員を他の職員から隔離する。
七個の侵害
ア個人に委ねられるべき私生活に関する事柄について､仕事上の不利益を

示唆して干渉する。

イ他人に知られたくない職員本人や家族の個人情報を言いふらす。

（注)第1号から第ﾌ号までの言動に該当しなければパワー･ハラスメントとならな

いという趣旨に理解されてはならない。

S懲戒処分

パワー｡ハラスメントは懲戒処分に付されることがある｡職員以外の者に対

し､パワー･ハラスメントに類する言動を行ったときも､信用失墜行為､国民全体の

奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して､懲戒処分に付されることがあ
る。

第之職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために認識すべき事項
勤務環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいこと

から､パワー･ハラスメントが行われることを防ぐため､職員は､次の事項につい

て､積極的に意を用いるように努めなければならない。 “

1パワー･ハラスメントについて問題提起する職員をいわゆるトラブルメーカーと

見て問題を真筆に取り上げないこと､又はパワー･ハラスメントに関する問題を当

事者間の個人的な問題として片付けることがあってはならないこと。 ．

職場におけるミーティングを活用することなどにより解決することができる問題

については､問題提起を契機として､良好な勤務環境の確保のために皆で取り組

むことを日頃から心掛けることが必要である。

2職場からパワー･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する問題の行為者や被害者を出さないよう
にするために､周囲に対する気配りをし､必要な行動をとること｡

具体的には､次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。
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／

一パワー･ハラスメントやパワー･ハラスメントに当たるおそれがある言動が見

受けられる場合は､職場の同僚として注意を促すこと。

二被害を受けていることを見聞きした場合には､声をかけて相談に乗ること。

3パワー･ハラスメントを直接に受けていない者も気持ちよく勤務できる環境をつ

くるために､パワー･ハラスメントと思われる言動が行われている状況について上

司等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。

第3自分が受けている言動がパワー｡ハラスメントではないかと考える場合におい

て職員に望まれる事項

職員は､自分が受けている言動がパワー･ハラスメントではないかと考える場

合には､その被害を深刻にしないために､次の事項について認識しておくことが望

まれる。

1－人で抱え込まずに､相談窓口や信頼できる人等に相談すること

問題を自分一人で抱え込まずに､職場の同僚や知人等身近な信頼できる人

に相談することが大切である｡各職場内において解決することが困難な場合に

は､内部又は外部の相談機関に相談する方法を考える｡なお､相談するに当たっ

ては､パワー･ハラスメントであると考えられる言動が行われた日時､内容等につ

いて記録しておくことが望ましい。

2当事者間の認識の相違を解消するためのコミュニケーション

パワー｡ハラスメントは､相手に自覚がないことも多く､よかれと思っての言動

であることもある｡相手に自分の受け止めを伝えたり､相手の真意を確認したりす

るなど､話し合い､認識の違いを埋めることで事態の深刻化を防ぎ､解決がもたら

されることがあることに留意すべきである。

、
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別紙第2

パワー･ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項につ

いての指針
6

第1基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては､相談員は次の事項に留意する
必要がある｡

1被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持
つこと。

2事態を悪化させないために､迅速な対応を心掛けること。
3関係者のプﾗｲパｼｰや名誉その他の人権を尊重するとともに､知り得た秘密
を厳守すること｡ ． ．

第2苦情相談の事務の進め方
1苦情相談を受ける際の相談員の体制等

一苦情相談を受ける際には､原則として2人の相談員で対応すること。
二苦情相談を受けるに当たっては､苦情相談を行う職員(以下｢相談者｣とい
う｡)の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

三相談員は鐘苦情相談I=適切に対応するために､相互に連携し､協力すること。
四実際に苦情相談を受けるに当たっては､その内容を相談員以外の者に見聞さ

れないよう周りから遮断した場所で行うこと。

五行為者とされる者又は第三者からの聴取を行う場合は､相談者の了解を確

実に得た上で人事当局と連携して対応すること。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項
相談者から事実関係等を聴取するに当たっては､次の事項に留意する必要があ
る。

一相談者の求めるものを把握すること。
将来の言動の抑止等､今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもので
あるのか､又は喪失した利益の回復､謝罪要求等過去にあった言動に対する対
応を求めるものであるのかについて把握する。

二どの程度の緊急性があるのかについて把握すること。
相談者の心身の状態等に鑑み､苦情相談への対応に当たりどの程度の緊急
性があるのかを把握する。
三相談者の主張等に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

特に相談者が被害者の場含パワー｡ハラスメントを受けた心理的な影響から

必ずしも理路整然と話すとは限らない｡むしろ脱線することも十分想定されるが､、
事実関係を把握することは極めて重要であるので､忍耐強く聴くよう努める｡ま

た､相談員自身の評価を差し挟むことIませず､相談者の心情に配慮し､その主
．張等を丁寧に聴き､相談者が認識する事実関係を把握することが必要である。

四事実関係については､次の事項を把握すること。

（1）当事者(パワー･ハラスメントの被害者及び行為者とされる者)間の関係

(2)問題とされる言動が､いつ､どこで､どのように行われたか。

(3)相談者は､行為者とされる者に対してどのような対応をとったか。
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(4)管理又は監督の地位にある職員等に対する相談を行っているか。

なお､これらの事実を確認する場合､相談者が主張する内容については､当事

者のみが知り得るものか､又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充ができ

るので､聴取事項を書面で示したり､復唱したりするなどして相談者に確認する。

六聴取した事実関係等については､必ず記録して保存しておくとともに､当該記

録を厳重に管理すること。

s行為者とされる者からの事実関係等の聴取

－原則として､行為者とされる者から事実関係等を聴取する必要がある｡ただ
し､パワー･ハラスメントが比較的軽微なもの又は行為者とされる者に改善の余

地があるもののパワー｡ハラスメントとまではいえないようなものであり、対応に

緊急性がない場合などは､管理又は監督の地位にある職員の観察又は指導に

よる対応が適当な場合も考えられるので､その都度適切な方法を選択して対応

する。

三行為者とされる者から事実関係等を聴取する場合には､行為者とされる者に

対して十分な弁明の機会を与える。

三行為者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては､その主張に真筆

に耳を傾け丁寧に話を聴く､聴取した事実関係等を行為者とされる者に確認す

るなど､相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし､適切に対
応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

パウー･ハラスメントについて当事者間で事実関係に関する主張に不一致があ

り､事実の確認が十分にできないと認められる場合などは､第三者から事実関係
等を聴取することも必要である。

この場合､相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし､適切に

対応する。

5相談者に対する説明

苦情相談に関し､具体的にとられた対応については､相談者に説明する。

第3問題処理のための対応の在り方

1基本的事項

相談員が､苦情相談に対応するに当たっては､第2の第2項を踏まえ､相談者

からの話を丁寧に聴きながら適切に対処していく必要がある｡また､対応に当た

って､相談員が相談者に対しパワー｡ハラスメントに該当するかどうかに関する

心証を伝えてはならない。

2事案に応じた対処

対応に当たっては､パワー･ハラスメントに該当する蓋然性の程度に応じて次の
ような対処が考えられる。

一相談者の話が事実であれば明らかにパワー･ハラスメントに該当すると思料

される事案

相談者の了解を得て､速やかに事案を人事当局に知らせる必要がある｡人事当

局又は相談者の意向によっては､相談員も事実関係等の聴取の実施等に引き
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続き協力する｡なお､相談者が人事当局に知らせることを望んでいない場合で

も､相談者が自傷行為に及ぶ可能性がある場合､深刻な状況にあるとうかがわ

れる場合など､緊急性が高いと考えられる場合には､相談者自身は人事当局に

知らせることを望んでいない旨も含めて､人事当局に連絡する必要がある｡
二相談者の話の内容が事実であるとしてもパワー･ハラスメントに該当するかどう

か判断が難しい事案

（注)以下の対処は､相談者がこれらの対処を行うことを希望していることが前提
であり､相談者の意向を確認せずに相談員限りの判断で行ってはならない。

(1)当事者双方の主張を公平かつ丁寧に聴き､隔たりを埋める。

(例）

人事当局と連携して､行為者とされる者からの事実関係等の聴取及びそれを

踏まえた相談者からの事実関係等の聴取を実施する(必要があればそれぞれ
複数回実施する｡)｡その際､過去の事実関係を確認していずれの言い分が正し
いのかを判定することを目指すのではなく､双方の主張を聴いて､認識の隔たり

を埋めつつも将来に向けて双方がとるべき対応について共通認識に到達するこ

とを目指す。

(2)第三者からの事実関係等の聴取を実施し､その結果を踏まえ､人事当局とし

ての判断を示す。
(例）

(1)の対応を行っても当事者双方が共通認識に到達することが困難な場合に

は､第三者からの事実関係等の聴取を実施して､事実関係を明らかにした上

で､人事当局としての判断を示し､必要な措置を行う｡この段階においては､事
案への対応は相談員から人事当局に完全に移行していることが多いと考えられ
るが､人事当局又は相談者の意向によっては､相談員も事実関係等の聴取の

実施等に引き続き協力する。

三相談者の話が事実であるとしても明らかにパワー･ハラスメントには該当しない

と思料される事案

相談者の話の内容からすれば､明らかにパワー･ハラスメントには該当しな

いと思料される場合であっても､相談者が組織的対応を求めているときに

は､相談者の了解を得て､事案を人事当局に知らせる必要がある｡一方、

相談者が､相談員限りでの対処や相談員からのアドバイスを望んでいる場

合には､業務遂行やコミュニケーションの在り方の見直しなどによる解決を

助言することも考えられる。
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パワi "wj'」｡八ラスメント

（バワハラ)7とは
織鱗に溌餅撚嬢織総餓鋤総鐵灘畿戯齢職撚餅馴畿,,鱗職割蹴錨灘掬､癬輸溺職鱗臘礎

鱸貴、驫議艶で蕊っ電､職属糎繍神的講しく燃嘉体的輔篭癬を与え、職属
｛

し蝋繊職織職灘し嶋蝋緋職蝋鋤勤繍瀦蝋磁議噺嚇蝋蹴な雛灘よ識職秘鋤

職侭の人構若

●「職務に関する優越的な関係を背景として行われる」言動とは
当該言動を受ける職員が当該言動の行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背
景として行われるものをいいます。

●「業務上必要かつ相当な範囲を超える」言動とは
社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをいいます。こ
のような言動に該当するか否かは､具体的なj伏湿（言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無並
びにその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況業務の内容及び性質、当該言動の態様

頻度及び継続性、職員の属性及び心身の状況、当該言動の行為者との関係性等）

圭立←－職種によって判断基準が異なるものではありません。

を踏まえて総合的に判断し

パワ八ラの具体例

ざ ⑤実現不可能・無駄な業務の強要

･これまで分担して行ってきた大垂の業務を未

経験の部下に全部押しつけ、期限内に全て処
理するよう厳命する。

･緊急性がないにもかかわらず、毎週のように

土曜日や日曜日に出勤することを命じる。

。部下に業務とは関係のない私的な雑用の処理

を強制的に行わせる。

①暴力・傷害
たた

・書類で頭を叩く。

・部下を殴ったり｛

蹴ったりする。

。相手に物を投げつける。

や

a

②暴雲。名蟹駿損・侮辱

・人格を否定するような罵誉雑言を浴びせる。
・他の職員の前で無能なやつだと言ったり、土
下座をさせたりする。

・相手を罵倒。侮辱するような内容の電子メー

ル等を複数の職員宛てに送信する。

⑥仕事を与えない。隔離・仲間外し・
無視

・気に入らない部下に仕事をさせない。

・気に入らない部下を無視し《会議にも参加さ

せない。

・課員全員に送付する業務連絡のメールを特定
の職員にだけ送付しない。

・意に沿わない職員を他の職員から隔離する。

③執掻な非難
・改善点を具体的に指示することなく、何日間

にもわたって繰り返し文書の書き直しを命じ

る。 ．

。長時間厳しく叱責し続ける。
⑦侭の侵書

・個人に委ねられるべき私生活に関する事柄に
ついて､仕事上の不利益を示唆して干渉する。

・他人に知られたくない職員本人や家族の個人

情報を言いふらす。

④威圧的な行為
ただ

・部下達の前で、書類を何度も激しく机に叩き

付ける。

。自分の意に沿った発言をするまで怒鳴り続け

たり、自分のミスを有無を言わさず部下に責

任転嫁したりする。
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運他鎌善（聴農以舛も富む）巻不挨臆きせ論職場における性的轍謹動

卿織綴が総繍職撚蟻漸職鯨識舗綴繊鵜鶴燃撚徽鵜職紳難蕊熱

●性的な雷勤の内容

「性的な言動」とは、①性的な関心や欲求に基づくものをいい、②性別により役割を分担すべきとする意識

に基づく言動、③性的指向や性自認に関する偏見に蕊づく言動も含まれます。

●対象者の範囲

セクハラは男性から女性に行われるものに限らず、女性から女性、女性から男性、男性から男性に対して行

われるものも対象になります。

例えば、身体への不必要な接触は、性別にかかわらず、セクハラになり得ます。激励。慰労のつもりでも、

相手は不快に感じる場合があります。

●場所的。時間的な範囲

職員間においては、場所・時間の限定はありません。 「職員以外の者jとの関係では「職場・勤務時間内

（超過勤務時間も含みます） 」に限られますが、 「職場」とは「職務に従事する場所」をいい、庁舎内に限

られません。

●不快であるか否かの判断
蟇本的に受け手が不快に感じるか否かによって判断します。 （受け手の感じ方が不明でも、通常人が不快と

感じるか否かで判断します。 ）

…－ － －‐…_--…、 ・ ゞ"－ …………． ，セク八ラの具体例……､ゞ壽…-.…－－ ……．-－……---

碓発雲 毎行動

●性的な関心、欲求に基づくもの ●性的な閣心、欲求に基づくもの

①スリーサイズなど身体的な特徴を話題にする。 ①食事やデートにしつこく誘う。

②卑濃な冗談を交わす。 ②身体に不必要に接触する。

③性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とする。 ③性的な内容の電話をかけたり、手紙． Eメールを
送る。

●性別により差別しようとする意鐡等に基づくもの ④性的な関係を強要する。

①「男のくせに根性がないj 、 『女には仕事を任せら
ないjなどと発言する。 ●性別により差別しようとする意鐵等に基づくもの

②『お坊ちゃん」 、 「お嬢ちゃん」 、 「おじさん」 、 ①女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除等を
「おばさん」などと人格を認めないような呼び方をする。 強要する。

③性的指向や性自認をからかいやいじめの対象としたり、 ②酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌等を
性的指向や性自認を本人の承諾なしに第三者に漏らし 強要する。
たりする。

瀝蕊7~『性鋤鐙癒
I

｡性自灘。性鯨少織脅｡LGBT』に●いて

淘性を好窒になる女性
罫幽

間性を好きに芯る男性

性別に関わらず、異性毒好きに球る寵ともあれば同性を
好きになる震とおある人

出牛届の性別と、自蕊する性別が一致していない人
※性的少数者は、上配の ｛馬眠られ
ません．

人の恋愛。性愛がいずれの性別を対象とするかを表すも

のであり、具体的には、恋愛‘性愛の対象が異性に向かう

異性愛、同性に向かう同性愛、両性に向かう両性愛などを

指す。

性別に関する自己意識のことをいう。

性的指向あるいは性自認に関するマイノリティのこと。

に
に不可欠な『性のあり方」であるとともに、性に関する「性的指向，性自認は、人間一人ひとりの人格専門家によると

瞳蕊塗＼さ個性であり塾趣味・噛好の問題画式墜く,…また、変更力灘しく、 変更する必要もないもの」とされています。
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妊娠聡出産､育児又は介護に

関する八ラスメントとは
1
1
月

職壌における職員踵対する妊賑、出産、意児休業・介護休暇等の制度等の

剃鯛灘繍箪驫灘熱隙蝋嚇蝋鱗職織鋤熱繍繍蝿鰄鰯徽純聯臓と
h

1

I

●勤務環境が書されること

典型例として、 「不利益取扱いの示唆」 、 「業務上の必要性に基づかない制度の利用等の阻害」 、 「繰り返
し嫌がらせをすること」などが挙げられます。なお、業務上の必要性に基づく言動によるものは、妊娠、出
産、育児又は介護に関するハラスメントには該当しません。

●対象者の範囲
典型的には、上司又は同僚から行われるものが該当します。

●場所的。時間的な範圃
「職場における」言動によるものが対象となり､ 「職場外における」言動によるものは該当しません。ただ
し、 「職場」には懇親の場等であって職務と密接に関連する場所も含まれ、勤務時間内に限定されるもので
はありません。

一一一妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの具体例

●典型例

●不利益取扱いの示唆

・育児休業の取得を上司に相談したところ「次の昇格はないと思う」と言われた。

●業務上の必要性に基づかない制度の利用等の阻害

・介護休暇の利用を周囲に伝えたところ、同僚から「自分は利用しないで介護する｡あなたもそ
うするべき」と言われた。 「でも、自分は利用したい」と再度伝えたが、再度同じ発言をされ、
利用をあきらめざるを得ない状況になった。

●繰り返し嫌がらせをすること

・ 「自分だけ短時間勤務をするのは周りを考えていない。迷惑だ」と繰り返し又は継続的に言わ
れ、勤務する上で看過できない程度の支障が生じた。

※妊娠（不妊治療含む。 ） 、出産、育児又は介護に関する否定的な言動は、妊娠出産、育児又は介護に関するハラスメント
の原因や背景となります。

l E－藤 ＝
B 君

●上司

・業務体制を見直す目的で、育児休業の利用の希望期間を確認
すること｡ ・ ・

・業務状況を考えて、翌日に妊婦健診に行く職員に、その次の
妊婦健診日について特定の日を避けることができるか、相談
すること。

●同僚

・自分がフレックスタイム制を利用する目的で、同僚のフレッ
クスタイム制の内容を尋ね、変更を相談すること。 。

叩

０

判
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*相談が実質的に強要になっている場合は、ハラスメントになり得ます、
日頃から適切なコミュニケーションをとることが重婆です。
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八ラスメントが 『

職員や職場に及ぼす影響 口
●職麗に対する影響
（1）名誉プライバシーなど個人の尊厳を害します。

（2）職務の能率が低下します｡

（3）精神や身体の健康を害します。

（4）ハラスメントに耐えきれずに退職せざるを得なくなることもあります。

●職場に対する影懸
（1）職場の人間関係を悪化させます。

(2)職場の士気を低下させます。

（3）職場の秩序を乱します。

（4）公務の信頼性を失墜させます。

＊八ラスメントをした畷員は懲戒処分

(免職、停職、懲給、賎雷）を受ける
ことがあります。

藍蟹者／管理監督者の役割

の特別調整額を支給室誕室俸給「監督者」とは係長以上の職員、 「管理監督者』とは
いる職員

、帯監督者／管理監督者は職場の良好な勤務環境を確保する立場にいます

（1）日頃からの指導などにより、職場内のハラスメント防止に
努めなければなりません。

（2）職場でハラスメントが起きた場合には、通速かつ適切に対処
しなければなりません。

（ハラスメントを見つけた場合は、直ちにやめさせます。 ）

●監督者／管理監督者は部下からハラスメントに関する苦情相談を受ける

立場にいます

（1）相談者の話に真筆に耳を傾け丁寧に聴き‘相談者の意向などを的確に把握すること。

（被害者の場合、ハラスメントを受けた心理的影謹から理路整然と話すとは限らないので、

聴くように努めること。自分の認閲は差し挟まない。 ）

(2)被害者等の当事者にとって適切軟対応は何かという視点を持つこと。

（3）事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

（4）関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、秘密を厳守すること。

忍耐強く

－ムー庫一

ロl
』

監鐙者熱鶯理監督者と哩琿聖ハラスメントを放置囎鼠好献勤務環境を
確保でき趣か．産場合は聖一萱浬2-監督篭廷壷闇わ狸曼こと這壺堕圭す全
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参 考 法 規

1 裁判所法（昭和22年4月l.6日法律第59号）

2 裁判所職員定員法（昭和26年3月30日法律第'53号）

3 判事補の職権の特例等に関する法律（昭和23年7月12日法律第146号）

4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則（平成15年2月26日最高裁判所規則第

6号）

5 判事補の弁護士職務経験について

（1） 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成l6年6月18日法律第

121号)

（2） 判事補の弁護士職務経験に関する規則（平成16年ll月1 日最高裁判所規則

第I9号）

6 裁判官の人事評価に関する規則（平成16年1月7日最高裁判所規則第1号）

7 裁判官の報酬等に関する法律（昭和23年7月1日法律第75号）

8 裁判官の報酬以外の給与に関する規則（平成29年3月17日最高裁判所規則第

1号）

9 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成6年6月 15日法律第33

号)・

10裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程（昭和60年12月 18日最

高裁判所規程第5号）

ll 裁判官及び裁判官の秘書官の保健及び安全保持に関する規程（平成28年12月

21日最高裁判所規程第5号）

12裁判官の育児休業・介護休暇等について 、

（1） 裁判官の育児休業に関する法律（平成3年12月24日法律第lil号）

（2） 裁判官の育児休業に関する規則（平成4年2月 12日最高裁判所規則第2号）

（3） 裁判官の介護休暇に関ずる法律（平成6年6月29日法律第45号）

（4） 裁判官の介護休暇に関する規則（平成6年8月11 日最高裁判所規則第7号）

（5） 裁判官の配偶者同行休業に関する法律（平成25年12月4日法律第91号）

（6） 裁判官の配偶者同行休業に関する規則（平成26年2月14日最高裁判所規則

第2号)

13 裁判所の休日に関する法律（昭和63年12月 13日法律第93号）

14官吏服務紀律（明治20年7月30日勅令第39号）

15裁判官弾劾法（昭和22年ll月20日法律第137号)

l.6裁判官分限法（昭和22年10月29日法律第127号）
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下級裁判所事務処理規則（昭和23年8月18日最高裁判所規則第

国家公務員倫理法(平成11年8月 13日号外法律第129号）

国家公務員倫理規程（平成12年3月28日政令第101号) .

裁判所職員倫理規則（平成12年4月6日最高裁判所規則第7号）
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資料目録(民事局）

資料1各種事件統計

民事事件の概況

【全】民事事件新受件数

地方裁判所の民事事件

【地－1】新受未済,既済の各件数の推移(ワ号事件）

【地－2】既済事件の平均審理期間の推移(ワ号事件）

【地－3】未済事件の件数と平均係属期間の推移(ワ号事件）

【地－4】係属期間が2年を超える長期未済事件の件数及び割合の推移(ワ号事件）

【地－5】手続段階別平均期間の推移(人証調べを実施して対席判決で終局したワ号事件）

【地－6】平均期日回数及び平均期日間隔の推移(人証調べを実施して対席判決で終局したワ号事件）

【地－7】終局区分別の事件割合の推移(ワ号事

【地－8】和解率等の推移(争点整理手続実施月l.

【地－9】控訴提起件数及び控訴率(ワ号)並び| ：

【地-10】未済事件の合議件数及び合議率の推

【地-11】既済事件の合議件数及び合議率の推

【地-12】合議･単独別の既済件数並びに審理其

【地-13】ウェブ会議を活用した争点整理の運用

終局区分別の事件割合の推移(ワ号事件）

和解率等の推移(争点整理手続実施別･人証調べ実施別(ワ号事件)）

控訴提起件数及び控訴率(ワ号)並びに取消・変更率(ネ号)の推移

未済事件の合議件数及び合議率の推移(ワ号事件）

既済事件の合議件数及び合議率の推移(ワ号事件）

合議･単独別の既済件数並びに審理期間2年超及び3年超の合議率の推移(ワ号事件）

簡易裁判所の民事事件

【簡一1】簡裁における第一審通常訴訟の新受,未済件数及び平均審理期間の推移

【簡一2】簡裁における交通損害賠償(通常)の新受既済件数及び平均審理期間の推移

【簡一3】 '簡裁控訴(し号事件)の新受件数等

【簡一4】調停新受件数推移

【簡一5】調停(特定調停を除く)審理期間の推移

【簡一6】調停(特定調停を除く)終局区分別の割合の推移

倒産事件

【倒一1】破産事件の新受未済件数の推移

【倒一2】破産事件の新受件数の推移(自然人,法人･その他）

【倒一3】破産手続開始決定数の推移(同時廃止,管財）

【{到一4】破産事件の平均処理期間の推移(同時廃止･異時廃止｡終結）

【1到一5】通常再生事件の新受,未済件数の推移

【倒一6】個人再生事件の新受未済件数の推移

民事執行事件

【執－1】不動産執行事件の新受･未済件数の推移

【執－2】債権執行事件の新受･未済件数の推移

保護命令事件

【DV】配偶者暴力に関する保護命令事件の処理状況等について

資料2民事局･行政局のデータベースにログインする方法について



資料1

【全】 民事事件新受件数

－民事第一審通常訴訟(地裁）

－×一民事第一審通常訴訟(簡裁）

一△一破産

→一不動産執行

一一一民事調停(簡裁）
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地方裁判所の民事事件

【地－1 】新受未済， 既済の各件数の推移（ワ号事件） ’

｜
伊
叩

一
く
０ ‐－－1

－新ゞ一議済 ！
’1

250

言-← R未済

一
》１

ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌI

150．000

100，000

50，000

0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Rl R2 R3

【地－2】既済事件の平均審理期間2の推移（ワ号事件）

－司

’
(月）

■I －垂=人訶｡対席(合議）→－全事件 …査一"人証｡対席(単独）

| 400｢ ３６３
６

１
５３

タブ~〕 卓ﾌ

ココーココフQ

31.9 3158 ~ノー．-ノ
一一へ『ーハ ト

ゴコ.U f

一一30．7 314 ご上.~′ 。J
一で一一号一一一曽一■

ユ
ー
ｎ
Ｕ
ｎ
〕

ｎ
Ｕ
Ｅ
Ｊ

コ
ュ
う
４

フ1頁－．－－－ 22．1 －－
・ フn点 ←-L･学

19．5 19．6 20．1 今､‐'.､′ －…”‐‘…」&．1Q1
ユゴ･ユ 19‘2卿

一
‐
唇
・
一

ｌ
ｌ

ＯＯ２
18．7

－一半"～…＊＝鯉

雪､峠一雲豐ご鑿=冨塾竺室室ご堂
琴＝←一躍、 ･強－． ．冨空＝

一
昼
一
一
一
一 壷壺塾…虚勢' ･唾．

15．0 ＋

一
ｍ

蝉雲

唄
〔
〕
》

↓
ｇ

一癖》

一
弘
率
叩

一
一
即

一
一
》》

６

零

８

》一二
７
一
一

一
一
一
一
一
や
理

仁
一
ロ
一
忠

一
↑
８

？
７

10．0

５

’
5．0

00 斗

１

－
Ｒ

一一一 ｰ一 f･

R2 R3 ｜
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

！令和3年の数値は速報値である （以下，全てのグラフにつき同じ， ）

′審理期間については， 審理期間代表値を用いている。

’



【地－3】未済事件の件数と平均係属期間の推移（ワ号事件）
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【地－5】手続段階別平均期間3の推移（人証調べを実施して対席判決で終局したワ号事件）
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【地－6】平均期日回数及び平均期日間隔の推移（人証調べを実施して対席判決で終局したワ号

事件）

平均期日間隔 ’N一平均争点整理期日回数一平均口頭弁論期日回数→一
(月）

3．0

（回）

90

０
０
０
０
０
０

８
７
６
５
４
３

2．0

1．0

2．0

1.0

0．00．0

H24 HZS H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

三

3各手続段階別の数値は，裁半||所で一般に公表している代表値ではなく，実数値(N値）を川い

ている。そのため，各手続段階の平均期間の合計値は，代表値を用いた平均審理期間の数il ''iと合

致しない。

３

一受理～第1回弁論 一第1回弁論～人証調べ開始一人証調べ開始～終了

■■■人証調べ終了～終結一終結～終局 一平均審理期間



【地－7】終局区分別の事件割合の推移（ワ号事件）

H24

H25

H26

H27

H28 i決 ’判決

和解

その他

H29

H30

１
２
Ｒ
Ｒ

R3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
I

【地－8】和解率等の推移（争点整理手続実施別。人証調べ実施別（ワ号事件） ）

「

一争点整理手続を実施せず和解 画■争点整理手続実施｡人証調べ未実施で和解

争点整理手続｡人証調べいずれも実施し和解一和解率（件）

,000 40％70

35％1

60， 000 ％1
F

30ツ

50， 000 4．802

’
25％

40， 000

20％

30， 000

％

胱
％
％

５

１
１
５
０

20， 000

７

10ノ 000

寺0

H24 HZS H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

b

■■■■■I■I 」一 ｜、 ’
43．2％ 34 1％ 22．8％

、

1 1

h

’ ｜ ‘ ’ －－－I ’
40．2％ 36‘3％ 23．5％

I

、

ノ



【地－9】控訴提起件数及び控訴率（ワ号）並びに取消・変更率（ネ号）の推移

－■--控訴率÷取消・変更率「

I
’忌一 控訴提起件数(件）

18，000 30％T一一一．

16，000

25％

14，000

20％12，000

10，000

15％

8．000

10％6‘000

4，000

2，000

0

5％

0％

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

【地-10】未済事件の合議件数及び合議率の推移（ワ号事件）
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【地－1 1】既済事件の合議件数及び合議率の推移（ワ号事件）
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【地-13】ウェブ会議を活用した争点整理の運用

＜ウェブ会議を活用した争点整理の運用の実施件数＞
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簡易裁判所の民事事件

【簡一1 】簡裁における第一審通常訴訟の新受未済件数及び平均審理期間の推移

「 5m05 4.0
－
１E二平均審理期間一新受件数一や一未済件数

3.5

4(3 〕(M

－4
｜

， ｜

齢 ｜
、 ｜
『 1

J

Ｏ
犯
０

叩

０
０
０
Ⅸ
０
０

Ｏ
ｑ
ｑ
０

０
０
０
０

４
３
２
１

新
受
件
数
・
未
済
件
数
（
件
・
折
線
）

I

平
均
審
理
期
間
（
月
・
棒
）

〔
Ｕ
匡
丑
ｎ
〕
匡
二
ｎ
Ｕ

可
』
う
ム

可
竺

１
ユ

ー

｜

’

卜

降

－

１

１

‐

１

Ｆ

，

２

コフ
ユQ'

可7
ざq〃

~庁冒

2‘6 2．6 2.7 2.8 2.8 2･8 2,7
2．8

’

１
１
１
１
０
１
‐
」

’
0－5

１１」

４７６
１３
一

ハ
ツ
運
Ｊす
げ
一’ 0．00

R2 R3H25 H26 H27 H28 H29 H30 RlH24

注）令和3年の数値は速報値である。

【簡一2】簡裁における交通損害賠償（通常）の新受既済件数及び平均審理期間の推移
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【簡一4】調停新受件数推移
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倒産事件

【倒一1】破産事件の新受未済件数の推移
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【倒-2】破産事件の新受件数の推移(自然人,法人･その他）
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【倒-3】破産手続開始決定数の推移(同時廃止,管財）
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【倒-4】破産事件の平均処理期間の推移(同時廃止｡異時廃止･終結）
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【倒-5】通常再生事件の新受,未済件数の推移
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【倒一6】個人再生事件の新受,未済件数の推移
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民事執行事件

【執-1】不動産執行事件の新受｡未済件数の推移
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【執-2】債権執行事件の新受｡未済件数の推移
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【DV】配偶者暴力に関する保護命令事件の処理状況等について

1新受，未済,既済件数 『

2平均審理期間
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＊使用数値中，令和3年の数値は，速報値である。

＊ 「認容」には， 部認容の事案を含む。 「却下」には， 一部却下一・部取ドげの事案を含む。 「取下げ等」には，稗送，回付等の事案を含む。
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新任判事補の皆さんへ～刑事裁判の扉～

ン

|初めてのひとりの裁判～令状事件～,

「
鐸

■’多くの皆さんが初めて一人で行う裁判は令状事件です！

［ ■各庁には、必要な令状関係の執務資料が用意されています。

条文を確認し、慌てず、焦らず、困ったときには周囲に相談を。

■令状事件に限らず．
■■■■一ゞ

｜

｜
’

適正処理には法律等の改正に関する知識が不可欠です！

｜
， 重要な法改正、解説 刑事局からの周知

ケイフォ| :M-f""W… 魂撫一

可鋸

各庁における周知、報道、

インターネット等
’
1 勤務地の条例改正等ﾛ－－ 1

※裁判官は、書記官、事務官、事務局等、様々な立場の仲間に

支えられています｡

※ベテラン裁判官でも、周りに相談しながら対処しています。
※慌てず周りに相談して、部全体、庁全体でよりよい鰐決法を

考えましょう。

…ﾂｰ九 ※最新トピックに関する研究会・協議会資料も
ケンサンやケイフォに！

’
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弾
牌
吟 裁判斯をめぐる諸情勢について裁判所全体の現状、課題

※最高裁判所聿務総局が毎年発行
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l 司法研修所情報データベース（ケンサン）参考文献リスト、研究会資料写
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刑事に関する参考情報､統計’’
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裁判員量刑検索システムの正確性は裁判員裁判への信頼の基盤里
「利用の手引」をよく見て、合議体でよく確認して正確に登録
しましょう。

#

…瞳駒殆…､$證望鋸… 一……門JE冷謡浬衿丹堀ェ月 J…鍔當E巴夙L酔吋唱幣蔀員『三■…■…一一月円詞昂………

トピッ

※これらの議論や取組みは日々深化を重ねていきます｡

部の裁判官と意見交換し、最新情報をキャッチして、積極的取組みを！

裁判員との実質的協働

国民の司法参加の意義

在るべき刑事裁判全体の姿

を擬求する患鰯蕊い鞭繕みです。短
R3刑事実務研究会2結果概要※ケンサン掲載

一 R3刑事事件担当裁判官協議会 ，

』
～ 蓉陽

、●‘
暉

;

｜

…
1－

裁判の迅速化i

rー…－……蕊…一一画…＝§…霊鍵一陣画一…‘ 篝議…割“一一……＝一＝＝ー

|凝議: 奔剛溌化に向けた ｜
裁判"迅速化に係る検証に閨する報告書灘裁判所ｳｪブ封卜掲載I
R3刑聿実務研究会1結果概要※ケンサン掲載

1－－－…f型｣襄慨当謝'灘議…一一一一一一三

国民参加の推進。広報
）
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壁建築Z髭も 轄窪認､竪馨 識二号
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将来の裁判員として積極的に参加してもらえる環境を I
作ります。

R3刑事実務研究会二結果概要瀬ｹﾝｻﾝ掲載 IR3. 11， 16刑事局第一課長事務連絡
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刑事手続鰯デジタル化 社会が急速に変化する中、刑事手続の

新たな変化への期待

安心できる刑事裁判の実現に向けて被害者配慮 etC
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資料目録(行政局）

行政訴訟事件

【行1】行政訴訟事件

【行2】行政訴訟事件

【行3】行政訴訟事件

新受･既済･未済件数及び本人訴訟率

既済平均審理期間及び長期未済事件の審理期間別事件数

事件類型別新受件数

国家賠償事件

【国1】国家賠償訴訟事件新受件数及び本人訴訟率

【国2】国家賠償訴訟事件新受件数における被告の別

【国3】国家賠償訴訟事件新受件数における請求類型の別

【国4】国家賠償訴訟事件事件類型別新受件数

労働関係事件

【労1】労働関係民事通常訴訟事件新受･既済･未済件数及び平均審理期間

【労2】労働関係民事通常訴訟事件既済事件における合議･単独事件の件数及び合議率

【労3】労働関係民事通常訴訟事件新受事件の種類別･事情別割合

【労4】労働関係行政訴訟事件新受･既済･未済件数及び平均審理期間

【労5】労働審判事件新受･既済･未済件数及び既済平均審理期間

【労6】労働審判事件終局事由別既済件数の割合

【労7】労働審判事件全国の地方裁判所ごとの新受件数

知的財産権関係事件

【知1】知的財産権関係民事通常訴訟事件新受･既済･未済件数及び平均審理期間

【知2】知的財産権関係民事通常訴訟事件事件の類型別新受件数

【知3】知的財産権関係審決取消訴訟(第一審)事件新受･既済･未済件数及び平均審理期間

【沖】

各資料の末尾に｢(最高裁判所行政局調べ)｣と記載されているものの数値は､各庁からの報告を集計した概数であ
り、所定の修正を行うことがある。
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行政訴訟事件新受｡既済｡未済件数及び本人訴訟率(地方裁判所第一審｡全国）１１
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（事件数は最高裁半 1所行政局調べ｡本人訴訟率はSSDBS調べ。

【行2】行政訴訟事件既済平均審理期間及び長期未済事件の審理期間別事件数(地方裁判所第一審｡全国）
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【行3】行政訴訟事件事件類型別新受件数(地方裁判所第一審･全国）
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【国1】国家賠償訴訟事件新受件数及び本人訴訟率(地方裁判所第一審｡全国）
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【国2】国家賠償訴訟事件新受件数における被告の別(地方裁判所第一審｡全国）
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【国3】国家賠償訴訟事件新受件数における請求類型の別(地方裁判所第一審･全国）

（件） 口国家賠償法1条1項 口国家賠償法2条1項
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※「国家賠償訴訟事件｣とは、国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償事件(ただし､行政訴訟事件に
併合提起されている国家賠償訴訟事件を除く。）をいう。

各表の数値はいずれも最高裁判所行政局調べ

4

－
１
一

一
野

→ハヘ



【国4】国家賠償訴訟事件事件類型別新受件数(地方裁判所第一審｡全国）
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皿
９ｒ
一
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李
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／
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0

※「国家賠償訴訟事件｣とは、国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償事件(ただし、行政訴訟事件に

併合提起されている国家賠償訴訟事件を除く。）をいう。

※上記グラフは、被告が国であり、かつ、原告側に訴訟代理人が選任されている地裁第一審のみを対象とするもの
である。

(最高裁半l1所行政局調べ）
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【労1】労働関係民事通常訴訟事件新受｡既済｡未済件数及び平均審理期間

（地方裁判所第一審｡全国）

一未済件数 一◆一既済平均審理期間寺未済平均審理期間｜一新受件数一既済件数

20.06.000

I 5，597

蔦
L

5.500 RqQQ
ご』りJJ

18．0
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０
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０
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０
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29年

成
年
Ｆ
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和
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へ
祠
り
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和
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今
や
内
』

平成

27年

令和

元年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

28年

※令和3年の新受件数、既済件数及び既済平均審理期間は、速報値である。

(新受件数、既済件数及び既済平均審理期間はSSDBSによる統計｡未済件数及び未済平均審理期間は最高裁判所行

政局調べ。 ）

【労2】労働関係民事通常訴訟事件既済事件における合議｡単独事件の件数及び合議率

（地方裁判所第一審｡全国）
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０
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２
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１
１
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’
1 ；000 10．0％ｒ

500 5.0％

0 0．09

平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年令和元年令和2年 令和3年

※令和3年の数値は速報値である。
(SSDBSによる統計）
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【労3】労働関係民事通常訴訟事件新受事件の種類別｡事情別割合(令和3年）

（地方裁判所第一審｡全国）
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賞
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損害その他セクハラバワハラ

賠償

配転。 賃金等その他

出向 確認 確認

割増

賃金
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千J当
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懲戒

解雇

期間満
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通
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普
解
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表

事情事件の種類

｜
’

’地位等確認 ｜ そ‘

I"|2職了職圃I
その地位等確認

55246 11592

他確認 賃金等給付 損賠 その他 セクハラ くワハラ

I 76 286I10464 1,51,305 2，11945 280617

※上記表の事件の種類及び事情の数は､事件に含まれる請求ないし事情の数(延べ件数)であるため、その合計数と

新受総件数(3,766件)とは一致しない。

※上記グラフ中の割合は､新受総件数に占める事件の種類の件数の割合であり、延べ件数に占める割合ではない。

（最高裁判所行政局調べ）
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【労4】労働関係行政訴訟事件新受｡既済｡未済件数及び平均審理期間

（地方裁判所第一審｡全国）
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(最高裁判所行政局調べ）
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【労5】労働審判事件新受｡既済･未済件数及び既済平均審理期間(地方裁判所｡全国）
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※令和3年の数値は速報値である

(SSDBSによる統計）

【労6】労働審判事件終局事由別既済件数の割合(地方裁判所｡全国）
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※令和3年の数値は速報値である。

※百分比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100と一致しない場合がある (SSDBSによる統計）
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【労7】労働審判事件全国の地方裁判所ごとの新受件数(平成29年～令和3年）

令和3年の数値は速報値である。

静岡地裁浜松支部､長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部では､平成29年4月から労働審判事件の取扱いを開始した。
(SSDBSによる統計）
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【知1】知的財産権関係民事通常訴訟事件新受･既済･未済件数及び平均審理期間
（地方裁判所第一審｡全国）
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（最高裁判所行政局調べ）
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【知2】知的財産権関係民事通常訴訟事件事件の類型別新受件数(地方裁判所第一審｡全国）
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はじめに

家庭裁判所は， 家庭や家族に係る紛争や， 少年の非行について， そ

の背後にある原因を探りながら， それぞれの事案に応じた適切妥当な

措置を講じ， 将来を展望した解決を図るという理念に基づき， 昭和2

4年1月1日に倉ﾘ設された。

その基本的役害'lは倉ll設から70年余を経ても変わることはないが，

社会状況や価値観の変化の中で， 家庭裁判所に求められる具体的な役

割もまた変化してきており ， 家庭裁判所は， その変化を踏まえつつ，

上記の理念の実現に向けて的確に対応していくことが求められている‘，

本資料は， そうした家庭裁判所の現状及び課題をコンパクトにまと

めたものである。

家庭裁判所は今年で倉ﾘ設70周年を迎えます。その間の歩みの中で，

裁判所に持ち込まれる事件には常にその時々の社会経済情勢や人々の

家族観・価値観が反映されてきましたが，近時における家族や社会の在

りようの変化にはとりわけ目を見張るものがあり，家事事件は， 当事者

間の対立が先鋭化するなどして解決が困難な事案が増えてきています。

少年事件においても，調査や処遇判断に困難を覚える事件が少なくあり

ません。また， こうした変化に伴い，家庭裁判所が社会で果たすべき役

割も， それに応じて大きく変わりつつあります。成年後見制度について

は，成年後見制度利用促進基本計画を受けて，市町村をはじめとする関

係機関との間で連携に向けた協議が進められています。裁判所として

は， 引き続き個々の事件処理における運用の改善に向けた努力を尽くし

ていく一方で，計画の目指す地域連携ネットワークの構築へ向けて， 関

係機関とも協力していかなければなりません。各職種がそれぞれの果た

すべき役割を改めて検討し， 関係機関との連携を強化するなどして， 家

庭裁判所としての機能を一層充実させていくことが求められます。

(平成31年最高裁判所長官「新年のことば」 より）



1 家裁の事件の概況

1 家事事件等の概況

令和3年の家事事件及び人事訴訟等事件の新受総件数は1 15万() ， 3

73件であり、 この10年間で約34%増となっている。 このうち家事審

半||事件は96万7， 414件(10年間で約44%増） 、家事調停事件は

13万2, 556件（同約7%減）で、 これらが全体の約96%を占めて

いる。家裁は、 これまでも社会経済情勢の変化に対応し、事務処理の態勢

や方式を工夫､改善してきたが､家事事件手続法(以下｢家事法」という。 ）

の趣旨やその背景にある国民のニーズを踏まえて、事件の種別を問わず、

更に取組を深化させる必要がある。

（1） 家事審判事件の概況

家事審判事件の約98％を占める別表第一審判事件の新受件数につい

ては、増加傾向が続いており、相続放棄のほか、特に成年後見関係事件

の増加が著しい。

他方、別表第二審判事件の新受件数については、平成25年以降、お

おむね緩やかな減少傾向にあったが、令和3年は、 2万3, 016件と

増加（前年比約13％増） している6 もつとも、子の監護に閨する処分

事件は、平成25年以降も概ね増加傾向にある。

（2） 家事調停事件の概況

家事調停事件の新受件数は、平成23年から平成24年まではおおむ

ね増加傾向で、平成25年以降は、高止まり状態にあったが、平成3(）

年以降は、おおむね緩やかな減少傾向にある。

(3) 子の監護に関する処分事件（面会交流）新受件数

社会情勢を反映し、子の監護に関する処分は増加の一途をたどってお

り、特に面会交流事件は増加傾向が顕著であり、平成24年から令和3

年までの1 （)年間で約1 ． 4倍となった。面会交流事件については、当

事者の対立が先鋭化し、解決困難な事案が増えている上、社会的・政治

的な関心も極めて高い状況にあり、 これまで以上に質の高い審理・判断

が求められている。

(4) 人事訴訟事件の概況

人事訴訟事件の新受件数は、平成16年4月に家裁へ移管された後、

平成24年に最も多くなり、平成25年以降は減少傾向にあって近年は

1万件を下回っていたが、令和3年は再び1万件を超えた。

(5) 子の返還申立事件の概況

子の返還申立事件の新受件数は、平成26年（ただし、施行された4

月以降）は9件、平成27年は26件、平成28年は25件、平成29

第1
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年は12件、平成30年は27件、平成31年（令和元年）は16件、

令和2年は18件､令和3年は9件であった。

2少年事件の概況

少年保護事件の新受人員は､平成14年以降減少しており、令和3年はく

4万5， 873人（前年比約1 1％減。過去1 ()年間で比べると約65％

減） となっている。 この減少傾向は、少年人口の減少が一つの要因と考え

られるが、新受人員は、少年人口の減少害'l合以上に減少している。

事件種別で見ると、交通関係事件は一貫して減少しており、令和3年は

2万0， 1 17人（前年比約10%減。過去10年間で比べると約58%

減）となった。また、同様に一般事件も減少しており、令和3年は2万5，

756人（前年比約12％減） となった。一方、凶悪犯（殺人、放火、強

盗及び強制性交等）は、平成24年から平成29年までは減少傾向にあっ

たが、平成3()年以降増減を繰り返し、令和3年は340人（同約35%

減） となった。

個別の事件を見ると、社会的関心を集める重大事件や、資質や家庭等の

環境に根深い問題を抱えた少年の事件が少なくない。複雑多様な事件につ

いて、適正な事件処理が求められているといえる。

第2家事事件関係

1 家事法の下における家事事件の処理に関し運用上検討すべき事項

（1） 家事法施行の意義

平成25年1月に施行された家事法は、家族をめぐる社会状況や国民

の法意識の変化を背景に、 当事者間の利害の対立が先鋭化し、解決困難

な紛争が増加しているという家事事件を取り巻く現状にふさわしい法的

紛争解決手続を実現しようとするものであり、家事事件の手続を現代社

会の要請に合致したものとするため、 当事者等の手続保障に資する規定

を拡充するなどし、また、手続をより利用しやすくするための制度を新

設するなどしている。

家事法の下における家事事件の処理に当たっては、法の規定を遵守す

ることは当然のことであるが、裁判官を始めとする各職員が、家事法が

制定された背景をしっかりと理解した上、家事法の趣旨に則った運用の

実現に努めることが求められている。

(2) 家事法の下における家事調停の運営

家事法の施行は、家裁の紛争解決機能の強化を実現するための重要な

契機と位置付けられるところであり、各家裁においては、家裁の主要な

事件である家事調停の運営改善に取り組んでいる。

ワ
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家事調停の運営改善の取組においては、裁半ll官はもとより、家事調停

委員書記官、家裁調査官等の関係職種が、問題意識を共有してそれぞ

れの役割を適切に果たしていく必要があり、定量的、定性的両面からの

効果検証の視点を持ちながら、 この取組を庁として継続していくことが

肝要と考えられる。 このような観点から、協議会等においては、家事調

停における裁判官の効果的な関与の実現方法、裁判官と関係職種の果た

すべき役割を踏まえた書記官及び家裁調査官との合理的な役害'l分担や連

携の在り方、取組の効果検証の在り方、効果検証の結果を踏まえて取組

を修正し、 これを継続、定着させていくための課題といった点について

議論が重ねられてきており、家裁においては、関係職種間の連携をベー

スとした紛争解決機能の強化に取り組んでいくことが必要との意識が浸

透しつつある。

今後は、今まで積み重ねてきた総論的な議論を、個別具体的な事件の

中でどのように実践していけるのかといった視点で検討を深めていくこ

とも重要であり、離婚調停事件や子の監護に関する事件など、裁判官の

リーダーシップと関係職種との連携が強く求められる複雑困難な事件類

型を意識しながら、更に取組を進めていくことが求められている。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からは、小規模の

室内で当事者と対面し比較的長時間にわたり事情聴取及び調整を行う従

前の調停の在り方をそのまま維持することは難しくなっており、調停手

続の利点を生かしつつ利用者のニーズや生活様式の変化に対応する新た

な手続の在り方を検討・模索していく必要がある。そして、むしろこの

機会にこそ、従前のやり方に囚われず、調停の本質・利点に立ち戻り、

これからの時代の当事者のニーズに適う調停運営の在り方を積極的に考

え実践していくことが必要かつ可能であり、またそのような必要性を関

係職種（調停委員を含む。 ） も含めて共有しやすい環境になっているの

ではないかとも考えられる。そこで、家庭局は、各庁から知恵を結集・

共有し、具体的な運営改善に生かし、つなげていく観点から、令和2年

5月以降に、各庁の検討結果についての情報提供を受け、同年8月にそ

れを取りまとめたものを各庁に還元した。また、同年1 1月には、司法

研修所及び裁判所職員総合研修所で合同実施された「家事基本6専門研

究会2 （面会交流）及び家事実務研究会」において本取組に関する協議

が行われ、同研究会の成果も踏まえて各庁で検討・実践が行われた。令

和3年5月に開催された調停委員協議会でも採り上げられ、実際に調停

運営を行う調停委員の視点からの率直な受け止めを確認するとともに、

調停の基本的価値を損なうことなく、合理的かつ充実した事情聴取・調
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整を実現するために調停委員が果たすべき役割等について協議を行った，

令和3年1 1月の「家事基本研究会・家事実務研究会」では、本取組は、

手続運営に関する取組にとどまらない様々なレベルの方策が相互に関連

し合っているため、関連し合う取組全体を通じて検討、実践、検証、改

善の営みを継続していく必要があり、 どのような取組から着手し、そこ

からどのように検討等の営みを広げていくかといった戦略を庁内の関係

職種間で議論・共有していくことが重要であること等について協議し、

認識共有を行った。個々の取組を進めていく際にも、取組相互間の関連

性を意識した上で自らの業務に取り組み、他の方策等を担当する職員と

適切に連携・協働し、庁全体として多様な取組を有機的に関連付け、総

合的に推進していくことが効果的であると考えられる。 さらに、令和4

年1月から同年2月にかけて開催された令和3年度家事事件担当裁判官

等協議会においては、現在行われている調停運営の在り方の検討は、 ウ

ェブ会議の導入を含めた調停手続のデジタル化に係る議論を進めるにあ

たって土台になるものであるとともに、デジタル化で検討した視点や内

容を、逆に調停運営の在り方に係る検討に生かしていくなど、双方向で

議論を深化することが重要であることなどが確認された。

（3） 家事法の運用上の諸問題

申立書の写しの送付、子の意思の把握・考盧、電話・テレビ会議、調

停に代わる審判（別表第二に掲げる事項につき新設）等、家事事件の手

続に関し規定が新設されたものについては、それぞれ新設された趣旨等

を十分に踏まえた運用の定着に向けた実務が積み重ねられているところ

である。

なお､家事事件に限らず､秘匿情報の適切な管理が課題とされており、

各家裁においては、 これを実現するための職種間連携の在り方を含めた

検討や実践が進められている。

2後見関係事件及び財産管理人選任事件の運用見直し

（1） 後見関係事件の運用見直しの現状

後見関係事件は、平成12年4月に現在の成年後見制度が始まって以

来増加の一途をたどっており、令和3年12月末日現在の管理継続中の

本人数は、約24万8, ()OO人に上っている （令和2年12月末日時

点は約24万O, O()O人） 。また、政府が作成したオレンジフ・ランに

よれば、我が国における認知症有病者数は令和7年には約7（) （)万人に

上ると推計されており、成年後見制度の利用者数は、今後更に増加する

ことが見込まれる。 このような状況から、国民の成年後見制度に対する

関心も高い状況にあり、近年、家裁においては、従前の制度運用がノー
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マライゼーション、 自己決定権の尊重、身上保護の重視といった成年後

見制度の趣旨に沿ったものとなっているかという視点で検討を重ねてき

た。

とりわけ、後見等監督の在り方については、後見人の裁量を尊重する

という制度趣旨を踏まえたものとなっているかという点について、現状

を客観的に検証した上で、実証的な視点を持って見直しが進められ、そ

の結果､後見人が家裁に報告する事項を必要かつ十分な範囲に絞り込み、

家裁が審査すべき事項を明確にするといった新たな監督手法が取り入れ

られ、その定着が図られてきたところである。また、後見等監督の在り

方は､後述する後見人等の選任や報酎||の在り方の検討にも関わっており、

今後は、報告書書式等の見直しも含めて検討を進めていく必要がある。

(2) 成年後見制度利用促進基本計画を受けた裁判所の取組

平成28年5月、 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」 （以下

「促進法」 という。 ）が施行された。同法に基づいて設置された「成年

後見制度利用促進委員会」には、家庭局長も委員に任ぜられ、政府が策

定する「成年後見制度禾ll用促進基本計画」 （以下｢第一期計画」という。）

について盛り込むべき事項について議論が重ねられた。そして、政府は、

平成29年3月、①利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善、

②権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、③不正防止の徹底と利

用しやすさの調和の3点を柱とする第一期計画を閣議決定した。以後、

平成29年度から令和3年度までの対象期間において、各地域において

成年後見制度の利用が必要な人を発見し、制度の利用につなげるための

権禾ll擁護支援の地域連携ネットワークやその中核となる機関（中核機関）

の整備に向けた取組など、様々な施策が進められてきた。

制度の運用を担う裁判所としても、政府における取組を踏まえ、国民

にとって利用しやすい制度の実現に向けた取組を進めていく必要がある

ところ、そのためには、各地域の取組が、地域連携ネットワークや中核

機関の整備にとどまらず、市民後見人等の育成、マッチングや後見人支

援といった機能を充実するものとなることが必要不可欠である｡そこで、

家庭裁判所では､地方自治体が地域連携ネットワークや中核機関の体制

整備に向けた取組を段階的に進めるにあたって、制度の説明、利用ニー

ズを把握するための情報提供を行うなど、その後の機能充実面における

連携を見据えて、様々な形で積極的に協力を行い、各関係機関も含め、

互いに顔の見える関係の構築に努めてきた。

また、裁判所内部の検討としても、外部機関との連携を意識しつつ、

第一期計画の趣旨を踏まえながら、財産管理のみならず意思決定支援．

、
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身上保護も重視した適切な後見人等の選任・交代の在り方について検討

を進めるとともに、それと表裏一体のものとして、報酬の在り方につい

ても検討を進めてきた，また、成年後見制度で禾ll用する診断書について

は、財産管理能力の確認に偏り過ぎているという指摘を踏まえ、判断能

力についての医師の意見欄の表現を見直すなどの改定を行うとともに、

福祉関係者が有している本人の生活状況等の情報を医師に伝え、 より的

確に診断を行ってもらうため、新たに「本人情報シート」を導入し、そ

れぞれ平成31年4月から運用を開始した。診断書については、その後

も、医療関係団体から意見を聴取するなどして継続的に見直しを行って

いる。

これらの取組は、裁判所内部の検討にとどまらず、関係機関等との間

の協議・運営を必要とする重要課題として司法行政的な対応を要し、事

務局が事件部と一体となって庁全体で取組を進めていく必要があること

から、平成29年度以降、毎年最高裁において後見関係事件事務打合せ

を開催しており、令和3年度も7月に同打合せを開催した。同打合せに

おいては、①中核機関の設置及び機能充実に向けた地方自治体等と裁判

所の連携、②第一期計画を踏まえた後見人等の選任等の在り方、③後見

人等の報酎I|の在り方、④高裁の役割などについて意見交換等を行った。

令和4年度も同様に開催することが予定されている。

前記②及び③に関しては、家庭局と日弁連等の專門職団体との間で、

継続的に協議を重ねている。第一期計画を踏まえた後見人等の選任等の

在り方については家庭局と專門職団体との間で認識の共有に至り、報酎｜｜

付与の在り方については專門職団体からの意見を踏まえ、各家裁におい

て今後の運用について具体的な検討を行うことについての理解を得て、

各家裁での検討を行う際の参考となる資料を添付した家庭局第二課長

書簡を平成31年1月に発出した。その後も、監督人や保佐人・補助人

の役割等につき、専門職団体との間で認識共有ができ次第、参考資料を

発出した（令和元年8月には、親族後見人に対する支援という観点から

後見監督人に期待される役割について、令和3年1月には、保佐人及び

補助人に期待される主要な事務について、令和3年1 1月には、專門職

後見監督人の関与すべき事案のパターンを整理したものについて、令和

4年3月には、任意後見監督人に期待される役割や事務の内容について、

それぞれ検討のたたき台となる考え方を整理した。 ） 。現在、各家裁に

おいて、 これらの書簡を参考として、後見人や後見監督人の選任の運用

等についての検討を進めている。

また、③の報酎｜|の在り方については、後見人等が行った事務の内容等
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に応じて報酬を付与するという考え方に基づき、大規模庁を中心に検討

を進め、各家裁においてもそれを参考に検討を行ってきたが、令和3年

6月に実施した利用者の立場を代表する団体からのヒアリング（第2回）

において、あらためて検討すべき事項や視点が浮き彫りになったことか

ら、検討すべき事項の整理を行った。今後は、各協議会等の機会も活用

してこれらの事項について検討を進めるとともに、各家裁においても、

地域の実情を踏まえて、検討を進めていく必要がある。

第一期計画は令和3年度で終了し、令和4年度からは、第二期成年後

見制度利用促進基本計画（以下「第二期計画」 という）が開始した．第

二期計画の対象期間は、令和4年度から令和8年度の5年間とされてお

り、令和6年度には、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個

別の課題の整理・検討が行われる予定である。

第二期計画においては、地域連携ネットワークの機能強化に向けた取

組が更に進められることが予想され、家裁も地方自治体や専門職団体等

の外部機関と十分に連携していくことが求められる。また、制度の見直

しに向けた検討にも注意を払いつつ、運用改善に向けた検討を進めてい

く必要があり、引き続き、促進法、第二期計画の趣旨を踏まえて、家裁

に求められている役割を果たしていくことが求められる。

(3) 不正防止に関する取組

令和3年1月から12月までに家庭局に報告された後見人等による不

正事案は169件、被害総額は約5億3, OOO万円で、前年と比べて

減少したものの(令和2年1月から12月までに報告された不正事案は

185件、被害総額は約7億9, OOO万円)、なお社会的に許容される

水準とはいいがたい状況にある。

不正対応については、平成23年以来、各家裁において、不正対応時

の緊急事務処理態勢の確立に向けた取組が進められており、一定の成果

を上げつつあるように思われるが、今後も引き続き不正対応の重要性等

について注意を喚起し、更なる不正被害を防止するために必要かつ合理

的な措置を迅速に講ずることの重要性を十分に認識した運用を徹底する

ことが必要である。

また、後見制度支援信託は、平成24年2月以降令和3年6月末日ま

での問に2万7， 761件が契約締結に至っており、同信託に並立・代

替するものとして第一期計画の閣議決定を受けて取扱いが開始された後

見制度支援預貯金については、平成30年1月から令和3年6月末日ま

での間に4， 427件が契約締結に至っている。特に、後見制度支援預

貯金については、平成30年4月に、金融関係団体等と関係官庁等が参
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加した｢成年後見制度における預貯金管理に関する勉強会」の議論の結

果としての報告書が作成され、 これを受けて、取扱金融機関が増加して

きており、今後も取扱金融機関が更に増加することが予想される。

なお、上記の勉強会ではその後も運用をフォローアップするための会

議が開かれており、令和3年1 ()月には保佐・補助類型を対象とする預

貯金管理の仕組みについての同時点における検討状況が公表されるなど

の動きがある．

(4)財産管理事件の処理について

財産管理事件の新受件数に関する過去10年の動向を見ると、不在者

財産管理事件については、 8, OOO件前後で推移しているのに対し、

相続財産管理事件は、年々増加を続け、令和3年には2万7， 2(〕8件

となり、 10年間で約1 . 6倍となった。

財産管理事件において､定期的に財産状況を確認することの必要性や、

特に相続財産管理事件において、管理終了に向けて計画的に清算手続を

進めるため、管理人に対する助言や働き掛けを行うことの重要性につい

ては、従来から強調されてきたところである。また、財産管理上の問題

を把握した後は、後見関係事件と同様に、財産の流出を阻止する措置を

迅速に講じることが求められている。

管理終了に向けた計画的な清算手続に関連するものとして、相続財産

管理事件における不動産の国庫帰属について、財務省理財局が、令和2

年12月に、法律上国庫帰属すべき不動産に関する事務の具体的な取り

扱いを示すとともに、国庫帰属財産の円滑な引継ぎの実現のために、各

財務局等において関係機関との協力体制の構築に努めるよう各財務局に

周知する通達を発出している。

平成30年11月 （一部の規定については令和元年6月）から所有者

不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が施行されている。同法

には、所有者不明土地を適切に管理するため特に必要があると認めると

きは、国の行政機関の長又は地方公共団体の長が、家裁に対し、財産管

理人の選任を請求できるとする民法の特例が定められているところ、事

案の性質に応じて、適切な運用を行うことが求められている。

人事訴訟事件の適正かつ迅速な審理

家裁に人事訴訟が移管されて18年が経過した。その間、未済事件は、

成2()年以降、年々増加し、平成23年12月末時点で1万件を超える

3

平成2()年以降、年々増加し、平成23年12月末時点で1万件を超える

状態となっていたが、平成24年以降は、 9, 700件前後で推移してい

たところ、令和2年に再び1万件を超えた。令和3年12月末時点でも、

1万件を超えている。
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また、既済事件の平均審理期間は長期化する傾向にあり、令和3年の平

均審理期間は13． 8月であった。未済事件の平均審理期間も、平成24

年は前年より若干短縮したものの、平成25年以降は長期化傾向に戻って

いることからすると、平均審理期間の長期化の原因を長期未済事件の優先

的な処理に求めることは難しいと考えられる。

なお、令和3年の既済事件の平均審理期間は、地裁で処理していた当時

（平成15年）よりも約4． 5月長くなっている〔） また、財産分与の申立

てがある離婚の訴えでは、争点整理期間を中心に年々審理期間が長期化し

ており （平成24年は14． 6月、令和3年は17. 5月） 、財産分与に

関する合理的かつ効率的な審理の在り方等について検討することが必要で

あると指摘されている。さらに､財産分与の申立てがないものについても、

審理期間が年々長期化していること （平成24年は1 （) ． 3月、令和3年

は12． 1月）を直視する必要がある。

人事訴訟の審理期間の長期化については、裁判の迅速化に係る検証の検

討会において、委員からも厳しい意見が出されており、長期化に歯止めが

かからない現状について真蟄に受け止めた上で、その原因分析及び対応策

の検討を従前の分析にとらわれることなく行うことが必要であると考えら

れる。

4国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の

運用

国際結婚が破綻した場合等において、子が国境を越えて不法に連れ去ら

れた際に、迅速に常居所地国に子を返還すること等を定めた「国際的な子

の奪取の民事上の側面に関する条約」が、平成26年4月、 日本について

効力を生じ、その国内実施法（平成25年法律第48号）及び実施規則（平

成25年最高裁判所規貝ll第5号） も施行された。その後、民事執行法及び

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部

を改正する法律が､令和元年5月に成立し､令和2年4月1日に施行され、

強制執行の規定が見直された。

子の返還申立事件の第一審専属管轄を有する東京家裁及び大阪家裁並び

に抗告審裁判所である東京高裁及び大阪高裁においては、適切な運用の確

立に向けた取組がされており、 これまでのところ、円滑な事件処理がされ

ているところである。東京・大阪以外の家裁に係属する親権者の指定若し

くは変更又は子の監護に閨する処分についての審判事件及びこれらの抗告

事件においても、一定の場合には、上記実施法及び実施規貝llの適用がある

ところであり、 この点については留意が必要である。

5最近の立法の動向について
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(近時成立した法律について）

(1)児童虐待対応に関する児童福祉法等の改正

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律

が、平成30年4月に施行された‐

この改正により、①児福法28条の審判事件において家裁が都道府県

に対して保護者指導措置を行うよう勧告できる場面が拡大し、②保護者

の意思に反して2か月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときご

とに家裁の承認審判を必要とする制度が倉ll設された。

また、 この改正法の附則第4条において、政府は、施行後3年を目処

として、改正後の法律の施行状況等を勘案し、改正後のそれぞれの法律

の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとされたことなどを受け、令和2年9月から、児童相談所における一

時保護の手続等の在り方に関する検討会が厚生労働省主催で開催され、

令和3年4月に取りまとめがされた．その後、厚生労働省、法務省及び

最高裁といった関係省庁等において、 ‐一時保護の開始の判断についての

新たな司法審査の導入に向けた様々な観点からの検討が行われ、厚生労

働省が所管する社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会において、

同年12月、 この点を含む報告書が取りまとめられた。

(2) 成年年齢の引下げ

民法の成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部改正法が、平成30

年6月に成立し、公布された。 この法律は、一部の規定を除き、令和4

年4月1日から施行された。

家事事件において、成年年齢引下げ後に影響が及ぶものとしては、親

権喪失事件、親権停止事件、管理権喪失事件、親権・管理権辞任許可事

件、未成年者を養子とする場合の養子縁組許可事件、離縁後の未成年後

見人選任事件、離縁後の親権者の指定事件、未成年後見人選任事件、親

権者の指定・変更事件などがある。

(3) 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関す

る民法の特例に関する法律

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に閨する

民法の特例に関する法律が､令和2年12月に成立し、公布された。 こ

の法律は、条文によって施行日が異なり、令和3年3月1 1日、同年1

2月1 1日に分かれて施行された。

この法律の内容は、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らか

にし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について

規定するとともに、第三者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により
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出生した子の親子関係に関し、民法の特例を規定するものである。

裁半|｣実務に影響のある事項としては、第3章に、女性が自己以外の女

性の卵子（その卵子に由来する胚を含む｡）を用いた生殖補助医療により

子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする

ことが明示された（第9条）ほか、妻が、夫の同意を得て、夫以外の男

性の精子（その精子に由来する胚を含む｡）を用いた生殖補助医療により

懐胎した子については、夫は、民法第774条の規定にかかわらず、そ

の子が嫡出であることを否認することができない（第10条）旨が規定

されている。規律の見直しの動きについては、 (8)参照．

(4) 登記制度・土地所有権の在り方の見直し

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が、平成30年

1 1月 （一部の規定については令和元年6月）に施行され、土地収用法

の特例などとともに、所有者不明土地を適切に管理するため特に必要が

あると認めるときは、国の行政機関の長又は地方公共団体の長が、家裁

に対し、不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任を請求できるとす

る民法の特例が定められた。

また、政府は、所有者不明土地問題の解決に向けた取組を加速してお

り、平成29年10月から、登記制度・土地所有権の在り方に関する研

究会が開始され､平成31年2月に研究会の報告書が取りまとめられた。

これを受けて、同月の法制審議会第183回会議において、相続等によ

る所有者不明土地の発生を予防するための仕組み及びこれを円滑かつ適

正に利用するための仕組みを整備するために必要な方策について諮問が

行われ、同年3月から法制審議会の民法・不動産登記法部会において審

議が行われた。

令和元年12月の民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）等の改

正に関する中間試案の取りまとめ、令和2年1月から3月にかけてのパ

ブリック・コメント等を経て、令和3年2月、法制審議会第189回会

議において要綱の採択及び答申が行われた。要綱には、民法等の見直し

として、財産管理制度、共有制度、遺産分割制度の見直しなどが盛り込

まれており、 これを踏まえた「民法等の一部を改正する法律」及び「相

続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3

年4月28日に公布された。その主な改正項目等は、①相続登記や住所

等の変更登記の申請の義務化、②土地所有権を国庫に帰属させる制度の

創設、③長期間経過後の遺産分害'lにおける相続分の見直し、④共有制度

の見直し､⑤財産管理制度の見直し､⑥相隣関係規定の見直し等である。

上記各法律は、①のうち相続登記の申請の義務化等の規定は令和6年4
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月1日、②は令和5年4月27日、③ないし⑥は令和5年4月1日から

それぞれ施行され、所要の最高裁規則も整備された。

(法律案が提出されたもの）

(5) 被害者等の身元識別情報を相手方に秘匿することができる制度につ

いて

法制審議会民事訴訟法(IT化関係）部会において「民事訴訟法( I

T化関係）等の改正に関する追加試案」が取りまとめられ、 これに対す

るパブリック・コメント等を経て、令和4年2月、法制審議会第194

回会議において要綱の採択及び答申が行われた。 この制度については、

要綱の第1部の第15に盛り込まれており、人事訴訟法、家事事件手続

法についても、要綱の第3部に規律の整備が盛り込まれた。人事訴訟手

続について、①申立人の住所、氏名等の秘匿、②秘匿決定があった場合

における閲覧等の制限の特則（秘匿事項届出書面） 、③同特貝II (秘匿事

項又は推知事項の記載部分） 、④送達をすべき場所等の調査嘱託があっ

た場合における閲覧等の制限の特則、⑤秘匿決定の取消し等に関する規

律等が盛り込まれており、家事事件手続については、①、②及び⑤の規

律が盛り込まれているが、他方で、人事訴訟手続の事実調査部分及び家

事事件手続については、現行法上裁判所の裁量により閲覧等を制限する

ことができるため、③及び④の規律は適用除外となっている。 これらを

内容の一部とする改正法律案が、令和4年の通常国会へ提出された。

(6) 人事訴訟法等へのウェブ会議の導入等

(5)の改正法律案には、人事訴訟法について、①ウェブ会議等を用いた

双方不出頭の弁論準備手続、②ウェブ会議等を用いた口頭弁論等に関す

る規律、人事訴訟法及び家事事件手続法に共通のものとして､③ウェブ

会議等を用いて離婚の成立等の手続が行えるようにする規律等が含まれ

ており、その運用等の頭づくりを進める必要がある。

(ﾌ） 一時保護開始時の判断についての新たな司法審査の導入

厚生労働省が所管する社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会

において掲記の点を含む報告書が取りまとめられ、 この点を含む児童福

祉法の改正法律案が令和4年の通常国会へ提出された。

同法律案においては、一時保護開始時の判断に関する司法審査につい

て、児童相談所長又は都道府県知事は、親権者の同意がある場合等を除

き、事前又は一時保護を開始した日から起算して7日以内に、児童虐待

のおそれがあるときその他の内閣府令で定める場合に該当し、かつ、一

時保護の必要があると認められる資料を添えて､ （児童相談所長等の）所

属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判
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所の裁判官に一時保護状を請求しなければならないとされ、裁判官は、

児童福祉法33条1項に規定する場合（児童虐待のおそれがあるときそ

の他の内閣府令で定める場合）に該当すると認めるときは、一時保護状

を発する （ただし、明らかに一時保護の必要がないと認めるときは、 こ

の限りでない｡） こととされている。

(法律案の提出が検討されているものについて）

※家事事件手続のデジタル化の法制面については、後記6のとおり

(8) 民法の嫡出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定等の見直

し

いわゆる無戸籍者問題解決に向けた取組の一環として、平成30年1

o月から、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会

が開催され､嫡出否認の訴えの提訴権者の拡大や出訴期間の見直しなど、

嫡出推定制度に関する論点のほか、生殖補助医療によって生まれた子に

関する親子関係の整備等について議論がされ、令和元年7月に研究会報

告書が取りまとめられた。

また、同年6月に公布された児童虐待防止対策の強化を図るための児

童福祉法等の一部を改正する法律において、政府は施行後2年を目途に

懲戒権について定めた民法第822条の規定の在り方について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じ

るものとされたことを受け、同月から監護権の規定の在り方に関する研

究会で議論がされ、同年7月に研究会報告書が取りまとめられた。

同年6月に開催された法制審議会第184回会議において、民法の嫡

出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定等の見直しについて諮

問され、同年7月から法制審議会民法（親子法制）部会において、調査・

審議が行われた。令和3年2月の「民法（親子法制）等の改正に関する

中間試案」の取りまとめ、パブリック・コメント等を経て、令和4年2

月、法制審議会第194回会議において、要綱の採択及び答申が行われ

た。要綱には、①懲戒権に関する規定等の見直し、②嫡出の推定の見直

し、③嫡出否認制度に関する規律の見直し、④第三者の提供精子を用い

た生殖補助医療により生まれた子の親子関係に関する民法の特例に関す

る規律の見直し及び⑤認知制度の見直し等が盛り込まれている。

(9)離婚及びこれに関連する家族法制の見直し

平成23年民法改正においては、親権制度の見直しに併せて、民法7

66条に養育費や面会交流等が例示されたが、父母の離婚後等における

養育費及び面会交流の確保については、社会的な関心が高い状況が続い
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ており、同改正の附帯決議においても離婚後の共同親権の可能性を含め

た検討が求められている｡

令和元年1 1月より、家族法研究会において、離婚後の子の養育の在

り方を含む家族法の課題についての議論がされ、令和3年2月に研究会

報告書が取りまとめられた。

このうち、養育費の取決めの確保・履行確保については、ひとり親家

庭の貧困の問題がコロナ禍により一層深刻化しているとの認識の下、 こ

れまで様々な検討体での議論が蓄積され、面会交流についても、子の養

育における重要性に鑑み、様々な議論がされて来ているところである。

離婚及びこれに関連する家族法制の見直しについては、令和3年2月

開催の法制審議会第189回会議において､諮問がされ､同年3月から、

法制審議会家族法制部会において、調査・審議が行われている。

側調停による和解合意の執行決定等に関する規律の創設について

法制審議会仲裁法制部会において｢仲裁法等の改正に関する中間試案」

が取りまとめられ、 これに対するパブリック・コメント等を経て、令和

4年2月、法制審議会第194回会議において要綱の採択及び答申が行

われた。要綱の第2では、特定和解（認証紛争解決手続において紛争の

当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をする

ことができる旨の合意がされたもの）に執行力を付与する執行決定に関

する規律が盛り込まれているところ、人事に関する紛争その他家庭に関

する紛争に係る特定和解は同規律の適用除外となっているが、民事執行

法第151条の2第1項各号に掲げる金銭債権に係る特定和解は適用対

象に含まれている。

01） 氏名の読み仮名の法制化について

個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とす

る規定を整備するなど戸籍法制の見直しを行う必要があると考えられる

として、氏名の読み仮名の法制化に係る戸籍法令の改正に関して、令和

3年9月開催の法制審議会第191回会議において、諮問がされ、法制

審議会戸籍法部会において調査・審議が行われている。

6家事事件手続のデジタル化について

家事事件手続（人事訴訟手続も含む。 ）のデジタル化に関しては、当事

者の利便性及び司法アクセスの向上や新型コロナウイルス感染症への対策

の観点から、デジタル化に対する国民の期待が高まっている状況にある。

法制面については、令和3年4月から、公益社団法人商事法務研究会の

主催の「家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等I 'r化研究会」に

おいて法制面での検討が進められ、同年12月に「家事事件手続及び民事
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保全、執行、倒産手続等IT化研究会報告書」が取りまとめられた。その

後、令和4年2月開催の法制審議会第194回会議において、家事事件手

続法・民事保全法・民事執行法・倒産法等(IT化関係）の改正に関する

諮問がされ、同年4月から「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に

関する手続(IT化関係）部会」における調査・審議が始まり、令和5年

通常国会での法律案提出が目指されているとのことである。同部会では、

家事事件記録の電子化の範囲や、記録の閲覧等の規律に係る論点等につい

て研究会に引き続き検討される見込みである。電子提出等の新たな規律の

導入を見据えながら、デジタル化後の家事事件手続の運用についてもスピ

ード感を持って検討を進める必要がある。

また、家事調停手続におけるウェブ会議の利用については、令和3年1

2月から、東京、大阪、名古屋及び福岡の各家庭裁判所本庁において、運

用が開始されている上、更に19の家庭裁判所本庁（横浜、 さいたま、千

葉、水戸、宇都宮、前橋、静岡、京都、神戸、大津、岐阜、広島、岡山、

大分、熊本、那覇、仙台、札幌及び高松）においても、令和4年度中の運

用開始に向けて、検討・準備が進められているところであり、今後も引き

続き実施庁の順次拡大を検討していく予定である。

これまで、家庭裁判所においては、調停の本質・利点に立ち戻り、 これ

からの時代の当事者のニーズに適う調停運営の在り方を考え実践していく

という観点から、調停運営の在り方の見直しについての議論が進められて

きており、既に具体的事件における実践も行われているが、 ウェブ会議を

利用した調停運営の在り方についても、 これを単なる電話会議の代替手段

として捉えるのではなく、手続全体としてより合理的かつ充実した審理の

実現を図り、かつ、当事者のニーズに調停運営を実現するためのものとし

て位置付けて検討を進めていくことが期待される。

第3少年事件関係

1 少年審判の機能の更なる強化、事務処理の在り方の検証・見直し

再非行少年の害'l合は、依然として高い水準にあり、少年刑事司法全体

の再非行防止機能についてこれまで以上に厳しい目が向けられており

家裁としては、少年審半l1が果たすべき役割を再認識し、その機能を充実・

強化する必要がある。

少年審判の機能を十分に発揮するためには、調査段階のみならず、家裁

送致から終局決定まで、更には、決定後を含む手続全体において事務処理

が適時適切に行われる必要があり、かかる観点から、手続全体における事

務処理の在り方について不断の検証、見直しが求められている。
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とりわけ、再非行防止の観点からは、少年の非行性が深刻な段階に至っ

ていない在宅事件についても、少年審判の機能を十分に発揮することが必

要と考えられる。

2裁量による国選付添人制度等の適切な運用

裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大等

を主な内容とする少年法の一部を改正する法律が、平成26年6月から施

行された。

改正少年法の下における裁量による国選付添人制度の運用については、

国選付添人の必要性半ll断を､立法の経緯や制度の趣旨を十分に踏まえて適

切に行うとともに、選任過誤や選任遅滞を防止するため、普段から各庁の

実情を踏まえて事務処理態勢を見直したり、職種間の連携を強化したりす

ることが極めて重要と考えられる。

なお、刑事訴訟法等の一部を改正する法律により、平成3()年6月から

被疑者国選弁護人制度の対象事件が拡大されているが、 これにより裁量に

よる国選付添人制度と被疑者国選弁護人制度との間で対象事件の範囲が異

なることとなったため、その点に留意して適切な処理を行う必要がある。

3少年調査票の新たな様式について

家裁調査官が行った社会調査の結果を、 より的確に､読み手に分かりや

すい形で報告できるよう、令和2年3月に少年調査票の新たな様式を定め

る通達が発出され、令和3年1 （)月1日から実施されているご

各庁において、同通達の実施に向けた準備が進められてきたところであ

り、家庭局としては、通達実施後の各庁の状況を確認しつつ、引き続き必

要な支援を行っていきたいと考えている。

4最近の立法作業の動向について

（近時成立した法律について）

少年法等の一部を改正する法律

少年法等の一部を改正する法律が､令和3年5月に成立し､公布された。

この法律は、令和4年4月1日から施行された。

本改正法は、 18歳及び19歳の者について、少年法の適用対象としつ

つ、その適用において特例規定が整備された。 18歳及び19歳の者の取

扱いに関しては、全件家裁送致が維持された上で、①原則逆送対象事件の

拡大、②犯罪の軽重を考盧した相当な限度を超えない範囲での保護処分、

③ぐ犯の対象からの除外、④逆送決定後における不定期刑等の刑事事件の

特例規定の不適用、⑤起訴後における推知報道禁止の解除等の特例規定が

整備され､併せて、更生保護法､少年院法等の関係法律の整備も行われた。

法改正を受けて、少年審判規則の一部が改正された。また、本改正法は、
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少年法の基本的な構造を維持し、特定少年の手続も基本的に従前の条文が

適用されるものではあるが、手続の様々な場面で特例規定が適用されるこ

とから、本改正法の趣旨を踏まえた適切な運用を図っていくためには、施

行後においても、各庁における運用の在り方に関する検討を深めた上、少

年鑑別所や保護観察所等の関係機関との連携を図りつつ、実際の運用を通

して検証を行うなどの取組が必要である。

第4家裁調査官関係

1 家裁調査官の役割・機能

（1）検討の必要性

家裁調査官は、これまで､時々の事件状況や家裁の態勢に応じて､様々

な事務を担ってきた。 しかし、近年、社会情勢の変化や相次ぐ､法改正を

受けて、家裁における事件処理の在り方が大きく変わろうとする中で、

家裁の機能をより充実させるために、家裁調査官が担うべき役割・機能

を改めて検討することが求められている。家裁調査官の合理的かつ効果

的な活用については、その役割・機能を明らかにした上で、各庁の事件

動向、事務処理態勢等の実情を踏まえて検討する必要がある。

（2） 家裁調査官の役割・機能

家裁調査官に関しては、行動科学の知見及び技法をいかして、必要な

事実を収集し、収集した事実を的確に分析・評価して客観的で科学的な

裏付けを伴った将来予測を含む意見を提出するとともに（ 「行動科学の

知見等に基づく事実の調査」 ） 、そのような分析・評価の結果に基づい

て当事者、少年等に対する働き掛けや関係機関との間での調整を行う

（ 「行動科学の知見等に基づく調整」 ） といったことが要請されている

といえる。 これを踏まえて、家裁調査官の役割・機能は「行動科学の知

見等に基づく事実の調査と調整」であると整理されている。

2今後の課題

多様な職種の職員から成る家裁が、今後も社会の中で適切な役割を果た

すためには、家裁に特徴的な職種である家裁調査官が、その役割・機能を

十全に発揮するとともに、関係職種において、それに閨する共通理解が深

まることが重要となるところ、令和元年12月に、 「家裁調査官の役割・

機能」 と題する資料が配布された。同資料は、家裁調査官の役割・機能及

びそれに基づく調査事務について、家裁調査官自らが改めて認識を深める

とともに、裁判官を始めとする関係職種がこれを的確に理解し、認識を共

有するための視点を示したものである。同資料を活用して家裁調査官相互

間での議論や関係職種間での意見交換が重ねられ、その成果が日常の調査
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事務にいかされていくことによって、家裁調査官による調査事務の質や技

量が向上し、 より的確で質の高い調査事務が遂行されるとともに、裁半ll官

において、 これまで以上に適時適切な家裁調査官の活用を図ることで、 よ

り質の高い裁判が実現されることが期待される。

令和3年度の首席家裁調査官が出席する協議会等では、家裁調査官内部

において、同資料を活用して議論し、役害ll ．機能の視点の理解を深めなが

ら、種々の施策課題に取り組んでいる実情のほか、関係職種間において、

家裁調査官の役割・機能という共通の視点から調査事務の質や在り方につ

いて相互議論を進めており､庁によっては、裁判官や書記官に求められる

役割等とも関連付けながら、 より広範な議論へと発展させている実情が共

有された。 こうした家裁調査官の役害'l ･機能の視点を生かした取組につい

ては、令和4年度も継続していく必要があること、中でも、各職種の役害'｜

等を踏まえたより広範な議論や実践が更に多くの庁で行われることが期待

されることが確認されている。

第5家裁の裁判官の役割

家裁の裁判官には、個々の事件を適切に処理することはもとより、書記

官のほか、家裁特有の家裁調査官、調停委員、参与員等の多様な職種に対

するリーダーシップを発揮して各職種の專門性や強みを生かしつつ、 これ

らを統括し、組織としての家裁の運営にも積極的に関与する役割が求めら

れる。すなわち、裁判官は、まず何よりも、個々の事件の処理において主

体的に各職種をリードする姿勢で取り組むことが必要であり、そのために

は、事件の内容や特色を早期に的確に把握して審理方針と見通しを立てる

という他の裁判所の裁判官と変わらない役割が求められることはいうまで

もない。書記官に対しては、進行管理上の留意点や法的調査の在り方等に

ついて適切な指示を与えるとともに、家裁調査官に対しても、的確に調査

，の要点を伝え、調査の進行中も常にその動向に配意し、中間的な口頭報告

を求めるばかりでなく主体的にケースカンファレンスを求めていくことな

どが必要と考えられる。

さらに、家事調停事件においては、裁判官が実質的かつ効果的に関与す

ることが必要であり、例えば、調停委員の指定や調停期日の指定について

も意を用いるほか、解決方針の策定やそれに基づく合意形成に向けた働き

掛けを行うために、評議を積極的に行ったり、必要に応じて調停期日への

立会いを行ったりするなど、調停委員任せにすることなく、手続の主宰者

として調停運営を中心となって進めていくことが重要である。令和3年1

月から2月にかけて開催され、家事調停の運営改善の取組について協議が
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行われた家事事件担当裁判官等協議会においても､裁判官の役割について、

法的観点から紛争解決の軸を提供するとともに、手続全体の進行について

大局的な視点から指揮する役害'lを担っているとの認識が共有された。

また、裁判官には、個々の事件処理の面にとどまらず、司法行政的な側

面でも、庁としての事件処理態勢の整備改善や関係機関との連携の強化に

主体的に取り組み、 さらに、人間関係の面でも、信頼関係を築き連携を円

滑に行えるよう組織の一体化を図っていくことも求められる6例えば、新

規立法や法改正に伴う事件処理態勢の構築、家事調停の運営改善の取組な

ど庁としての運用改善の検討、事件処理要領の改定、事件の類型に応じた

細則策定の要否の検討、手続選別（インテーク）基準の見直し、長期未済

事件の処理方針の策定、少年や保護者に対する保護的措置の在り方など、

各種事件処理の在り方に対する各職種の共通認識を深めるため、また、各

職種の力を結集して庁全体としての事件処理の質の更なる向上に向けて、

他の職種を交えた庁内の検討を主導することなどが求められる．また、対

外的にも、福祉機関捜査機関、執行機関などの関係機関との協議会の運

営などにも中心となって積極的に関与することが望まれる。

令和3年度から、全国の家裁上席裁判官等がウェブ会議で参加する家裁

上席等意見交換会や、その自主的な分科会が定期的に開催され、上述した

ような家裁の裁判官に期待される多様かつ重要な役害'lをどのように果たす

かといった点について活発な議論が行われている。

以上

l9


